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はじめに 

背景 

我が国においては、2014年に策定された第 4次エネルギー基本計画において、浮体式洋上風力発電の
エネルギー政策としての方向性を「世界最先端の浮体式洋上風力による新技術市場の創出」と位置づけ、
再生可能エネルギーの導入の加速化を図るとともに新たなエネルギー関連産業や雇用の創出を目指すとして
いる。また、2018 年に策定された第 5 次エネルギー基本計画においても「技術の開発や実証を通じた安全
性・信頼性・経済性の評価を行う」としている。 

2011年 3月の東日本大震災からの福島県浜通りの地域経済の復興のため、国・福島県・地元市町村
は一体となって「福島イノベーションコースト構想」の実現に向け取組んでいる。経済産業省では 2012年より
福島沖において浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業をスタートし、この構想に掲げる新たなエネルギー
関連産業の創出として、本実証研究とその事業化による福島県での風力発電関連産業の集積を目指して
いる。 

 

目的 

本実証研究事業の一環として、今後、浮体式洋上風力発電事業を進める発電事業者のため、これまで
福島沖での実証研究事業で得られた知見等を反映した「浮体式洋上風力発電導入マニュアル」（以下
「本導入マニュアル」という。）をとりまとめた。本導入マニュアルでは、国内外の浮体式洋上風力発電のプロジ
ェクト動向のほか、福島沖での実証研究事業の成果等を基に、発電事業の流れ、必要となる許認可・手続
きを整理するとともに、その成果の延長線として汎用性の高い内容については、可能な限り一般的な手続とし
て整理した。また、とりまとめにあたっては、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）にて公表されている「着床式洋上風力発電導入ガイドブック」、「浮体式洋上風力発電技術ガ
イドブック」、経済産業省資源エネルギー庁の「一般海域における利用調整に関するガイド」を参考にし、重
複する箇所については割愛し、また、技術的な検討については引用する形としたため、同書を併せて読まれる
ことをお薦めしたい。 
なお、発電事業の流れや必要となる許認可は、発電事業の計画時点の制度や設置海域、発電設備の

態様によっても異なるため、実際に発電事業に取り組もうとする場合、地元関係者および公的機関の関係
者に事前の相談が必要である。特に、発電事業における安全性や信頼性を確保するにあたっては、関係者
への丁寧な説明やきめ細やかな調整が重要であることに留意する。また、事業実施にあたって資金調達を考
えている場合、銀行を含む金融機関等への説明も重要になってくる。 
上記の「本導入マニュアル」の作成・検討にあたり、有識者および関係省庁から構成される「浮体式洋上

風力発電導入マニュアル検討ワーキンググループ」を設置し、指導・助言を得てとりまとめた。ワーキング座長を
はじめ、各委員、関係省庁の方々には深謝申し上げる。 
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第1章 浮体式洋上風力発電の概要 
1.1 浮体式洋上風力発電とは 

世界の動向 
浮体式洋上風力発電のコンセプトは 1970年台はじめには立ち上がったものの、技術的なハードルもあり、産業

として取り組み始めたのは 1990年台半ばであったとされている。2008年にオランダの Blue H が 80kW の風力
発電設備をイタリアの沖合い約 20km、水深 113m のところに設置し、実証のステージが始まった。 
洋上風力発電の基礎構造は、これまでの石油・ガスの掘削技術がベースとされており、基礎構造と適した水深

の関係は図 1.1-1 のように分類される。水深 50m 以下では Monopile 型や Jacket/Tripod 型といった着床
式洋上風力発電が適しているが、水深 50-200m の海域では浮体式洋上風力発電が適しており、その種類は
TLP型、Semi-Sub型、Spar型のほか、図中には示されていないが Pontoon型が存在する。また、それぞれの
基礎構造の特徴を表 1.1-1 に整理する。 

 

 
図 1.1-1 洋上風力発電の基礎構造と水深との関係 

（出典）EWEA, Deepwater 
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表 1.1-1 浮体式洋上風力発電の類型 
浮体の類型 TLP Semi-Sub Spar Pontoon 
特徴 【長所】 

 鉛直方向を中心
に変位が小さい 

 係留による占用面
積が小さい 

【短所】 
 浮体及び海底側

に基礎基盤の構
造や係留システム
のコストが高い 

【長所】 
 港湾施設を有効

に活用して組立が
可能 

 凌波性に優れ、上
下の揺れが小さい 

【短所】 
 全体構造が複雑

なため建設コストが
高くなる傾向 

【長所】 
 構造が単純であり、
浮体の建造が簡単 

 鋼材量も総じて少
なくなる傾向 

【短所】 
 風力発電設備及び
浮体がゆれる中で
の施工 

 稼働中の保守管理
や修理において特
別なシステムが必要 

【長所】 
 構造が単純であり、
浮体の建造が簡単 

 鋼材量も総じて少
なくなる傾向 

【短所】 
 浮体の主たる部分
が海面に出ており、
揺れが大きい 

プロジェクト例  WindFloat 
福島沖での浮体式洋
上風力発電システム実
証研究事業 

Hywind 
環境省浮体式洋上風
力発電実証事業 
Hywind pilot park 

FloatGen 
次世代浮体式洋上風
力発電システム実証研
究（バージ型） 

（出典）浮体式洋上風力発電に係る基礎調査（NEDO）等により作成 

 

2009 年にノルウェーの Statoil 社（現 Eqinor 社）を主幹事とする Hywind プロジェクトが開始したことを契
機に、世界でも多くの浮体式洋上風力発電のコンセプトが提案された。図 1.1-2 に導入及び着工されている浮
体式洋上風力発電の規模を示す。2017年には、発電設備容量 30MW の Hywind pilot park の導入によ
り、50MW を突破し、2018年にはフランスで 2MW機 1基が稼働、日本で 3MW機が 1基設置された。 

 

 
図 1.1-2 浮体式洋上風力発電の導入及び着工実績（累積）（2018年 12月時点） 
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現在導入されているプロジェクトの概要を表 1.1-2 に整理する。 
 

表 1.1-2 導入されている浮体式洋上風力発電プロジェクトの概要（2019年 1月時点）  
Hywind WindFloat 

※事業終了 
環境省浮体
式洋上風力
発電実証事

業 

福島沖での 
浮体式洋上
風力発電シス
テム実証研究

事業 

Hywind 
pilot park 

FloatGen 次世代浮体
式洋上風力
発電システム
実証研究（バ
ージ型） 

事業規模  2.3MW 2.0MW 2.0MW 14.0MW 30MW 2.0MW 3.0MW 
実施海域  ノルウェー ポルトガル 日本 日本 英国 フランス 日本 
稼動 
開始年  

2009年 2011年 2013年 2013年 
2015年 
2016年 

2017年 2018年 2018年 
（設置年） 

設置基数  1基 1基 1基 3基 5基 1基 1基 
浮体 
形状  

Spar Semi-Sub Spar Semi-Sub 
Semi-Sub 

Spar 

Spar Pontoon Pontoon 

水深  220m 40-50m 100m 120m 95-120m 33m 50m 
離岸距離  10km 5km 1km 20km 25km 20km 15km 
風力発電
設備メ－
カ－ 

Siemens 
2.3MW 

Vestas 
2.0MW 

日立製作所 
2.0MW 

日立製作所 
2.0MW 
三菱重工業 

7.0MW 
日立製作所 

5.0MW 

Siemens 
6MW 

Vestas 
2.0MW 

Aerodyn 
3.0MW 

係留索数 3本 4本 3本 6本 
8本 
6本 

3本 6本 9本 

 
図 1.1-3は、国別の導入されている浮体式洋上風力発電の基数とプロジェクト規模を整理したものである。国

別で見ると Hywind pilot park が 6MW 風力発電設備を 5 基導入し、総出力が 30MW と大規模であるた
め、英国が基数・プロジェクト規模共に最大となり、次点で日本が浮体式洋上風力発電の導入が進んでいる国で
あることがわかる。 
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図 1.1-3 各国における浮体式洋上風力発電の導入実績（2018年 12月時点） 

 
また、図 1.1-4 に導入及び着工中の浮体式洋上風力発電の基数・プロジェクト規模を、浮体の形状別に示

す。こちらもHywind pilot parkで Spar型の風力発電設備が導入される影響が大きいため、最も多いのが Spar
型であり、次に Semi-Sub型、Pontoon型と続く。 

 

  
図 1.1-4 導入された浮体の形状（2018年 12月時点） 
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我が国の動向 
我が国では、東日本大震災の後に策定された第 4 次エネルギー基本計画において、浮体式洋上風力発電の

エネルギー政策としての意義を「世界最先端の浮体式洋上風力による新技術市場の創出」という形で記載され、
再生可能エネルギーの導入の加速化を図るとともに新しいエネルギー産業への活性化、雇用の創出を目指すとさ
れている。また、2018 年に策定された第 5 次エネルギー基本計画においても「技術の開発や実証を通じた安全
性・信頼性・経済性の評価を行う」としている。 
前述の通り、一般的に浮体式洋上風力発電が適する水深は、着床式とのコストの見合から 50m～200m と

考えられている。衛星データを使った標高・水深の推計データを用いて、我が国周辺の水深をプロットすると図 
1.1-5のようになり、我が国では急峻な海底地形になっていることが推測されることからも、外洋にて洋上風力発電
を実施する場合には、浮体式洋上風力発電が有望であることがわかる。 

 

 
図 1.1-5 我が国周辺の水深の分布図 
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1.2 諸外国におけるプロジェクト事例 
表 1.2-1 に示した諸外国において既に導入されている 4 つのプロジェクト（Hywind, WindFloat, 

FloatGen, Hywind Pilot Park）について、概要を紹介する。 
 

表 1.2-1 取り扱うプロジェクト事例（諸外国） 
 プロジェクト名 ページ 
1 Hywind 7 
2 WindFloat 8 
3 Hywind Pilot Park 9 
4 FloatGen 10 
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Hywind 
Hywind は、2009 年にノルウェーの Statoil 社（現 Eqinor 社）による世界初の浮体式洋上風力発電設

備である。現在も大きな事故もなく稼動しており、この事業の成果を踏まえて合計 30MW のパイロットパーク事業
Hywind pilot park を行う。本プロジェクトは、2019年 2月よりノルウェーの係留機器メーカーである UNITECH
に引き継がれた。 

 
表 1.2-2 Hywind プロジェクトの概要 

事業イメージ 

 
設置海域 

 
離岸距離：5km, 水深：200m 

事業者 Statoil, Siemens, Technip, Nexans, Haugaland Power 
発電所総出力 2.3MW 
設置基数 1 
設置年 2009年 
風力発電設備の
種類 

アップウィンド型（Siemens） 

浮体の種類 Spar型 
（出典）Eqinor ホームページ等をもとに作成  

ナ
セ

ル
高
さ

65
m

ローター径
82.4m

定格出力
2.3MW

水線部直径
6m

主要部直径
8m

3点のカテナリー係留

喫
水

10
0m

Upwind型風車
138 t

浮体重量1100 t

ナ
セ

ル
高
さ

65
m

ローター径
82.4m

定格出力
2.3MW

水線部直径
6m

主要部直径
8m

3点のカテナリー係留

喫
水

10
0m

Upwind型風車
138 t

浮体重量1100 t

Hywind
2.3MW
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WindFloat 
WindFloat は、2011 年に米国 Principle Power がヘッドになってポルトガル沖に 2MW の風力発電設備を

設置した浮体式洋上風力発電設備である。2016 年に事業を終了し、世界で初めて浮体式洋上風力発電設
備の解体作業を行った。2018 年ごろには 3-4 基の風力発電設備を設置した合計発電設備容量 25MW の浮
体式洋上風力発電事業 WindFloat Atlantic を予定しており、三菱商事と千代田化工が参画を表明している。 

 
表 1.2-3 WindFloat プロジェクトの概要 

事業イメージ 
 

 
設置海域 

 
離岸距離：5km, 水深：40~50m 

事業者 Principle Power, Energias de Portugal (EDP), Repsol, A. Silva Matos (ASM), 
Vestas Wind Systems A/S, Portugal Ventures,  

発電所総出力 2.0MW 
設置基数 1 
設置年 2011年 
風力発電設備の種
類 

アップウィンド型（Vestas） 

浮体の種類 Semi-Sub型 

（出典）Principle Power, EDPホームページ等をもとに作成  

定格出力
2.0MW

ローター径
80m

Upwind型
風車104 t

4点のカテナリー係留

喫
水

13.7m

23.2m

直径
8.2m

排水量: 2,800 t

56m

WindFloat
2.0MW
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Hywind pilot park 
Hywind pilot park は、ノルウェーの Statoil社（現 Eqinor社）がスコットランド沖の北海で計画する発電

設備容量 30MWのウィンドファームであり、将来的な商業化の可能性を検討することを目的とする。Siemens社
の 6MW風力発電設備 5基で構成され、運転開始は 2017年に稼動した。 

 
表 1.2-4 Hywind pilot park プロジェクトの概要 

事業イメージ 

 
設置海域 

 
離岸距離：25km, 水深：95~120m 

事業者 Statoil 
発電所総出力 30MW 
設置基数 5 
設置年 2017年 
風力発電設備の
種類 

アップウィンド型（Siemens） 

浮体の種類 Spar型 

（出典）Eqinor ホームページ等をもとに作成 
  

Hywind 2
30 MW
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FloatGen 
FloatGen は、2013 年にフランスのメーカーIDEOL が EU からの資金を受けて発足したプロジェクトであり、

2017年にフランス試験サイト SEM-REV に 2MW 風力発電設備を搭載して運転開始し、2018年 4月に運転
を開始した。 

 
表 1.2-5 FloatGen プロジェクトの概要 

事業イメージ 

 
設置海域 

 
離岸距離：22km, 水深：33m 

事業者 Gamesa, IDEOL, Stuttgart university, Fraunhofer-Gesellschaft, RSK, ZABALA, Ecole 
Centrale de Nantes, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 

発電所総出力 2.0MW 
設置基数 1 
設置年 2017年 
風力発電設備の
種類 

アップウィンド型（Vestas） 

浮体の種類 Pontoon型 
（出典）FloatGen ホームページ等をもとに作成 

ローター径
80m

Upwind型風車

3点のカテナリー係留

定格出力 2MW

FloatGen
2MW
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1.3 国内におけるプロジェクト事例 
国内においては、3つのプロジェクトで浮体式洋上風力発電設備が導入されている。環境省は、長崎県五

島列島椛島沖で Spar 型の浮体に 2MW の風力発電設備を搭載する国内初（コンクリートを混ぜた浮体
としては世界初）の浮体式洋上風力発電実証事業を進め、実証事業の終了後は、五島市に設備を移管
して 2015 年度から日本初の自立商用型浮体式洋上風力発電として運転を開始した。経済産業省は、
福島沖で世界初の複数機による浮体式洋上風力発電所を目指す福島沖での浮体式洋上風力発電シス
テム実証研究事業の実証研究事業を進めている。また、NEDOにおいても、水深 50m～100mで適用可
能な低コストな次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究にて北九州沖に 3MW の風力発電設備を
搭載して実証を実施している。 
表 1.3-1 に示す 2 つのプロジェクトについて、概要を紹介する。 
 

表 1.3-1 取り扱うプロジェクト事例（国内） 
 プロジェクト名 ページ 
1 環境省浮体式洋上風力発電実証事業 12 
2 福島沖での浮体式洋上風力発電システム実証研究事業 14 
3 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究（バージ型） 15 
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環境省浮体式洋上風力発電実証事業 
小規模試験機「とき」は、2012 年に環境省が長崎県五島市沖にて系統連系した我が国初の浮体式洋上風

力発電設備である。浮体に鋼とコンクリートを適用し低コスト化を図った Hybrid-Spar 型の浮体に 100kW の風
力発電設備を登載した。2013 年 10 月には Hybrid-Spar 型の浮体に 2MW の風力発電設備を搭載した実証
機「はえんかぜ」を設置し、複数年の運転を実証するとともに、浮体式洋上風力発電の環境影響評価方法書を
作成、事前、事後、撤去後の影響を調査することも目的の 1 つである。2015 年度に五島市崎山沖に浮体を移
設して実証事業を終了した後、五島市に移管し、運転を継続している。戸田建設株式会社は、実証事業で得ら
れた実績を活かし、五島市沖に Hybrid-Spar 型で最大 10 基（21MW）の「洋上ウィンドファーム」を計画して
おり、現在環境影響評価に基づく手続を実施している。 

 
表 1.3-2 環境省浮体式洋上風力発電実証事業の概要 

事業イメージ 2MW実証機（はえんかぜ） 

 
（出典）http://goto-fowt.go.jp/home/spec/ 

（2018年 11月時点。現在は上記ホームページは閉鎖されている。） 
設置海域 

 
離岸距離：1km, 水深：100m（崎山沖 離岸距離：5km、水深：100m） 

事業者 環境省 
戸田建設株式会社、株式会社日立製作所、芙蓉海洋開発株式会社（現 海洋エンジニアリング株
式会社）、国立大学法人九州大学、独立行政法人海上技術安全研究所（現 国立研究開発法
人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所） 

発電所総出力 100kW→2MW 
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設置基数 1 
設置年 ハイブリッド・スパー型浮体小規模試験機（100kW）：2012年 

ハイブリッド・スパー型浮体実証機（2MW）：2013年 
ハイブリッド・スパー型浮体実証機（2MW）崎山沖へ移設：2016年 

風力発電設備
の種類 

ダウンウィンド型（日立製作所） 

浮体の種類 Spar型（鋼製部とコンクリート部で構成するハイブリッド・スパー型） 

（出典）環境省浮体式洋上風力発電実証事業ホームページ（2018年 11月時点。現在は閉鎖。）等をもとに作成 
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福島沖での浮体式洋上風力発電システム実証研究事業 
経済産業省による世界初の複数基による浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業であり、丸紅を筆頭

とする 11 者がコンソーシアム体制で行っている。その実証を福島沖で行うことにより東日本大震災からの復興のシ
ンボルとしての意味合いも持つ。合計で 14MW の発電設備である。 

 
表 1.3-3 福島沖での浮体式洋上風力発電システム実証研究事業プロジェクトの概要 

事業イメージ 

 
サブステーション    2MW風力発電設備   7MW風力発電設備   5MW風力発電設備 
（ふくしま絆）        （ふくしま未来）    （ふくしま新風）      （ふくしま浜風） 

設置海域 

 
離岸距離：20km, 水深：120m 

事業者 経済産業省 
丸紅株式会社、国立大学法人 東京大学、三菱商事株式会社※、三菱重工業株式会社、三菱造
船株式会社、ジャパン マリンユナイテッド株式会社、三井E&S造船株式会社、新日鐵住金株式会社、
株式会社日立製作所、古河電気工業株式会社、清水建設株式会社、みずほ情報総研株式会社
（※平成 27年度まで） 

発電所総出力 14MW 
設置基数 3 
設置年 コンパクトセミサブ浮体（2MW）：2013年 

V字型セミサブ浮体（7MW）：2015年 
アドバンストスパー浮体（5MW）：2016年 

風力発電設備の
種類 

ダウンウィンド型（日立製作所）2MW, 5MW 
アップウィンド型（三菱重工業）7MW 

浮体の種類 Semi-Sub型（2基） 
Advanced Spar型（1基） 

（出典）福島沖での浮体式洋上風力発電システム実証研究事業ホームページ等をもとに作成 

  

浮体重量 1200 t

Fukushima 
Forward 
14MW
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次世代浮体式洋上風力発電システム（バージ型） 
NEDO では 2014年度から、水深 50m から 100m で適用可能な低コストの次世代浮体式洋上風力

発電システム実証研究を開始し、6 社からなるコンソーシアムを委託先として、実証海域の選定、浮体の設
計、製造などを行い、2018年 6月にバージ型と呼ばれる浮体の製作を完了し、2018年 9月に北九州沖
の実証海域に日本初のバージ型浮体式洋上風力発電システム実証機を設置した。 

 

表 1.3-4次世代浮体式洋上風力発電システム（バージ型）プロジェクトの概要 
事業イメージ 

 
設置海域 

 
離岸距離：15km, 水深：約 50m 

事業者 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
丸紅株式会社、国立大学法人東京大学、九電みらいエナジー株式会社、日立造船株式会社、 
エコ・パワー株式会社、株式会社グローカル 

発電所総出力 3MW 
設置基数 1 
設置年 2018年 
風力発電設備の
種類 

アップウィンド型（Aerodyn）3MW 

浮体の種類 Pontoon型 
（出典）NEDO ホームページ等をもとに作成 
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第2章 浮体式洋上風力発電事業の進め方 
浮体式洋上風力発電事業を進めるにあたっては、陸上での発電事業の手続きに加えて、洋上特有の許

認可や手続き、利害関係者との調整が不可欠である。一般論として、着床式と比較して、離岸距離が長く、
沖合いに設置することなり、設置する海域によっても関係法令が異なるなど、事業を円滑に進めていくにあたっ
て留意する点が多い。 
本マニュアルでは、今後、我が国において、浮体式洋上風力発電の導入を加速化させていくため、事業を

進めるにあたって必要となる代表的な許認可や手続きについて整理をするとともに、本実証事業の成果も交
え、福島県沖での事例についてもとりまとめることとした。とりまとめにあたっては、以下の関連するガイドブックを
参考にし、重複する箇所については、引用をする形としたため、詳細は、それぞれのガイドブックをご参照いただ
きたい。 

 
表 1 関連する導入マニュアルの一覧 

 文献名 出版元 出版時期 

1 着床式洋上風力発電導入ガイドブック（第一版） 
新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO） 

2015年 9月 

2 着床式洋上風力発電導入ガイドブック（最終版） 
新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO） 

2018年 3月 

3 一般海域における利用調整に関するガイド 経済産業省資源エネルギー庁 2017年 3月 

4 浮体式洋上風力発電技術ガイドブック 
新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO） 

2018年 3月 

 

浮体式洋上風力発電を計画するにあたっては、着床式洋上風力発電と同様、技術的及び法的な手続
き、工事にあたっての許認可申請が必要となる。ここでは、導入にあたっての必要な手順としての全体の流れ
をまとめる。それぞれの事業の流れと関係者との関係、関係法令について整理したものを図 1 に示す。 
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図 1 浮体式洋上風力発電の導入の流れ 

浮体式洋上風力発電の導入の流れ

関連法規・許認可等 事業の流れ

１．立地環境調査
（１）事業の基本計画の策定と関係法令の

確認
（２）都道府県・関係市町村への相談
（３）関係者との協議
（４）船舶交通への影響に関する検討

２．海域・気象・海象調査
（１）事前調査の実施（任意）
（２）海域調査の実施
（３）海域における気象・海象調査の実施

３．基本設計
（１）風力発電設備の概要決定
（２）経済性の検討
（３）安全対策の検討

４．実施設計
（１）設備設計
（２）工事設計
（３）工事計画

５．建設工事
（１）施工計画の策定における安全対策
（２）建設工事
（３）試運転

６．運転保守
（１）メンテナンス計画の策定
（２）メンテナンスの実施

７．撤去・解体
（１）撤去計画の策定
（２）撤去の実施

環境・設置海域等に関
する関連法規

船舶安全法
法令で定める技術基準

電気事業法
法令で定める技術基準

設置関係法
海上衝突予防法、海上
交通安全法、港湾法、
港則法、航路標識法、
国有財産法 等

公共物工事関係
電波法、航空法 等

係留試験
浮体式洋上風力発電
設備に関するガイドライン

使用前自主検査
使用前安全管理審査

許認可申請手続き
電気事業法に基づく
保安規程の届出
電気主任技術者選任
の届出
工事計画の届出

船舶安全法に基づく
検査申請（船級登録
申請）

※NEDO着床式洋上風力発電導入ガイドブック（第一版）をもとに作成

関係者の調整（注）

漁
業
関
係
者

地
元
関
係
者

港
湾
関
係
者

都
道
府
県
・
市
町
村
・
海
上
保
安
部

一
般
送
配
電
事
業
者

地
方
運
輸
局

船舶安全法
定期的検査

電気事業法
風車定期自主検査、風
車定期安全管理審査
供給計画の策定

注：必要となる手続きや要する期間等は、実施海域や設計の態様、工事の態様、運転保守の態様等により様々
であるため、関係者には、必要に応じて前広に相談することが望ましい。

８．環境影響評
価手続

（１）配慮書
（２）方法書
（３）調査/予測/

評価の実施
（４）準備書
（５）評価書

（６）報告書

そ
の
他
海
域
利
用
者

○事業の基本計画における海域
利用、港湾利用に関する合意

○船舶交通への影響に関する検
討

○事業計画における海域利用、
港湾利用に関する合意

○安全対策に関する調整

○施工計画・運転保守における
海域利用、港湾利用に関する
合意

○安全対策に関する調整

系
統
容
量
確
保

接
続
契
約
締
結

○撤去計画における海域利用、
港湾利用に関する合意

○安全対策に関する調整
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事業の流れは、立地環境調査にはじまり、海域・気象・海象調査や環境影響評価を行ないながら、風力
発電設備及び浮体の技術的な要件を定め、経済性を評価することを基本設計へと進む。その後は、導入す
る風力発電設備や浮体の設備構造や工事の方法を具体化し、法令や技術基準等に則って設計する実施
設計、その後、建設工事を経て、運転開始となり、20 年の事業期間終了後の撤去・解体となる。それぞれ
のフェーズに関する主な内容を表 2 に示す。 

 

表 2 浮体式洋上風力発電事業の各フェーズの内容と該当ページ 
フェーズ 主な内容 ページ 
１．立地環境調査 ○ 気象・海象の自然条件、船舶航行実態や系統接続の状況等

の社会的な条件を踏まえて、事業の基本計画を策定し、都道
府県・関係市町村や海上保安部等に相談しながら、関係法令
や許認可の洗い出しを行う。 

○ その後、漁業関係者、地元関係者、一般送配電事業者と協
議を進めるとともに、これら関係者に対して、設置候補海域での
詳細な調査等について合意を取得する。 

○ また、設置候補海域に発電設備を設置した場合の船舶交通へ
の影響についてもあわせて検討を行う。 

21 

２．海域・気象・海象調査 ○ 物理的観点や海域利用の観点より、事業を実施可能な海域
を検討し、全体システムの配置計画を立案する。 

○ 設置海域における気象・海象のデータより、基本設計に求めら
れる気象・海象条件を評価する。また、設置海域での風況調
査より事業性評価を行う。 

47 

３．基本設計 ○ 立地環境調査、海域・気象・海象調査、関係者との調整を経
て、候補海域における風力発電設備規模や設置海域等を決
定する。 

○ 風力発電設備の概要が決定すると、発電原価を算出し、洋上
風力発電設備の建設コストや運転保守費を含めた経済性評
価を実施する。併せて、航行船舶への安全対策を検討する。 

58 

４．実施設計 ○ 基本設計の結果を受けて、国内の法的基準を満たすように、風
車・浮体・電気設備等の浮体式洋上風力発電設備の設計を
行う。また、工事設計では、電気工事及び建設工事を行う際に
遵守するべき関連法規の洗い出しを行う。 

○ 電気事業法の手続きに沿って、工事着工前までに工事計画届
を提出するとともに、電気主任技術者を選任し、工事着工前ま
でに保安規程を届け出る。また、船舶安全法に基づく検査申請
（船級登録申請）を行う。 

65 

５．建設工事 ○ 安全対策を含む施工計画を策定し、漁業関係者、港湾関係
者、地元関係者、船主等を含めた海域利用者に対して事前
説明を行なう。その後、海域を管理している都道府県・関係市
町村、海上保安部等に相談し、関係法令に即した手続きを行
い、建設工事に着手する。 

○ 発電設備を係留させる。その後、試運転にて、使用前自主検

78 
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フェーズ 主な内容 ページ 
査を行なった後、使用前安全管理審査の合格をもって、運転
開始となる。 

６．運転保守 ○ 発電事業を効率的かつ効果的に行うため、メンテナンスにおける
契約、保険、実施体制等を含むメンテナンス計画を、電気事業
法及び船舶安全法上の手続きを踏まえて策定する。 

○ 実際のメンテナンスでは、法令点検・自主点検によるものや定期
的なメンテナンスのみではなく、修繕等の工事を伴う場合は、工
事の態様によって、適切な許認可を申請することになる。 

116 

７．撤去・解体 ○ 発電事業の終了とともに、浮体式洋上風力発電設備を撤去す
る。撤去においても施工計画段階と同様、安全対策を含む撤
去計画を策定し、漁業関係者、港湾関係者、地元関係者に
対して事前説明を行なう。 

○ その後、海域を管理している都道府県、関係市町村、海上保
安部等に相談し、関係法令に即した手続きを行い、撤去工事
に着手する。また、廃棄物処理法に沿って、撤去した発電設備
等は、産業廃棄物として適切に処理を行う。 

129 

８．環境影響評価手続 ○ 環境影響評価の一般的な手続は環境影響評価法において、
発電所固有の手続は電気事業法において規定される。風力発
電所の設置又は変更の工事の事業では、事業の規模が第一
種事業（出力 1 万 kW 以上）及び第二種事業（出力
7,500kW 以上 1 万 kW 未満 ）のものが環境影響評価法
の対象となる。なお、環境影響評価法の規模要件未満であっ
ても、地方公共団体の定める環境影響評価に関する条例の対
象となる場合がある。 

○ 事業の基本計画の立案段階から計画段階環境配慮書（以
下「配慮書」という。）に係る手続を開始し、その検討結果を踏
まえ環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）で選定し
た環境影響評価項目や手法に基づき調査、予測及び評価を
行う。その結果を環境影響評価準備書（以下「準備書」とい
う。）としてとりまとめ、最終的に環境影響評価書（以下「評価
書」という）を作成し、届出・公表する。効果が不確実な環境
保全措置を講じる場合等は、工事中に講じた環境保全措置の
効果等をとりまとめた環境保全措置等の報告書（以下「報告
書」という。）を公表する。 

131 

 
浮体式洋上風力発電設備を導入するにあたっても、海域を利用している関係者や許認可および届出の

提出先となる公的機関、発電した電気を送電するための一般送配電事業者との調整が必要である。これら
の関係者に対しては、発電事業の計画を始める前の段階から、地域に関して知識を深めるためにも情報交
換を行ないながら丁寧に進めていくことが重要である。また、事業計画の進捗状況や見直しのような局面に当
たっては、関係者の同意を得て進めていくことが大切である。 
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関連法規や許認可は、当初の立地環境調査のときに洗い出しを行なって全体感を把握し、対象となる海
域において、該当する関係法令や手続きを整理していく必要がある。実際の事業に当たっては、関連する法
令については、改めて関係部署に相談をすることが望ましい。 
なお、海域利用・船舶交通への影響に関しては、不特定多数の関係者かつそれぞれが様々な意見を有し

ていることが多いことから、それらの意見を調整し、併せて関係者の同意の得るためには、関係者が一堂に会
し、専門家を交えた公正な議論が行える委員会等を設置することが有効である。 
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2.1 立地環境調査 
一般的な手続 

立地環境調査の具体的な流れについて、概要を以下に示す。 
 

 気象・海象の自然条件、船舶航行実態や系統接続の状況等の社会的な条件を踏まえて、事業の基
本計画を策定し、都道府県・関係市町村や海上保安部等に相談しながら、関係法令や許認可の洗
い出しを行う。 

 その後、漁業関係者、地元関係者、一般送配電事業者と協議を進めるとともに、設置候補海域での
詳細な調査等について合意を取得する。 

 また、設置候補海域に発電設備を設置した場合の船舶交通への影響についてもあわせて検討を行う。 
 
立地環境調査の流れは、図 2.1-1 に示すとおりである。 
 

 
図 2.1-1 立地環境調査の流れ  

 
（1）事業の基本計画の策定と関係法令の確認 
①事業の基本計画の策定 
事業の実施が経済性の観点から可能であるかを確認するため、風況や海象などの自然条件を見極めたう

えで、事業実施エリア（占用する海域面積）、発電所総出力、風力発電設備の本数、系統連系点等の
発電設備に関する情報のほか、自然環境への配慮、建設及びメンテナンス基地として想定している港湾に
関連する情報を整理して事業の基本計画を策定する。ただし、その後の関係者との協議や手続によって、計
画を見直すことも考えられるため、それに応じて経済性も見直す必要がある。 
事業の基本計画の策定にあたっては、表 2.1-1 に示した 3 つのデータベースがホームページで公開されて

（１）事業の基本計画の策定と関係法令の確認

（２）都道府県・関係市町村や海上保安部等への相談

（３）関係者との協議

必要となる風況、事業実施エリア（占用する海域面積）、発電所総出力、風車本数、自然環境への配慮、系統接続状況、メ
ンテナンス基地港湾等に関する情報を整理し、関係法令を確認しながら事業の基本計画を策定する。

（１）にて策定した事業の基本計画、関係法令、必要な許認可プロセスについて、都道府県・関係市町村や海上保安部等に
相談する。相談の際は、エネルギー担当部局（一般的にエネルギー課、産業振興課、環境関連課が多い）のみならず、港湾部
局、水産部局等の関係部局についても相談をする。

（２）の結果を受け、都道府県の漁業協同組合や関連する漁協関係団体等の漁業関係者及び地元関係者、港湾関係者、
船主等を含めた海域利用者、船舶安全法の実施機関である地方運輸局に対して設置場所や規模等を含む事業の基本計画に
関する事前説明・協議を行う。また、一般送配電事業者と系統連系に関する調整を行う。

２．海域・気象・海象調査へ

漁業関係者 地元関係者 港湾関係者 地方運輸局 一般送配電事業者

事業の基本計画における海域利用・港湾利用に関する合意 系統連系協議に関する調整

その他の
海域利用者

（４）船舶交通への影響に関する検討
海洋台帳や既存のアンケート調査、海域を管理している都道府県・市町村・海上保安部等へのヒアリング等を活用して船舶航行
状況を把握することにより、浮体式洋上風力発電設備の設置に当たっての船舶交通への影響を検討する。
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おり、参考となる。なお、データベースを利用するに当たっては、データ諸元や考え方を含め、それぞれのデータ
ベースの利用方法を参照のこと。 
 

表 2.1-1 事業の基本計画策定にあたり参考となるデータベース 
データベース名 URL 

NeoWins（洋上風況マップ）（NEDO） http://app10.infoc.nedo.go.jp/Nedo_Webgis/top.html 
海洋台帳（海上保安庁） http://www.kaiyoudaichou.go.jp/ 
環境アセスメントデータベース（環境省） https://www2.env.go.jp/eiadb/ 

 
1）NeoWins（洋上風況マップ） 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が高精度のシミュレーションから

得られる風況情報に加えて、水深、海底地質等の自然環境情報、港湾区域、航路等の社会環境情報な
ど、洋上風力発電を計画する上で必要な情報を一元化した「洋上風況マップ」として公開をしているものであ
る。日本の周辺海域における年平均風速（海面上 100m）の風況マップを図 2.1-2 に示す。 

 

 
図 2.1-2 NeoWins（洋上風況マップ）年平均風速（海面上 100m）の場合 

（出典）NeoWinds（洋上風力マップ） 

  



 

-23- 

2）海洋台帳 
海上保安庁では、海洋についての理解を深め、適切な利活用と保全を進めていく上での情報インフラとし

て、「海洋台帳」を整備した。掲載している情報は、港湾区域や船舶通航量、漁業権区域、海底地形、水
温、塩分、潮汐等であり、ユーザー自身が必要とする情報を取捨選択して同一の図上に表示することができ
るものである。2012年 8月の船舶通航量のマップを図 2.1-3 に示す。 

 

  
図 2.1-3 海洋台帳における船舶通航量マップ（2012年 8月） 

（出典）海上保安庁 海洋台帳 背景図（C）Esri japan 

 

  



 

-24- 

3）環境アセスメントデータベース（EADAS） 
環境省では、環境アセスメントや再生可能エネルギーの導入検討にあって重要かつニーズの高い、自然公

園、鳥獣保護区、保護水面、植生図等の環境保全に関する情報及び海底地質図等の情報をまとめている。
東北地域における自然公園に関する情報を図 2.1-4 に示す。 

 

 
図 2.1-4 東北地域の自然公園に関する情報 

（出典）環境省 環境アセスメントデータベース 
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②関連法令の確認 
浮体式洋上風力発電の導入に当たって許可や届出等の手続きが必要となる関係法令を中心に、「着床

式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）」及び「一般海域における利用調整に関するガイド（経済産
業省）」における記述をベースに、簡便に整理した。また、発電設備の技術基準等の法令上の義務について
は、それぞれの章にて記載をしている。本整理は、あくまでも一般的なものであり、事業の計画段階においては、
それぞれの文献及び該当する関係法令、関係する行政機関等に相談のこと。 

 
表 2.1-2 関係法令の整理にあたって用いた文献 

文献名 URL 
着床式洋上風力発電導入ガイドブック
（NEDO） 

http://www.nedo.go.jp/content/100758575.pdf 

一般海域における利用調整に関するガイ
ド（経済産業省） 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saien
e/kaitori/dl/announce/sea_area_guide.pdf 

 
1）事業計画段階における関係法令 
ここでは、浮体式洋上風力発電の導入の流れ（p.17）の「１．立地環境調査」及び「２．海域・気

象・海象調査」、並びに「８．環境影響評価」の段階を事業計画段階として、関連する法令を整理した。 
 

表 2.1-3 事前計画段階における関係法令の整理 
法令 説明 許可 届出 あて先 

電波法 
（102条） 

風力発電所の建設予定地が伝搬障害防止区域（重
要無線通信を確保するために総務大臣が指定する区
域。）に指定されており、当該施設の最高部の高さが地
表から 31m を超える建築物その他の工作物を建築主が
建築しようとするときは、敷地の位置、高さ等の必要な事
項を書面により総務大臣に届出が必要。 
この際、伝搬障害防止区域の範囲や必要となる手続等
を事前に地方総合通信局等へ十分に確認することが重
要。 

― ○ 総務大臣 

文化財保護法 
（93条） 

周知の埋文化財包蔵地である水中遺跡で土木工事等
を行う場合、着手する 60 日前までに都道府県教育委
員会又は指定都市教育委員会への届出が必要。 

― ○ 都道府県教
育委員会又
は指定都市
教育委員会 

文化財保護法 
（125条） 

事業計画段階において、計画地に係る史跡、名勝、天
然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響
を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可が
必要。 

○ ― 文化庁長官
（都道府県
教育委員会
又は指定都
市教育員会
を経由） 

海岸法 
（7 条、8 条、37 条
の 4、37条の 5） 

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被
害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全
及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全
に資することを目的としたもので、海域・気象・海象調査を

○ ― 海岸管理者 
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法令 説明 許可 届出 あて先 
行うにあたり、海岸保全区域又は一般公共海岸区域内
での工作物の設置占用及び行為に係る許可が必要。 

海上交通安全法 
（36条、37条） 

海上衝突予防法の特別法として船舶交通がふくそうして
いる東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の三海域について特
別の海上交通ルールを定めることにより船舶交通の安全
を図ることを目的としている。東京湾、伊勢湾、瀬戸内海
の法適用海域においては、工事や工作物の設置を行う
場合は許可又は届出が必要。 

○ 
※1 

○ 
※2 

海上保安庁
長官 

景観法 
（8条、16条） 

景観法は、我が国の都市、農山漁村等における良好な
景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の
施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土
の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的
で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向
上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与
することを目的としている。景観計画区域内※3 におい
て、景観法第 16 条第 1 項各号に掲げる行為をしようと
するものは、あらかじめ景観行政団体の長に届出をしなけ
ればならない。 

― ○ 景観行政団
体の長 

港則法 
（31条、43条） 

海上衝突予防法の特別法として港内における海上交通
ルールを定めることにより、船舶交通の安全及び港内の整
とんを図ることを目的としている。港則法が適用される港
内において、工事又は作業を行う場合は許可が必要。 

○ 
※4 

― 港長又は海
上保安部長 

港湾法 
（37条、43条の 8、
55条の 3 の 4） 

交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資
するため環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備
と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全す
ることを目的としている。港湾区域内※5または港湾隣接
地域内※6 での占用等には、港湾管理者の許可が必
要。開発保全航路※7 又は緊急確保航路※8 内にお
ける水域占用等には国土交通大臣の許可が必要。 

○ ― 港湾管理者 
国土交通大
臣 

排他的経済水域及び
大陸棚の保全及び利
用の促進のための低
潮線の保全及び拠点
施設の整備等に関す
る法律 
（5条、９条） 

排他的経済水域及び大陸棚の保持を図るために必要な
低潮線の保全、低潮線保全区域における海底の掘削
等の行為の規制などの措置を講ずることにより、排他的
経済水域等の保全及び利用の促進を図り、もって我が
国の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与するこ
とを目的としたもので、低潮線保全区域内において、海
底の掘削又は切土、土砂の採取、施設又は工作物の
新設又は改築等を行う場合、国土交通大臣の許可が
必要。特定離島港湾区域において、水域占用、土砂の
採取等を行う場合、国土交通大臣の許可が必要。 

○ 
 

― 国土交通大
臣 

国土利用計画法 
（14 条、23 条、23
条の４,7） 

風力発電所建設地が規制区域内の土地で所有権、地
上権、賃借権の移転又は設定の契約（予約を含む）
をする場合には、許可が必要。また、建設地が一定基準
を満たす土地で関する所有権、地上権、貸借権の移転
又は設定の契約（予約を含む）をする場合には届出が
必要。 

○ 
規制区域 
※9 

○ 
一定基準 
を満たす
土地※

10 

都道府県知
事又は指定
都市の長 
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法令 説明 許可 届出 あて先 
自然環境保全法 
（17 条、25 条、27
条、28 条、45 条、
46条、各都道府県で
制定している自然環
境保全条例） 

自然環境を保全することが特に必要な区域として、原生
自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自
然環境保全地域を設定し、工作物の新築増築や海底
の形質変更等、様々な行為の規制を定めている。海域・
気象・海象調査を行う場合は、対象区域における行為に
応じた許可または届出が必要。 

○ 
特別地区 
※11 

海域特別
地区 
※12 

○ 
普通地区 
※13 

原生自然環
境 保 全 地
域、自然環
境 保 全 地
域：環境大
臣 
都道府県自
然環境保全
地域：都道
府県知事 

自然公園法 
（20 条、21 条、22
条、33条） 

○自然公園にて海域・気象・海象調査を行う場合は、
行為に応じた許可または届出が必要な場合があり、担当
部署への確認が必要。 
○国立・国定公園内の特別地域、特別保護地区、海
域公園地区内において、工作物の新築等をしようとする
者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっ
ては都道府県知事の許可が必要 

○ 
特別地域
※14 

海域公園
地区 
※15 

○ 
普通地域 
※16 

国立公園：
環境大臣 
国定公園：
都道府県知
事 

絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存
に関する法律 
（37条、39条） 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることに
より、生物の多様性を確保するとともに、良好な自然環
境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化
的な生活の確保に寄与することを目的として定められた
法律で、生息地保護区域内の管理地区もしくは監視地
区にて、海域・気象・海象調査を行う場合は、行為に応
じた許認可または届出が必要。 

○ 
管理地区 
※17 

○ 
監視地区 
※18 

環境大臣 

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律 
（29条） 

日本国内における鳥獣の保護と狩猟の適正化を図る目
的の法律で、鳥獣保護区内の特別保護地区にて、海
域・気象・海象調査を行う場合は、行為に応じて環境大
臣または都道府県知事の許可が必要。 

○ ― 環 境 大 臣
（国指定特
別 保 護 地
区） 
都道府県知
事（都道府
県指定特別
保護地区） 

漁業法 漁業は、漁業権漁業のほか許可漁業、自由漁業等に
分類される。（漁業権漁業以外であっても社会通念上
権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益は  
漁業に関する権利として扱われる。）風力発電施設の
設置候補海域が想定される早い段階で、海域を利用す
る漁業者や漁協等と発電事業者が意見交換を始め、漁
業者等の理解を得る必要がある。 

― ― 漁業関係者 

都道府県の漁業調整
規則 

海域・気象・海象調査や環境影響評価を行うにあたり、
水産動植物の採捕を行う場合、環境影響評価等に係る
特別採補許可が必要。 

○ 
条例の規
定による 

― 都道府県知
事 

環境影響評価法 出力が 7,500kW 以上の風力発電所の設置の事業は
環境影響評価の手続が必要。詳細は８．参照。 

― ― ― 

国有財産法 国は、行政財産を用途又は目的を妨げない限度におい ○ ― 都道府県知
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法令 説明 許可 届出 あて先 
（9条） て、貸し付け、又は私権を設定することができる。一般海

域において海域・気象・海象調査を行う際には、都道府
県条例に基づく、占用許可が必要。 

条例の規
定による 

事 

※1海上交通安全法に規定する航路及びその周辺の海上交通安全法施行令第 8条で定める海域 

※2海上交通安全法適用海域のうち、※1、※4及び※5以外の海域 

※3景観行政団体が策定した景観計画において定められる計画の対象となる区域 

※4港則法第 2条の海域 

※5港湾区域：港湾を管理運営するための区域 

※6港湾隣接地域：港湾区域に隣接する陸側の地域において港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保存するための

地域 

※7 開発保全航路：港湾区域及び河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を

必要とする航路 

※8緊急確保航路：非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の

交通を緊急に確保する必要があるものとしてその区域を定めた航路 

※9規制区域：土地の投機的な取引等で適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域 

※10一定基準を満たす土地：事前届出（監視区域）の場合、都道府県知事等が規則で定める面積以上の土地。事前届

出（注視区域）及び事後届出の場合、市街化区域 2,000m2以上、その他の都市計画区域 5,000m2以上、都市計画区

域外 10,000m2以上の土地。 

※11特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された区域  

※12海域特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された海域 

※13普通地区：自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域 

※14特別地域：当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、設定した区域 

※15海域公園地区：当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、設定した海域 

※16普通区域：国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域 

※17管理地区：生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認めた地域 

※18監視地区：生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない地域 
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2）建設段階における関係法令 
浮体式洋上風力発電の導入の流れ（p.17）の「2.４．実施設計」及び「2.５．建設工事」の段階を

建設段階として、関連のある法令を整理した。 
 

表 2.1-4 建設段階における関係法令の整理 
法令 説明 許可 届出 あて先 

電波法 
（4条,6条） 

無線局を開設する場合には、第6条で定められた免許の
申請が必要。 

○ 
 

― 総務大臣 

国有財産法 
（9条） 

一般海域において風力発電事業を実施する場合、都道
府県条例に基づく占用許可が必要。 

○ 
条例の規
定による 

― 都道府県知
事 

文化財保護法 
（93条） 

周知の埋蔵文化財包蔵地である水中遺跡で土木工事
等を行う場合、着手する６０日前までに都道府県教育
委員会又は指定都市教育委員会への届出が必要。ま
た、水中遺跡の保護上特に必要があるときは、都道府県
又は指定都市教育委員会の指示を受けて、水中遺跡
の記録保存調査その他の必要な事項を講じることが必
要。 

― ○ 都道府県教
育委員会又
は指定都市
教育委員会 

文化財保護法 
（96条） 

風力発電所建設時に水中遺跡や海中考古物等の遺
跡の存在が判明した場合、現状を変更することなく都道
府県教育委員会又は指定都市教育委員会へ届出が
必要。 

― ○ 都道府県教
育委員会又
は指定都市
教育委員会 

文化財保護法 
（125条） 

建設段階において、建設地に係る史跡、名勝、天然記
念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及
ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可が必
要。 

○ ― 文化庁長官
（都道府県
教育委員会
又は指定都
市教育員会
を経由） 

海洋水産資源開発
促進法 
（9条） 

都道府県は、一定の沿岸海域を沿岸水産資源開発区
域（※1）として指定することができる。その開発区域に
おいて海底の形質の変更等の行為をしようとする者は、
都道府県知事に届出が必要。また、都道府県知事は必
要な勧告をすることができる。 

― ○ 
 

都道府県知
事 

海洋水産資源開発
促進法 
（12条） 

政令で指定される指定海域（※2）において海底の掘
削、工作物の設置その他の行為で政令で定めるものをし
ようとする者は、都道府県知事または農林水産大臣に届
出が必要。また、都道府県知事は必要な勧告をすること
ができる。 

― ○ 
 

都道府県知
事 
農林水産大
臣 
※3 

漁港漁場整備法 
（39条） 

漁港区域内の水域や公共空地において、工作物の建設
や土地の一部占用をする場合には、漁港管理者の許可
が必要。 

○ ― 漁港管理者 

水産資源保護法 
（18条） 

保護水面の区域内において、埋立て若しくは浚渫の工事
等をしようとする者は、当該保護水面を管理する都道府
県知事又は農林水産大臣の許可が必要。 

○ － 都道府県知
事 
農林水産大
臣 
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法令 説明 許可 届出 あて先 
※4 

電気事業法 
（27条の 27） 

発電事業を営もうとする場合は、経済産業大臣に届出
が必要 

― ○ 経済産業大
臣 

電気事業法 
（42条） 

事業用電気工作物を設置する場合は、事業用電気工
作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するた
め、保安規程を定め、使用の開始前に設置場所を管轄
する産業保安監督部長（又は経済産業大臣）に届出
が必要。 

― ○ 設置場所を
管轄する産
業保安監督
部長（2 以
上の管轄地
域をまたぐ場
合は経済産
業大臣） 

電気事業法 
（43条） 

○事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工
作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせ
るため、主任技術者免状を受けている者の中から主任技
術者を選任する。 
○主任技術者を選任、または解任した時に設置場所を
管轄する産業保安監督部長（又は経済産業大臣）へ
の届出必要。 

― ○ 設置場所を
管轄する産
業保安監督
部長（2 以
上の管轄地
域をまたぐ場
合は経済産
業大臣） 

;電気事業法 
（48条） 

○事業用電気工作物の設置又は変更の工事をしようと
する者は、その工事の計画について設置場所を管轄する
産業保安監督部長（又は経済産業大臣）の届出が
必要。 
○届出が受理された日から 30 日を経過した後でなけれ
ば届出に係る工事を開始してはならない。 

― ○ 
※5 

設置場所を
管轄する産
業保安監督
部長（2 以
上の管轄地
域をまたぐ場
合は経済産
業大臣） 

電気事業法 
（51条） 

○発電事業者は、省令で定めるところにより、設備の使
用前に事業用電気工作物について自主検査を行い、届
出をした工事計画内容及び電気設備の技術基準に適
合していることを確認し、その結果を、記録、保存しなけ
ればならない。 
○使用前自主検査の実施体制等について、省令で定め
る時期に、経済産業大臣の登録を受けたものが行う審査
を受けなければならない。 

― ○ 設置場所を
管轄する産
業保安監督
部長（2 以
上の管轄地
域をまたぐ場
合は経済産
業大臣） 

海岸法 
（7 条、8 条、37 条
の 4、37条の 5） 

○海岸保全区域（公共海岸の土地に限る。）又は一
般公共海岸区域（水面を除く。）内において、海岸保
全施設以外の施設又は工作物を設けて当該区域を占
用しようとする場合、海岸管理者の許可が必要。 
○海岸保全区域又は一般公共海岸区域内において、
土石の採取、水面又は公共海岸の土地以外の土地に
おける海岸保全施設以外の施設又は工作物の新設又
は改築、及び土地の掘削、盛土、切土等の行為をする
場合、海岸管理者の許可が必要。 

○ ― 海岸管理者 

海上交通安全法 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する ○ ― 海上保安庁
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法令 説明 許可 届出 あて先 
（22条） 船舶が航路を航行する場合、船長は、当該船舶の名

称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当
該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事
項を海上保安庁長官に通報することが必要。 

通報 
※6 

長官 

海上交通安全法 
（36条、37条） 

東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の法適用海域においては、
工事や工作物の設置を行う場合は許可又は届出が必
要。 

○ 
※7 

○ 
※8 

海上保安庁
長官 

航空法 
（51条、51条 2） 

風車のブレード先端が地表または水面から 60m 以上の
高さの場合は、原則として航空障害灯及び昼間障害標
識（赤または黄赤と白の塗色で 7 等分）を設置しなけ
ればならない。また、航空障害灯及び昼間障害標識の
設置後、遅滞なく届出が必要。 

― ○ 地方航空局
長 

港則法 
（19条） 
港則法施行規則 
（9 条，21 条２
項） 

特定港内において、曳航を行うときは、全長が200メート
ルを超える場合にあっては、許可が必要。 
（注）200 メートル未満であっても、許可が必要な港も
ある。 

○ 
※9 

― 港長 

港則法 
（31条、43条） 

港則法が適用される港内において、工事又は作業を行う
場合は許可が必要 

○ 
※9 

― 港長又は海
上保安部長 

航路標識法 
（3条、13条） 

灯光、音響又は電波を手段とする航路標識を設置する
場合は許可が必要。灯光、音響又は電波以外を手段と
する航路標識を設置する場合は、届出が必要。 

○ ○ 海上保安庁
長官 

港湾法 
（37条、38条の 2、
43条の 8、55条の 3
の 4） 

港湾区域内※10 または港湾隣接地域内※11 での占
用等には、港湾管理者の許可が必要。臨港地区内にお
いて建設工事等を行う場合、港湾管理者への届出が必
要。開発保全航路※12 又は緊急確保航路※13 内に
おける水域占用等には国土交通大臣の許可が必要。 

○ ○ 港湾管理者 
国土交通大
臣 

各港港湾管理条例 港湾施設（岸壁等）を公共用以外で使用する場合に
は許可が必要 

○ ― 港湾管理者 

水路業務法 
（6条、19条） 

○海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を
国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測
量を実施する場合には、海上保安庁長官の許可が必
要。 
○港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工
事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報すること
が必要。 

○ 
水路測量 

○ 
通報 

海上保安庁
長官 

船舶安全法 
（2条、5条、9条） 

工作物の曳航作業にて船舶検査証書を持たない浮体を
臨時に航行させ、試運転させる場合には、臨時航行検
査に合格し、臨時航行許可証の受有が必要。 

○ ― 地方運輸局
長等 

道路法 
（32 条、47 条、47
条の 2） 

風力発電所を建設する際に道路を占用する場合また、
建設時において幅、高さ、長さ又は回転半径が「車両制
限令」で定める最高限度を超える工事車両を通行させる
ために交通規制が必要な場合は、道路管理者の許可が
必要。 

○ ― 各道路の道
路管理者 

道路交通法 ○風車の運搬及び建設時に、車両の積載物の重量、大 ○ ― 風車の運搬
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法令 説明 許可 届出 あて先 
（57条、77条） 
 

きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転する
場合には、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許
可が必要。 
○設置工事、作業の際に道路を使用する場合には、当
該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可が必要。 

及 び 建 設
時：出発地
警察署長 
設置工事，
作業時：所
轄警察署長 

排他的経済水域及び
大陸棚の保全及び利
用の促進のための低
潮線の保全及び拠点
施設の整備等に関す
る法律 
（5条、９条） 

○低潮線保全区域内において、海底の掘削又は切土、
土砂の採取、施設又は工作物の新設又は改築等を行う
場合、国土交通大臣の許可が必要。 
○特定離島港湾区域において、水域占用、土砂の採取
等を行う場合、国土交通大臣の許可が必要。 

○ ― 国土交通大
臣 

自然環境保全法 
（17 条、25 条、27
条、28条） 

○原生自然環境保全地域内、あるいは自然環境保全
地域特別地区内／海域特別地区内における工作物設
置には、環境大臣の許可が必要。 
○自然環境保全地域普通地区における工作物の設置
には、環境大臣に届出が必要。 

○ 
特別地区 
※14 

海域特別
地区 
※15 

○ 
普通地区 
※16 

環境大臣 

自然環境保全法 
45 条、46 条、各都
道府県で制定してい
る自然環境保全条例 

○自然環境保全地域特別地区内における工作物設置
には、都道府県知事の許可が必要。 
○自然環境保全地域普通地区における工作物の設置
には、事前の届出が必要。 
※都道府県が条例により、自然環境保全法の規定によ
る規制の範囲内において必要な規制を定めることとしてい
るため、都道府県により異なる場合がある。 

○ 
都道府県
の条例に
よる 

○ 
都道府県
の条例に
よる 

都道府県知
事 

自然公園法 
（20 条、21 条、22
条、33条） 

○特別地域等内において、工作物の新築等をしようとす
る者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあ
っては都道府県知事の許可が必要。（工作物の新築に
ついては、特別保護地区、第 1 種特別地域、海域公園
地区では原則として許可されない。詳細は自然公園法
施行規則第 11条参照。） 
○普通地域内において、その規模が環境省令で定める
基準を超える工作物の新築等をしようとする者は、国立
公園にあっては環境大臣に対し、国定公園にあっては都
道府県知事に届出が必要。 

○ 
特別地域
※17 

海域公園
地区 
※18 

○ 
普通地域 
※19 

国立公園：
環境大臣 
国定公園：
都道府県知
事 

自然公園法 
72 条、73 条各都道
府県で制定している
自然公園条例 

○特別地域内において、工作物の新築等をしようとする
者は、都道府県知事の許可が必要。 
○普通地域内において、その規模が条例で定める基準を
超える工作物の新築等をしようとする者は、都道府県知
事に届出が必要。 

○ 
特別地域
※17 

 

○ 
普通地域 
※19 

都道府県知
事 

振動規制法 
（14条） 

○指定地域内で著しい振動を発生する作業であり、政
令によって定められた特定建設作業をする場合、作業開
始日の 7日前までに、市町村長への届出が必要。 

― ○ 市町村長 

騒音規制法 ○指定地域内で著しい騒音を発生する作業であり、政 ― ○ 市町村長 
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法令 説明 許可 届出 あて先 
（14条） 令によって定められた特設建設作業をする場合、作業開

始日の 7日前までに、市町村長への届出が必要。 
絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存
に関する法律 
（37条、39条） 

○管理地区の区域内において、工作物の新築、改築、
増築や水面の埋め立て等の行為を行うときには、環境大
臣の許可が必要。 
○監視地区の区域内において工作物の新築、改築、増
築や水面の埋め立て等の行為を行うときには、環境大臣
の届出が必要。 

○ 
管理地区 
※20 

○ 
監視地区 
※21 

環境大臣 

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律 
（29条） 

鳥獣保護区特別保護地区内において、建築物その他
工作物の新築及び増改築、水面の埋め立て又は干拓
等を行う場合は、国指定鳥獣保護区にあっては環境大
臣の、都道府県鳥獣保護区にあっては都道府県知事の
許可が必要。 

○ ― 環 境 大 臣
（国指定特
別 保 護 地
区） 
都道府県知
事（都道府
県指定特別
保護地区） 

 

※1 開発区域：漁業を営む者の経営の状況、その区域内の海域の利用状況等からみて、水産動植物の増殖又は養殖を推進

することにより漁業生産の増大を図ることが相当と認められる区域 

※2指定海域：開発区域以外の一定の海域で、海底の地形、海流、餌料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため

漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域 

※3指定海域が二以上の都道府県知事の管轄になっているまたは、その管轄が明確ではない場合は農林水産大臣 

※4保護水面の指定者。都道府県知事の場合は都道府県知事、農林水産大臣の場合は、農林水産大臣 

※5第 47条第 1項の主務奨励に定めるものを除く。 

※6 第 23 条にて、海上保安庁長官は、航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要と認

めるときに航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備等の運航に関し指示できる。 

※7海上交通安全法に規定する航路及びその周辺の海上交通安全法施行令第 8条で定める海域 

※8海上交通安全法適用海域のうち、※7、※9及び※10以外の海域 

※9港則法第 2条の海域 

※10港湾区域：港湾を管理運営するための区域 

※11港湾隣接地域：港湾区域に隣接する陸側の地域において港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保存するため

の地域 

※12開発保全航路：港湾区域及び河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を

必要とする航路 

※13緊急確保航路：非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶

の交通を緊急に確保する必要があるものとしてその区域を定めた航路 

※14特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された区域  

※15海域特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された海域 

※16普通地区：自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域 

※17特別地域：当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、設定した区域 

※18海域公園地区：当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、設置した海域 
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※19普通区域：国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域 

※20管理地区：生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認めた地域 

※21監視地区：生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない地域 
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3）運転保守段階における関係法令の整理 
浮体式洋上風力発電の導入の流れ（p.17）の「６．運転保守」の段階を建設段階として、関連のあ

る法令を整理した。 
 

表 2.1-5 運転保守段階における関係法令の整理 
法令 説明 許可 届出 あて先 

電気事業法 
（29条） 

○電気事業者は、省令で定めるところにより、毎年度、
省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作
物の設置及び運用についての計画（供給計画）を作成
し、当該年度の開始前に、広域的運営推進機関（推
進機関）を経由して、経済産業大臣に届出が必要。 
○電気事業者は、供給計画を変更したときには、遅滞な
く、変更内容を推進機関を経由して、経済産業大臣に
届出が必要。 

― ○ 経済産業大
臣 

海上交通安全法 
（22条） 

船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する
船舶が航路を航行する場合、船長は、当該船舶の名
称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当
該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事
項を海上保安庁長官に通報することが必要。 

○ 
通報 
※1 

― 海上保安庁
長官 

海上交通安全法 
（36条、37条） 

東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の法適用海域においては、
工事や工作物の設置を行う場合は許可又は届出が必
要。 

○ 
※2 

○ 
※3 

海上保安庁
長官 

港則法 
（19条） 
港則法施行規則 
（9 条，21 条２
項） 

特定港内において、曳航を行うときは、全長が200メート
ルを超える場合にあっては、許可が必要。 
（注）200 メートル未満であっても、許可が必要な港も
ある。 

○ 
※4 

― 港長 

港則法 
（31条、43条） 

港則法が適用される港内において、工事又は作業を行う
場合は許可が必要 

○ 
※4 

― 港長又は海
上保安部長 

港湾法 
（37条、43条の 8、
55条の 3 の 5） 

港湾区域内※5 または港湾隣接地域内※6、並びに開
発保全航路※7 及び緊急確保航路※8 での水域占用
等には許可が必要。 

○ ― 港湾管理者 
地方整備局
長等 

各港港湾管理条例 港湾施設（岸壁等）を公共用以外で使用する場合に
は許可が必要 

○ ― 港湾管理者 

水産資源保護法 
（18条） 

保護水面の区域内において、埋立て若しくは浚渫の工事
等をしようとする者は、当該保護水面を管理する都道府
県知事又は農林水産大臣の許可が必要。 

○ ― 都道府県知
事 
農林水産大
臣 
※9 

海岸法 
（7 条、8 条、37 条
の 4、37条の 5） 

○海岸保全区域（公共海岸の土地に限る。）又は一
般公共海岸区域（水面を除く。）内において、海岸保
全施設以外の施設又は工作物を設けて当該区域を占
用しようとする場合、海岸管理者の許可が必要。 
○海岸保全区域又は一般公共海岸区域内において、
土石の採取、水面又は公共海岸の土地以外の土地に

○ ― 海岸管理者 
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法令 説明 許可 届出 あて先 
おける海岸保全施設以外の施設又は工作物の新設又
は改築、及び土地の掘削、盛土、切土等の行為をする
場合、海岸管理者の許可が必要。 

水路業務法 
（6条、19条） 

○海上保安庁以外の者が、その費用の全部又は一部を
国又は地方公共団体が負担し、又は補助する水路測
量を実施する場合には、海上保安庁長官の許可が必
要。 
○港湾の修築、その他海岸線に重大な変化を生ずる工
事をする者は、その旨を海上保安庁長官に通報すること
が必要。 

○ 
水路測量 

○ 
通報 

海岸線工
事 

海上保安庁
長官 

道路法 
（32 条、47 条、47
条の 2） 

風力発電所の運転保守する際に道路を占用する場合ま
た、建設時において幅、高さ、長さ又は回転半径が「車
両制限令」で定める最高限度を超える工事車両を通行
させるために交通規制が必要な場合は、道路管理者の
許可が必要。 

○ ― 各道路の道
路管理者 

道路交通法 
（57条、77条） 
 

○風力発電設備の運搬及び風力発電所の運転保守す
る際に、車両の積載物の重量、大きさ又は積載の方法
の制限を超えて積載をして運転する場合には、当該車両
の出発地を管轄する警察署長の許可が必要。 
○設置工事、作業の際に道路を使用する場合には、当
該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可が必要。 

○ ― 風力発電設
備の運搬及
び建設時：
出発地警察
署長 
設置工事，
作業時：所
轄警察署長 

排他的経済水域及び
大陸棚の保全及び利
用の促進のための低
潮線の保全及び拠点
施設の整備等に関す
る法律 
（5条、9条） 

○低潮線保全区域内において、海底の掘削又は切土、
土砂の採取、施設又は工作物の改築等を行う場合、国
土交通大臣の許可が必要。 
○特定離島港湾区域において、水域占用、土砂の採取
等を行う場合、国土交通大臣の許可が必要。 

○ ― 国土交通大
臣 

自然環境保全法 
（17 条、25 条、27
条、28条） 

○原生自然環境保全地域内、あるいは自然環境保全
地域特別地区内／海域特別地区内における工作物を
設置・改築等する際には、環境大臣の許可が必要。 
○自然環境保全地域普通地区における工作物を設
置・改築する際には、環境大臣に届出が必要。 

○ 
特別地区 
※10 

海域特別
地区 
※11 

○ 
普通地区 
※12 

環境大臣 

自然環境保全法 
45 条、46 条、各都
道府県で制定してい
る自然環境保全条例 

○自然環境保全地域特別地区内における工作物設
置・改築等には、都道府県知事の許可が必要。 
○自然環境保全地域普通地区における工作物の設
置・改築等には、事前の届出が必要。 
※都道府県が条例により、自然環境保全法の規定によ
る規制の範囲内において必要な規制を定めることとしてい
るため、都道府県により異なる場合はある 

○ 
都道府県
の条例に
よる 

○ 
都道府県
の条例に
よる 

都道府県知
事 

自然公園法 
（20 条、21 条、22

○特別地域等内において、新築・改築等をしようとする
者は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっ

○ 
特別地域

○ 
普通地域 

国立公園：
環境大臣 
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法令 説明 許可 届出 あて先 
条、33条） ては都道府県知事の許可が必要。（工作物の新築につ

いては、特別保護地区、第1種特別地域、海域公園地
区では原則として許可されない。詳細は自然公園法施
行規則第 11条参照。） 
○普通地域内において、その規模が環境省令で定める
基準を超える工作物の新築・改築等をしようとする者は、
国立公園にあっては環境大臣に対し、国定公園にあって
は都道府県知事に届出が必要。 

※13 
海域公園
地区 
※14 

※15 国定公園：
都道府県知
事 

自然公園法 
72 条、73 条各都道
府県で制定している
自然公園条例 

○特別地域内において、工作物の新築・改築等をしよう
とする者は、都道府県知事の許可が必要。 
○普通地域内において、その規模が条例で定める基準を
超える工作物の新築・改築等をしようとする者は、都道
府県知事に届出が必要。 

○ 
特別地域
※13 

 

○ 
普通地域 
※15 

都道府県知
事 

振動規制法 
（第 14条） 

〇指定地域内で著しい振動を発生する作業であり、政
令によって定められた特定建設作業をする場合、作業開
始日の７日前までに、市町村長への届出が必要。 

― ○ 市町村長 

騒音規制法 
（第 14条） 

〇指定地域内で著しい騒音を発生する作業であり、政
令によって定められた特定建設作業をする場合、作業開
始日の７日前までに、市町村長への届出が必要。 

― ○ 市町村長 

絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存
に関する法律 
（37条、39条） 

○管理地区の区域内において、工作物の設置・改築等
の行為を行うときには、環境大臣の許可が必要。 
○監視地区の区域内において工作物の設置・改築等の
行為を行うときには、環境大臣の届出が必要。 

○ 
管理地区 
※16 

○ 
監視地区 
※17 

環境大臣 

鳥獣の保護及び管理
並びに狩猟の適正化
に関する法律 
（29条） 

鳥獣保護区特別保護地区内において、建築物その他
工作物の新築及び増改築、水面の埋め立て又は干拓
等を行う場合は、国指定鳥獣保護区にあっては環境大
臣の、都道府県鳥獣保護区にあっては都道府県知事の
許可が必要。 

○ ― 環 境 大 臣
（国指定特
別 保 護 地
区） 
都道府県知
事（都道府
県指定特別
保護地区） 

 

※1 第 23 条にて、海上保安庁長官は、航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要と認

めるときに航行予定時刻の変更、進路を警戒する船舶の配備等の運航に関し指示できる。 

※2海上交通安全法に規定する航路及びその周辺の海上交通安全法施行令第 8条で定める海域 

※3海上交通安全法適用海域のうち、※2、※4及び※5以外の海域 

※4港則法第 2条の海域 

※5港湾区域：港湾を管理運営するための区域 

※6港湾隣接地域：港湾区域に隣接する陸側の地域において港湾区域又は港湾施設を良好な状態に維持・保存するための

地域 

※7開発保全航路：港湾区域及び河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を

必要とする航路 
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※8緊急確保航路：非常災害が発生した場合において、港湾区域、開発保全航路及び河川区域以外の水域における船舶の

交通を緊急に確保する必要があるものとしてその区域を定めた航路 

※9保護水面の指定者。都道府県知事の場合は都道府県知事、農林水産大臣の場合は、農林水産大臣 

※10特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された区域  

※11海域特別地区：自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて設定された海域 

※12普通地区：自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域 

※13特別地域：当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、設定した区域 

※14海域公園地区：当該公園の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、設置した海域 

※15普通区域：国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域 

※16管理地区：生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認めた地域 

※17監視地区：生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない地域 

 

今後の洋上風力の導入拡大を目的として、関係省庁で取組が行われている。内閣府・経済産業省・国
土交通省は、共同で「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
（再エネ海域利用法）」を第 197 回国会に提出し、2018 年 11 月に成立した。本法律においては図 
2.1-5で示す手続きの流れに基づき、洋上風力発電の円滑な導入のため、一般海域の長期占用を実現す
るための統一的ルールや、海運業や漁業等の海域利用との調整枠組みなどを設けており、具体的な運用方
法については経済産業省と国土交通省の合同の審議会において検討が進められているところである。なお、
環境省では、「環境保全と再エネ導入推進の観点から、それぞれの目的を達成するための区域（保全を優
先するべきエリア、推進エリア等）について、関係者間協議を踏まえながら、総合的に評価する取組」として、
風力発電に係るゾーニング導入可能性モデル事業を行っており、2018 年 3 月 20 日にマニュアルを公表し
たところである。 

 

 
※電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 9条に基づく経済産業大臣による発電事業計画

の認定 

図 2.1-5 再エネ海域利用法に基づく手続きの流れ 
経済産業省洋上風力促進ワーキンググループ 国土交通省洋上風力促進小委員会 合同会議（第１回） 
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（2）都道府県・関係市町村や海上保安部等への相談 
(1)にて作成した事業の基本計画、関係法令をもとに、具体的な手続や協議の進め方について、都道府

県・関係市町村や海上保安部等に相談する。一般的にエネルギーを担当している部局としては、エネルギー
部局、産業振興部局、環境関連部局が多い。洋上風力発電の場合は、陸上での手続に加え、海域利用
者・港湾利用者を含み、多方面に影響が及ぶことから、計画の変更が可能な初期の段階から、エネルギー
関連部局のみならず、水産関係部局、土木・港湾関係部局との相談も同時並行的に進め、事業に対する
認識と理解を得ることが重要である。後の(3)にて行う関係者としての協議先の範囲についても相談すること
が望ましい。 

 
（3）関係者との協議 
①海域利用・港湾利用に関する合意に向けた検討 
現在では、浮体式洋上風力発電設備を導入するにあたって、漁業関係者及び地元関係者との事前協

議･調整が極めて重要である。一般海域における利用調整ガイド（経済産業省）に記載があるとおり、実
証事例においても、(2)にて実施した都道府県・関係市町村や海上保安部等への相談結果をもとに、漁業
関係者及び地元関係者、港湾関係者、船主等を含めた海域利用者に対して (1)でまとめた設置場所や
規模等を含む事業の基本計画の案について協議を行う。 
漁業関係者及び地元関係者、港湾関係者、船主等を含めた海域利用者に対して設置場所や規模等

を含む事業の基本計画の案の事前説明・協議を行う際、漁業関係者にあっては、その地域にてどのような漁
業が営まれているのかを踏まえたうえで、事業の基本計画や系統連系点などの説明を行う。そのためには、都
道府県の漁業協同組合連合会または漁業協同組合から地域の特徴等に関する情報を収集し、関係する
漁業協同組合及び広範に漁業を営んでいる漁業関係団体との協議を行う必要がある。また、対象海域が
沖合いになると地域を越えて漁をしている漁業関係者を考慮する必要があることから、都道府県に加え、漁
法の視点からの関係者にも説明する必要がある。このような背景を受け、一般社団法人大日本水産会、全
国漁業協同組合連合会、水産庁では、洋上風力発電事業と漁業実態等に関する相談窓口を設けている。
（図 2.1-6参照） 
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図 2.1-6 洋上風力発電事業と漁業実態等の相談窓口 

（水産庁ホームページ：http://www.jfa.maff.go.jp/test/kikaku/other/pdf/saienesoudanmadoguti.pdf） 

 
漁業関係者及び地元関係者との協議の後、公的機関である港湾管理者、地方運輸局に対しても協議

を行なう。まず、浮体式洋上風力発電設備の設置や組立、メンテナンスをするにあたり、関係する港湾施設
を利用することになるため、当該施設を管理する港湾関係者への事前の説明を行う必要がある。また、浮体
式では、浮体部分とタワーの部分の技術基準は船舶安全法体系に依ることになるため、地方運輸局に対し
ても相談する必要がある。 

 
②系統連系協議に関する検討 
発電事業を行うにあたり、系統連系に関する一般送配電事業者との協議は、極めて重要である。これは、

いくら経済性がよくても、系統連系ができなければ計画中止を余儀なくされる。2012 年の固定価格買取制
度（以下 FIT という）開始以降、太陽光発電を中心に再生可能エネルギー発電設備の接続申し込みが
急速に進んだ結果、電力会社で、想定した受け入れ可能量を超過し、接続申し込みへの回答を保留する
事態となった。 
現在は、各電力会社が風力発電に関して、年間 30日（720時間）の出力制御の上限内で系統への

接続を認める接続可能量を公表している。一般送配電事業者は、接続申し込みが接続可能量を超えた場
合、経済産業大臣から FIT に基づき指定電気事業者に指定されると、発電事業者は接続の前提にあたっ
て年間 720時間を超えた無補償での出力制御の同意が必要となり、事業採算性の判断が難しい状況とな
る。そのため、発電事業者は系統連系先の一般送配電事業者との協議で、近接する系統連系点までの距
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離と変電所の容量等の制約について、最新情報を把握しておく必要がある。 
 

（4）船舶交通への影響に関する検討 
浮体式洋上風力発電事業を行う海域では、各種船舶の航行があり、洋上風力発電設備の工３１事中、
事業実施中及び撤去時後の安全確保は重要な問題である。そのためまず、前述の海洋台帳（p.3）の活
用や漁業関係者及び地元関係者、港湾関係者、船主等を含めた海域利用者へのヒアリングの実施など、船
舶交通状況を把握することにより、事業を計画している海域にて、浮体式洋上風力発電設備の設置にあたっ
ての船舶交通への影響を検討する。 
 
上記、（１）～（４）までのプロセスを経て、関係者との合意形成を行った後、「２．海域・気象・海象調
査」へと進むことになる。 
なお、海域利用・船舶交通に関しては、多くの関係者に影響を及ぼすことから、合意形成に際しては、事業
を計画している海域に浮体式洋上風力発電設備を設置した場合の船舶交通等への影響について、関係者
や専門家が参加する委員会等において議論することが望ましい。この場合、計画している海域への発電設備
の設置の可否（否となった場合の代替案も含め）に加え、その場合の航行安全対策についても大筋の合意
を得ておくことも重要である。 
 

 
 
  



 

-42- 

福島沖浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業の例 
福島沖での実証研究事業における例を示す。 
 

（1）都道府県・関係市町村への相談 
実証研究事業の実施にあたり、福島県商工労働部に対して、実証研究全体の進め方、県内関係部

局・地元関係省庁・自治体との調整の進め方の窓口として相談した。特に、漁業関係者との協議に向けて
は、県の水産部、港湾設備等利用については土木部に相談を行った。 
また、関係市町村先として、いわき市、楢葉町、広野町に対して、事業に関する説明、楢葉町と広野町に

ついては、陸上鉄塔・送電線敷設について了承をいただいている。 
福島県及び関係市町村からの相談結果を元に、以下のような許認可手続を実施した。 

 
表 2.1-6 事業計画段階における許認可手続 

法令名 該当の可否 届出先 備考 
電波法 － － 対象海域ではない 
文化財保護法 － － 対象海域ではない 
海岸法 ○ 福島県相双建設事務所 海底ケーブルの設置に関する許可申請 
海上交通安全法 － － 対象海域ではない 
景観法 － － 対象海域ではない 
港則法 － － 対象海域ではない 
港湾法 － － 対象海域ではない 
排他的経済水域及び大陸棚
の保全及び利用の促進のため
の低潮線の保全及び拠点施
設の整備等に関する法律 

－ － 対象海域ではない 

国土利用計画法 － － 対象海域ではない 
自然環境保全法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
自然公園法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
絶滅のおそれのある野生動植
物の種の保存に関する法律 

－ － 該当する地域での開発を行っていない 

鳥獣の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する法律 

－ － 該当する地域での開発を行っていない 

漁業法 － － 漁業共同委員会等で意見交換を実施。 
都道府県の漁業調整規則 ○ 福島県農林水産部 環境影響評価等に係る特別採補許可

申請 
環境影響評価法 ○ 関東東北産業保安監督部 7.5MW の以上の発電設備であるため環

境影響評価の対象事業 
国有財産法 ○ 福島県相双建設事務所  一般海域の占用に関する許可申請 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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表 2.1-7 建設段階における許認可手続 
法令名 該当の可否 届出先 備考 

電波法 ○ 総務省 無線局免許申請 
国有財産法 ○ 福島県相双建設事務所 一般海域の占用に関する許可申請 
文化財保護法 － － 対象海域ではない 
海洋水産資源開発促進法 ○ 農林水産省 工作物の設置に関する届出 
漁港漁場整備法 ○ 福島県相双建設事務所 海底ケーブルの設置に関する許可申請 
水産資源保護法 － － 対象海域ではない 
電気事業法 ○ 関東東北産業保安監督部 発電設備としての許認可、工事計画届 
海岸法 ○ 福島県相双建設事務所 海底ケーブルの設置に関する許可申請 
海上交通安全法 － － － 
航空法 ○ 東京航空局 航空障害燈の設置 
港則法 － － － 
航路標識法 ○ 福島海上保安部 航路標識の設置に係る許可申請又は届

出 
港湾法 － － 対象海域ではない 
各港港湾管理条例 ○ 福島県小名浜港湾建設事

務所 
港湾施設の目的外使用許可申請 
発電設備等工作物の設置許可の申請 

水路業務法 ○ 第二管区海上保安部 海底マウント造成の調査に関する許認可 
船舶安全法 ○ 東北運輸局 曳航作業に係る臨時航行申請 
道路法 ○ 福島県相双建設事務所等 鉄塔・送電線敷設に係る許可 
道路交通法 － － － 
排他的経済水域及び大陸棚
の保全及び利用の促進のため
の低潮線の保全及び拠点施
設の整備等に関する法律 

－ － 対象海域ではない 

自然環境保全法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
自然公園法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
振動規制法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
騒音規制法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
絶滅のおそれのある野生動植
物の種の保存に関する法律 

－ － 該当する地域での開発を行っていない 

鳥獣の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する法律 

－ － 該当する地域での開発を行っていない 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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表 2.1-8 運転保守段階における許認可手続 
法令名 該当の可否 届出先 備考 

電気事業法 ○ 広域的運営推進機関 供給計画の提出 
海上交通安全法 － － － 
港則法 － － － 
港湾法 － － 対象海域ではない 
各港港湾管理条例 ○ 福島県小名浜港湾建設事

務所 
港湾施設（係船岸壁）の使用許可 

水産資源保護法 － － 対象海域ではない 
海岸法 ○ 福島県相双建設事務所 海底ケーブルの設置に関する許可申請 
海洋汚染等及び海上災害の
防止に関する法律 

○ 福島県港湾建設事務所 発電設備等工作物の設置許可の申請 

水路業務法 － － － 
道路法 ○ 福島県相双建設事務所等 鉄塔・送電線敷設に係る許可 
道路交通法 － － － 
排他的経済水域及び大陸棚
の保全及び利用の促進のため
の低潮線の保全及び拠点施
設の整備等に関する法律 

－ － 対象海域ではない 

自然環境保全法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
自然公園法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
振動規制法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
騒音規制法 － － 該当する地域での開発を行っていない 
絶滅のおそれのある野生動植
物の種の保存に関する法律 

－ － 該当する地域での開発を行っていない 

鳥獣の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する法律 

－ － 該当する地域での開発を行っていない 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
（2）関係者との協議 
①海域利用・港湾利用に関する合意に向けた検討 
漁業関係者との協議は、①個別協議、②漁業協働委員会における地元漁業関係者との協議、の 2 つ

を実施した。個別協議では、農林水産省水産庁、福島県水産部をはじめとする公的機関及び実際の海域
利用者である福島県内の漁業関係者に対して、実証研究事業の概要等について事前説明を行った。また、
近接の青森県、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県の漁業関係者に対しても、事業の内容や工事工程等
の説明を行った。さらに海域利用者である福島県内の設置海域に近い漁業関係者とは、有識者、福島県、
経済産業省にて構成される漁業協働委員会を設置し、事業内容の説明、漁業操業の課題や漁業との共
存策等のテーマについて議論を行いながら、実証事業の基本計画の承認を得た。 
港湾関係者及び船舶関係者との協議についても①個別協議、②船舶航行安全対策調査委員会にお

ける地元関係者との協議を実施した。個別協議では、港湾関係者及び海運業者への協議は、国土交通
省、福島県港湾事務所、関係市町村、福島海上保安部等の公的機関だけではなく、関連する団体に対
しても説明を行った。次に、小名浜港において浮体と風力発電設備の組み立て、試運転等を行なった際に
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は、港湾関係者等を含む関係公的機関との安全対策に関する協議を行った。 
本実証研究事業における実証海域は、一般海域であるため、洋上風力発電事業を行うに当たって海域

を占用するルールが整備されていない状況であった。そのため、これまでの漁業関係者等との協議結果を踏ま
え、当該海域を管理している福島県に対し、福島県国土交通省所管公共用財産使用等条例第 3 条第
1項に基づく手続を取った。当該手続のうち、許可申請における要求事項を表 2.1-9 に示す。 

 
表 2.1-9 占用許可申請に係る要求事項 

要求事項 備考 
位置図及び付近見取り図 - 
登記所備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し - 
実測平面図 - 
求積図及び面積計算書 浮体、係留アンカー、ケーブルの占用面積 
構造図 - 
関係市町村の意見書 楢葉町同意書 
利害関係人の同意書 福島県漁業協同組合連合会 

いわき市漁業協同組合 
相馬双葉漁業協同組合 

実証研究事業の概要 - 
工事工程表 - 
航行安全委員会資料 - 
その他資料（契約書等） 委託契約書 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
②系統連系協議に関する検討 
実証研究事業では、66kVでの電圧を系統につなげるべく東北電力との系統連系に向けた協議、陸上送

電に関する関係者への説明を実施した。東北電力との系統連系協議は、３基に対して、一括して行った。 
系統連系において留意するべき点として、洋上変電所から東北電力との系統連系点までの陸上送電線

において事故が発生した場合に停電を防ぐ点である。そのために、系統連系の保護、電力品質保持、監視、
運用体制について論点について協議を行った。 
東北電力との系統連系協議を開始すると共に、陸上送電線のルートを検討、地権者の調査、関連する

法令や規制等を確認、地権者との実証研究期間中の土地使用を交渉・合意した。陸上送電線ルート調
査の結果は、図 2.1-7 に示す。今回の事業では主として送電線ルートを公有地ベースに選定を行っている。 
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図 2.1-7 陸上送電ルート 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 

（3）船舶交通への影響に関する検討 
本実証事業においては、実証海域周辺の船舶の交通状況を把握し、浮体式洋上風力発電設備の設置に
あたっての船舶交通への影響について検討を実施した。 

 

  

陸上送電線

陸上開閉所
連系点系統連系点 
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2.2 海域・気象・海象調査 
一般的な手続 

海域・気象・海象調査の具体的な流れについて、概要を以下に示す。 
 

 物理的観点や海域利用の観点より、事業を実施可能な海域を検討し、洋上風力発電設備の配置計
画を立案する。 

 設置海域における気象・海象のデータより、基本設計に求められる気象・海象条件を評価する。また、
設置海域での風況調査より事業性評価を行う。 

 
海域・気象・海象調査の流れは、図 2.2-1 に示すとおりである。 
 

 

図 2.2-1 海域・気象・海象調査の流れ 
 
（1）事前調査（任意） 

海域における実測は高コストであり、洋上風況マップNeoWins（NEDO）等のシミュレーションに基づく風
況情報のみでは、事業計画の判断が困難な場合、事前調査を行う。 
事前調査では、設置海域に近い海岸や防波堤、沿岸等における、風況観測塔による観測の実施や既

存の観測データを参考に、設置候補海域の風況を判断し事業性を評価する。 
 

（2）海域調査 
海域調査は、洋上風力発電設備の配置計画を立案することを目的とする。「地形」、「海底地質」、「地

層」、「水深」を調査し、洋上風力発電設備の配置が物理的に可能か検討する物理的調査と、設置候補

（２）海域調査の実施

（３）海域における気象・海象調査の実施

３．基本設計へ

① 設置海域において風況調査を行い、事業性評価を行う。
② 基本設計に求められる設置海域における気象・海象条件を、国および自治体が定める値、既存のデータ、シミュレーション、設置海
域での観測を参考にして評価する。気象・海象条件は以下の通り。

<気象条件>
年平均風速・設計風速・1年再現期間の風速・風速階級別作用時間・風速の鉛直分布・乱れ強度
<海象条件>
潮位・設計波高・設計波周期・発電時及び疲労検討のための波高と波周期の関係・海潮流・津波

（１）事前調査の実施（任意）
設置候補海域における調査を実施する前に、必要に応じて当該海域に近い沿岸部等における、風況観測等の実施や既存の観測
データによる事業性評価を行う。最終的な事業への投資判断は、海域における気象調査が求められる。

物理的調査は、設置候補海域から海底ケーブルの陸揚げ拠点までの海域に施工に影響する支障物がなく、海底ケーブルの埋設およ
び係留アンカーによる係留に適した地盤が主である海域を選定する。海域利用調査は、船舶通航状況や漁業実態等から洋上風力
発電設備の設置が海域利用に与える影響を調査する。調査結果より洋上風力発電設備の配置計画を立案する。

地形 海底地質 地層 水深 船舶通航状況

１）物理的調査 ２）海域利用調査

漁業実態 その他
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海域の「船舶通航状況」等を確認し、洋上風力発電設備を配置した場合の設置候補海域における航行
船舶や漁業等の海域利用への影響を調査する海域利用調査に分けられる。 

 
①物理的調査 
洋上風力発電設備の配置にあたっては、既往の海図等より設置候補海域の地形等を把握することに加

え、現地測量等により精緻な情報を取得する必要がある。物理的調査では、設置海域から海底ケーブルの
陸揚げ拠点までの海域に施工に影響する支障物がなく、海底ケーブルの埋設及び係留アンカーの係留に適
した地盤が主の海域を選定するために、設置候補海域の「地形」、「海底地質」、「地層」、「水深」を調査す
る調査計画が求められる。 
設置候補海域から陸揚げ拠点までの、沖合部及び沿岸部、陸上部を対象とした調査を行う。水深に応

じて、測深調査や採泥調査の方法を検討することが求められる。調査方法については、着床式洋上風力発
電導入ガイドブック（NEDO）の 3.3.4 海底地形・土質を参照のこと。 

 
②海域利用調査 
洋上風力発電設備を配置した場合に、設置海域及び周辺を利用していた航行船舶や漁業等へ影響が

発生する恐れがあり、立地環境調査における関係者との協議に加え、海域利用状況を調査する必要がある。 
調査方法としては、AIS 受信データの解析や目視等による観測、海域利用者へのアンケートが挙げられる。

小型船や漁船等、AIS が搭載されていない船舶が航行している可能性もあるため、AIS 受信データの解析
のみでなく、観測・アンケート等の調査が求められる。 

 
（3）気象・海象調査 
①気象調査 
気象調査は、基本設計に求められる気象条件を評価することに加え、事業性評価を行い、最終投資判

断を行うことが目的である。 
気象条件は、年平均風速・設計風速・1 年再現期間の風速・風速階級別作用時間・風速の鉛直分

布・乱れ強度を評価する必要があり、国際規格に基づいた推定値や既存の設置候補海域の気象データ、モ
デルシミュレーションの値や設置候補海域での観測を参考とする。 
気象データの解析内容の例を表 2.2-1 に示す。詳細な算出方法については、着床式洋上風力発電導

入ガイドブック（NEDO）の 3.3.1 風況を参照のこと。 
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表 2.2-1 気象データの解析内容 
分
類 

項 目 期間 目 的 算 出 方 法 

風 

況 

平均風速 年 
月 

風速の概要を評価する。 
平均風速＝

対象期間の全 1時間平均値の合計
データ数

 

風速出現率 年間 風速の出現率（頻度分
布）から風速の出現特性を
評価する。 

風速階級を 1m/s間隔に設定し、各階級の出現率を算出する。 

風向出現率 年間 風向の卓越状況を明らかに
する。 

全風向を 16方位に分割し、平均風向を累積する。 

風向別平均風
速 

年間 集合型風力発電設備の配
列を検討するために、主風
向を明らかにする。 

方位ごとに 1時間平均風速に基づく算術平均を行う。 

風向別風速出
現率 

年間 集合型風力発電設備の配
列を検討するために、主風
向を明らかにする。 

方位ごとに各風速階級(1m/s幅)の出現率を算出する。 

風速の時間的
変動 

日間 
年間 

風力発電設備の運転計画
を検討するために、風速の時
間的変動特性を評価する。 

時間別に各月の平均風速を算出し、その推移を図表によって明らかに
する。 

乱れ強度 年間 風速の瞬時の変動特性及
び風速変動の大きな風向を
明らかにする。 

全風速及び方位別風速に対して算出する。 

乱れ強度＝
風速の標準偏差
平均風速  

風速の鉛直分
布 

年間 実測データのある高度の風
速を予測するためのべき指
数を算出し、実測データと比
較する。 

べき指数 1 n�   は、下式に各観測高度 z  とその風速値 V  を代入
し、最小二乗法により算出する。 

V/V1＝(z/z1)
1 𝑛𝑛�  

風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー 

発電電力量 年間 
月別 

風力発電設備によって取得
できる風力エネルギー量を評
価する。 

風力発電設備の出力曲線と風速出現率に基づき、風速ごとの発電
電力量(エネルギー取得量)を累積する。 

設備利用率 
（ Capacity 
Factor) 

年間 
月別 

風力発電設備導入の可能
性を評価する。 設備利用率 =

対象期間の発電電力量

定格出力 ×対象期間の時間数
 

利用可能率 
(Availability) 

年間 風力発電設備導入の可能
性を評価する。 

利用可能率

=
対象期間の時間数 −同期間の保守及び故障による停止時間数

対象期間の時間数  

（出典）着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO） 

 
事業性評価のためには風速出現率と設置する風力発電設備のパワーカーブが必要であり、基本的に設

置候補海域における風況観測が求められる。着床式洋上風力発電設備の場合は、洋上風況観測タワー
の建設が可能であるが、浮体式洋上風力発電設備を設置する水深の深い海域では、建設コストが非常に
高額となる。そのため、上空の風速・風向が観測可能であるドップラーライダーを用いた浮体式洋上風況観測
システムが開発されている。 
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②海象調査 
海象調査は、基本設計に求められる海象条件を評価することが目的である。 
海象条件は、潮位・設計波高・設計波周期・発電時及び疲労検討のための波高と波周期の関係・海潮

流・津波を評価する必要があり、国及び自治体が定める値や、既存のデータ、シミュレーション、設置海域で
の観測を参考とする。 
調査方法については、着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO)の 3.3.2 波浪・海潮流を参照

のこと。 
 
上記、（１）～（３）までのプロセスを経て、洋上風力発電設備の配置計画を立案し、気象・海象条

件を評価した後、「3.基本設計」へと進むことになる。 
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福島沖浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業の例 
（1）海域調査 

最適な発電所設置海域及び海底ケーブルルートの選定に必要な情報を収集することを目的として、海域
調査を行った。 

 
①物理的調査 
地形や海底質、地層、水深といった物理的項目を調査するために、平成 24 年 7 月~8 月に表 2.2-2

に示す物理的調査を実施した。調査区域は図 2.2-2のとおりである。調査フローは図 2.2-3 に示す。 
 

 

図 2.2-2 調査区域図 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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表 2.2-2 物理的調査の概要 
調査種別 調査項目 調査水深 数量 内容等 

陸上部調査 基準点測量 

 

陸上部 LP点を含む基準点 2点以上 

誘導点 10点 

LP の測位 

基準点及び誘導点設置 

地形測量 LP から第一鉄塔に至る陸域 

約 110m×70m 

地形・事物の形状 

沿岸部調査 汀線測量 

 

測深船が入れない浅場

(水深約 3ｍまで） 

調査ルートを中心に左右 

各 50ｍ幅：11測線(10ｍ間隔） 

水準測量 

測深調査 沖合船が入れない浅海

域(水深約 3-15ｍ) 

調査ルートを中心に左右各100ｍ幅

11測線（20ｍ間隔） 

シングル測深 

潜水調査 

 

ダイバー調査 水深 15ｍまで 

 

1 測線（推奨ルート上）：左右各

10ｍ程度の目視確認 

ビデオ撮影（推奨ルート

上） 

写真撮影 ･突棒調査

（25ｍ間隔） 

沖合部調査 

 

測深調査 

 

 

 

大型船 

水深約 15ｍ以深 

小型船 

水深約 50ｍ以浅 

（可能な限り岸まで） 

調査ルートを中心に左右各250ｍ幅 

水深 15～50ｍ：11測線 

水深 50ｍ以深 ：5測線 

エリア：5km×4km 

スワス測深 

海底面探査 

 

調査ルートを中心に左右各250ｍ幅 

5 測線（150ｍﾚﾝｼﾞ･100ｍ間

隔） 

エリア：5km×4km 

21 測線（150ｍﾚﾝｼﾞ･200ｍ間

隔） 

サイドスキャン調査 

地層探査 ルート域：5測線（100ｍ間隔） 

エリア：21測線（200ｍ間隔） 

音波探査 

採泥調査 グラブ採泥 水深約 10ｍ以深 ルート域：6点 

ルート調査結果より現場で選点 

グラブ採泥 

 

柱状採泥 水深約 110～130ｍ エリア：18点 

ルート部：1点 

柱状採泥(深度 2ｍ以上

のサンプル採取に努める) 

土質試験、三軸圧縮試

験 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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図 2.2-3 調査フロー 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
  

 ・ＬＰを中心にＧＰＳによる基準点設置(2点以上)
・設置した基準点を基に、補助基準点を設置
・横断測量用の誘導点設置

・基準点を基にＴＳを用いて現況の測量を実施
・ＬＰから第一鉄塔に至る陸域の地形、事物の形状

・10ｍ間隔、11測線を水準測量とダイバーにより実施
・測定位置は、光波測距儀を使用して実施

・20ｍ間隔、11測線を測量船で実施(水深15ｍ程度まで)
・ＤＧＰＳとシングルビーム測深機で実施
・推奨ルート上の測深

・陸上部調査及び沿岸部調査で決定した推奨ルート上の
　左右各10ｍ程度の目視調査とビデオ撮影
・写真撮影と突棒調査は、25ｍ間隔で実施(水深15ｍまで)

沿岸部と沖合部の調査は、水深15ｍ付近で重複するように実施

・水深15ｍ以深のスワス測深を行い、海底地形を把握する
・測線間隔は、未測深域が生じないように実施

・サイドスキャンソナーを使用して海底面の
　性状や障害物の調査を実施
・ルート部は計画ルートを中心に左右各250ｍ幅
　5測線(150ｍレンジ、100ｍ間隔)
・エリア部は、4km×5kmの範囲
　21測線(150ｍレンジ、200ｍ間隔)

・チャープ式地層探査機を用いて表層地質を把握
・ルート部は100ｍ間隔、5測線実施
・エリア部は200ｍ間隔、21測線実施

上記調査の結果、補測調査が必要な場合は、随時実施する
推奨ルート上の調査も実施

・水深約15ｍ以深でのルート域で実施
・グラブ式採泥器を用いて表層サンプルを採取
・ルート調査の結果から現場で５地点を選定

・水深100～120ｍのエリア部及びルート部で実施
・柱状採泥器を使用して、2ｍ以上のサンプル
　採取に努める
・エリア部：アンカー地点で18点、ルート部：1点

基準点測量

陸上部調査

地 形 測 量

汀 線 測 量

沿岸部調査

測 深 調 査

グラブ採泥

採泥調査

柱状採泥

潜水調査 ダイバー調査

測深調査

沖合部調査 海底面探査

地層探査
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②物理的調査（追加試験） 
前項の物理的調査より、実証海域の表層地層は 2 層構造となっていることが判明した。第 1 層は締まっ

たシルト混じりの砂からなり、層厚は 0.5ｍ～5ｍで西方ほど厚く東方で薄くなる傾向にあった。係留アンカー
設置に際して、第 1 層の層厚が厚い西方では層の構成を 1 層のみとして設計検討を行うことが可能である
が、下方ほど締まっている可能性が高いこと、また、層厚が薄い東方では、2層構造になっていること、さらに下
位は係留アンカーが十分に貫入できない固さの層がある可能性が判明した。これを受けて、浮体係留方法と
してのドラッグアンカーの当該海域における適用性について確認するため、ほぼ同仕様のドラッグアンカーを当
該海域において牽引し、適用性を確認する試験を行った。 
係留アンカー確認試験は全ポイントとも『30分間の牽引保持』にて係留アンカー（船体）の移動がないこ

とを確認し、終了した。 
 

③海域利用調査 
洋上風力発電設備の配置計画設計にあたって、航行船舶への影響と実証海域近傍で操業している漁

業関係者への影響について調査を行った。 
設置候補海域の通航実態を把握するため、AIS受信データを元に、設置候補海域及びその周辺海域の

船舶の通航状況を解析した。AIS受信データの解析内容は、通航隻数、航跡図といった「通航実態」や「船
種船型別通航状況」、「時間帯別通航状況」とした。 
また、設置候補海域を通航する船舶の運航船社等にアンケート調査を行った。アンケート調査の内容は

「回答者の属性」、「本船の通航状況」、「対象海域の船舶通航状況」、「漁船の操業状況」、「プレジャーボ
ートの活動状況」、「風力発電設備が設置された場合の船舶航行への影響」とした。 
当該海域は、南北を航行する船舶が多く、設置工事期間から設置後の実証研究事業期間において、航

路に配置することによる航行船舶への危険が懸念された。そのため、洋上風力発電設備を航路帯の端へ配
置することが求められた。 
また、アンケート調査の結果、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により、警戒区域に

指定され、漁業活動ができない区域の脇に洋上風力発電設備を配置し、送電ケーブルルートを警戒区域に
沿ったルートとする計画設計を行った。 
上記より、以下図 2.2-4 のような洋上風力発電設備の配置計画となった。なお、海域調査実施中に警

戒区域が 5km に縮小された事により、送電ルートの一部を北側へずらすような計画となった。 
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図 2.2-4 実証施設配置計画図 

（出典）福島洋上風力コンソーシアムｓ 
 

  

※ 海上保安庁刊行の水路図誌を編集
水路通報（W1098） 平成18年(2006)・・792・・・23年(2011)・・1200・・1386
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（2）気象・海象調査 
①気象調査 
気象条件に関しては、年平均風速、設計風速、1 年再現期間の風速、風速階級別作用時間、風速の

鉛直分布及び乱れ強度の評価を行う。気象条件の評価方法は表 2.2-3 のとおりである。本実証研究事
業において、気象条件は磐城沖ガス田観測点における風況観測データ及びモデルシミュレーション等の値を
参考とした。 

 
表 2.2-3 気象条件の評価方法 

項目 評価方法 
年平均風速 磐城沖ガス田観測点における風況データ及び地域気象モデルを用いて評価 
設計風速 非台風時の年最大風速の非超過確率と台風時の年最大風速の非超過確率を合成することにより

年最大風速の 50年再現期待値を評価。 
① 非台風時の年間最大風速：磐城沖ガス田観測点における風況データ 
② 台風時の年最大風速：台風シミュレーション 

1年再現期間の風速 ① 磐城沖ガス田観測点における風況データ及び地域気象モデルを用いて評価し、日最大風速
から極値解析により評価 

② IEC61400-1 の方法により 50年再現期待値から推計 
風速階級別作用時間 台風時の風速出現頻度と台風時の風速出現頻度を合成で評価 

① 非台風時の年間最大風速：磐城沖ガス田観測点における風況データ 
① 台風時の年最大風速：台風シミュレーション 

風速の鉛直分布 ① 暴風波浪時：気流解析で求めた照査対象風向における風速の鉛直分布をべき法則でフィッ
ティングにより推計。 

② 発電時：IEC61400-3 の推奨値を採用 
乱れ強度 IEC61400-3 の推奨値を採用 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

②海象調査 
海象条件に関しては、潮位、設計波高、設計波周期、発電時及び疲労検討のための波高と波周期の

関係、海潮流、津波の評価を行った。海象条件の評価方法は表 2.2-4 のとおりである。本実証研究事業
において、海象条件は国及び福島県の定める値やモデルシミュレーション等の値を参考とした。 

 
表 2.2-4 海象条件の評価方法 

項目 評価の考え方 
設計高潮位 天文潮位として朔望平均満潮位（H.W.L.）に台風潮位偏差の 50 年再現期待値（ζ）を加

えて評価 
① 朔望平均満潮位（H.W.L.）：気象庁データ（小名浜港） 
② 台風潮位偏差の 50年再現期待値（ζ）：モデル高潮の推定式 

平均潮位 気象庁データ（小名浜港） 

有義波高 3/1H  ① 再現期間 50 年の有義波高：「国土技術政策総合研究所資料 No.88（2003.6）：
『我が国沿岸の波浪外力の分布（海象外力検討調査）』 

② 再現期間 1年の有義波高：風波とうねりの混合モデルから推計 
③ 年平均有義波高：風波とうねりの混合モデルから推計 
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項目 評価の考え方 
有義波周期 3/1T  ① 再現期間 50 年の有義波周期：「国土技術政策総合研究所資料 No.88

（2003.6）：『我が国沿岸の波浪外力の分布（海象外力検討調査）』 
② 再現期間 1年の有義波周期：風波とうねりの混合モデルから推計 
③ 年平均有義波周期：風波とうねりの混合モデルから推計 

流速 ① 再現期間 50年の流速：JCOPE データ（10年分）に極値統計解析を用いて推計 
② 再現期間 1年の流速：JCOPE データ（日最大値）に極値統計解析を用いて推計 
③ 年平均の流速：JODC データの年間平均値 

津波時の潮位偏差 東北地方太平洋沖地震（2011）規模を想定し、非線形長波理論式に基づく津波解析より推
計 

津波時の最大流速 東北地方太平洋沖地震（2011）規模を想定し、非線形長波理論式に基づく津波解析に
JODC データの年間平均値を加えて推計 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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2.3 基本設計 
一般的な手続 

基本設計の具体的な流れについて、概要を以下に示す。 
 
 立地環境調査、海域・気象・海象調査、関係者との調整を経て、候補海域における風力発電設備

規模や設置海域等を決定する。 
 風力発電設備の概要が決定すると、発電原価を算出し、洋上風力発電設備の建設コストや運転

保守費を含めた経済性評価を実施する。併せて、航行船舶への安全対策を検討する。 
 

基本設計の流れは、図 2.3-1 に示すとおりである。 
 

 
図 2.3-1 基本設計の流れ 

 
（1）風力発電設備の概要決定 
①風車設置海域の決定 
風況調査結果、海底地形、海底ケーブルの経路・距離・陸あげ地点、系統に連系する陸上変電所の位

置・距離、海生生物の生息状況、船舶交通状況、漁業関係者の意見等を考慮して、経済性も含めて最
適な風車設置海域を決定する。海域の決定に対しては、関係者や専門家による委員会等で議論のうえ関
係者の合意を得ておくことが望ましい。 

 
②風力発電設備規模の設定 
風車設置基数や総出力規模等を検討し、最適な風車を設定して風車配置の計画を立てる。詳細につ

いては、着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）の 3.4.2 風力発電施設規模の設定を参照の
こと。 

（２）経済性の検討

４．実施設計へ

風力発電設備の概要が決定すると、風車設置海域における年平均風速、建設コスト、運転保守費等により発電原価を算出し、
概略の経済性評価を行う。（詳細は、「着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）」を参照）

（１）風力発電設備の概要決定

①風車設置海域の決定、②風力発電設備規模の設定、③風車の機種選定、④浮体構造物の選定をし、風力発電設備の概要を
決定する。①～③がある程度固まった段階で、電力会社への系統連系について事前協議を開始する。

風車設置海域の決定 風車の機種選定風力発電設備規模の
設定

系統連系協議

浮体構造物の選定

（３）安全対策の検討

立地環境調査時に実施した船舶交通への影響に関する検討や海域・気象・海象調査等の結果を踏まえ、１）海上工事における
安全対策、２）運転保守期間における安全対策について、周辺海域の航行船舶への安全対策を事業者にて検討する。
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③風車の機種選定 
風車の機種選定は、着床式洋上風力発電事業の場合と同様に、想定している定格出力の発電機を販

売しているメーカー数社の見積書、風力発電システムの仕様及び年間発電電力量等を参考に行う。その際、
実測（予測）した 1 年間の風況データを提出して年間発電電力量の提示を受けるようにすることが望まし
い。 
詳細は、着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）の 3.4.3 風車の機種選定を参照のこと。 
 

④浮体構造物の選定 
洋上風力発電の基礎構造と適した水深の関係は図 1.1-1（1 頁）に示すとおりである。水深 50-

200m の海域では浮体式洋上風力発電が適するとされ、その形式は主に TLP 型、Semi-Sub 型、Spar
型、Pontoon型に分類される。 
各浮体基礎形式の特徴を表 2.3-1 に示す。それぞれの長所及び短所を総合的に判断し、風車設置海

域に最も適した浮体及び係留形式を選定する。 
 

表 2.3-1 主な浮体式基礎形式と特徴 
浮体式基礎形式 特徴 

TLP型 ○長所：鉛直方向を中心に変位が小さい。係留による占用面積が小さい。 

○短所：浮体及び海底側に基礎基盤の構造や係留システムのコストが高い。 

Semi-Sub型 

（カテナリー係留） 

○長所：港湾施設を有効に活用して組立が可能。凌波性に優れ、上下の揺れが小さい。 

○短所：全体構造が複雑なため建設コストが高くなる傾向。 

Spar型 

（カテナリー係留） 

○長所：構造が単純であり、浮体の建造が簡単。鋼材量も総じて少なくなる傾向。 

○短所：風力発電設備及び浮体がゆれる中での施工。稼働中の保守管理や修理において特

別なシステムが必要。 

Pontoon型 

（カテナリー係留） 

○長所：構造が単純であり、浮体の建造が簡単。鋼材量も総じて少なくなる傾向。 

○短所：浮体の主たる部分が海面に出ており、揺れが大きい。 
（出典）浮体式洋上風力発電に係る基礎調査（NEDO）等により作成 

 
浮体の係留形式は、カテナリー係留形式と TLP 形式に大別される。カテナリー係留形式は、係留チェーン

重量を利用し、水平方向の係留力を得る形式であり、浮体式洋上風力発電に多く用いられている。一方、
TLP 形式は、浮体を半潜水させ海底と緊張係留で浮体運動を拘束して安定化する形式であり、海外の石
油ガス生産施設での実績は多いが、風車への適用例は少ない。 
ここでは、カテナリー係留形式を前提とした係留アンカー形式とその特徴について表 2.3-2 に示す。 
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表 2.3-2 係留アンカー形式と主な特徴 
形式 特徴 

ドラッグ式 
 

 

【海底条件】 
○長所：均一な堆積層に最も適する。 
○短所：硬い海底面には適さない。層が重なった構造の海底では不規則に挙動する。 

【荷重条件】 
○長所：高把駐力が可能。 
○短所：荷重方向を水平にするため係留索に長い余長が必要。 

【設置における特徴】 
○長所：設置方法が簡単。 
○短所：設置の際に係留アンカーを牽引し、地中に貫通させる必要があり、パイプラインやケー

ブル等に十分な注意が必要である。 
【再利用・撤去における特徴】 
○長所：撤去・再利用が可能。 

重力式 
 

 

【海底条件】 
○長所：幅広い海底条件に適応する。 

【荷重条件】 
○長所：岩を薄い堆積層が覆う海底でも信頼性がある。2方向以上の水平方向の荷重に対

して対応。垂直方向の荷重に対応。係留索の余長は短い。 
【設置における特徴】 
○長所：設置の際にドラッグ式のような把駐力を発揮させるための移動を必要としない。 
○短所：設置するために能力の高い揚重設備が必要。 

【再利用・撤去における特徴】 
○長所：撤去が可能。 
○短所：撤去や移設する場合に設置時と同様に能力の高い揚重設備が必要。 

杭式 
 

 

■打込み杭 
【海底条件】 
○長所：幅広い海底条件に適応する。ドリル杭とグラウト杭は特に硬い珊瑚や岩地盤に適応

する。層が重なった構造の海底に打設することが可能。 
○短所：軟弱な海底の場合は杭長が長くなる。 

【荷重条件】 
○長所：高把駐力が可能。垂直或いは水平方向の荷重に対応し、2 方向以上の荷重に対

しても対応。係留索の余長も短い。 
【設置における特徴】 
○長所：正確な位置に係留アンカーを設置することが可能。設置の際にドラッグ式のような把

駐力を発揮させるための移動を必要としない。係留アンカーが海底面から突出しな
い。 

○短所：他の係留アンカー形式よりも多様な現場データが必要である。 
【再利用・撤去における特徴】 
○短所：係留を撤去や移設する場合には特殊設備（杭抜き機）が必要である。 

■サクション杭 
【海底条件】 
○長所：砂や柔らかい土に適応する。 
○短所：海底条件が限定され、緩い砂混じり土や貫入が困難な硬い土には適さない。 

【荷重条件】 
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○長所：高把駐力が可能。垂直或いは水平方向の荷重に対応し、2 方向以上の荷重に対
しても対応。係留索の余長も短い。 

【設置における特徴】 
○長所：正確な位置に係留アンカーを設置することが可能。設置の際にドラッグ式のような把

駐力を発揮させるための移動を必要としない。係留アンカーが海底面から突出しな
い。比較的設置が容易、他の形式よりも場所を取らない。大水深での施工が可能。 

○短所：他の係留アンカー形式よりも多様な現場データが必要である。 
【再利用・撤去における特徴】 
○長所：撤去が容易。 

プレート式 
 

 

【海底条件】 
○長所：プレートを埋め込む工法（打撃、サクション、牽引など）を選択することにより、層が

重なった構造の海底や様々な抵抗のある海底に適応する。 
【荷重条件】 
○長所：通常は垂直方向の荷重に対応、水平方向の荷重にも適用可能、係留索の余長も

短い。高把駐力が可能。 
【設置における特徴】 
○長所：海底面に瞬時に貫入するので設置が容易である。相対的に軽いので取り扱いが容

易。精度の高い設置が可能。設置の際にドラッグ式のような把駐力を発揮させるため
の移動を必要としない。係留アンカーが海底面から突出しない。 

○短所：サイズや重量が大きくなり、設置コストが増加することがある。打ち込みシステムは大
水深（＞1,000m）では一般に再利用できない。 

【再利用・撤去における特徴】 
○短所：撤去が難しい。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
（2）経済性の検討 

建設コスト、運転保守費等から発電原価を算出し、概略の経済性評価を行う。建設コストと運転保守費
は以下の項目から構成される。 

 
表 2.3-3 建設コストと維持管理費 

項目 内容 

建設コスト 
風車本体、浮体本体、係留索、電気設備、事前調査、建設工事（海底地盤の造成、風車搭載工
事、係留工事等）、電気工事、系統連系における電力会社への工事費負担金、各種輸送、等 

運転保守費 運転維持費（発電設備等）、固定費（保険料、傭船料、人件費）等 
（注）撤去費用や大規模修繕費用は含まれていない。 

（出典）着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）より作成 

 
一般的に、発電原価は年間経常費を年間発電量で割ったもので算出される。 

発電原価（円/kWh） =
建設コスト×年経費率＋運転保守費

正味の年間発電電力量  

 
年経費率 =

r
1− (1 + r)−n

 

詳細は、着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）3.4.6 経済性の検討を参照のこと。 

r：金利、 n：耐用年数 
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（3）安全対策の検討 
立地環境調査時に実施した船舶交通への影響に関する検討や海域・気象・海象調査等の結果を踏ま

え、１）海上工事における安全対策、２）運転保守期間における安全対策について、以下の検討を踏ま
え、関係者や専門家が参加する委員会等の関係者の合意形成に向けての準備を行う。 
１）海上工事における安全対策については、工事関係船舶が資材基地から工事海域まで往来する海

域及び設置作業を行う海域における一般航行船舶との危険防止を主とした安全対策を検討し、併せて、一
般航行船舶やそれを運航する会社、代理店、漁業者等への周知体制・方法についても検討を行う。 
２）運転保守期間における安全対策については、風力発電設備に設置する航路標識、あるいは風力発

電設備との離隔距離の設定等、一般航行船舶による衝突事故防止を主眼とした検討を行う。なお、航行
船舶が多い海域にあっては、風力発電設備設置後に船舶交通流に乱れが生じ、更なる航行安全対策が
必要となっていないかを確認するため、AIS 解析等による風力発電設備設置前後の船舶交通流の検証が
必要となる場合もあることから、その必要性についても留意する必要がある。 

 
（参考） 
１）洋上風力発電設備の設置に関しては、航路標識法に基づく手続き等の必要があるが、詳細は、海

上保安庁から、｢航路標識の設置及びガイドライン 
（URL: www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/000_kouro_guideline.pdf）｣で示されている。 
２）洋上風力発電設備の船舶交通への影響対する評価・軽減措置、操船者の視覚等に及ぼす影響、

船舶用レーダー等の機器に及ぼす影響に関しては、国土交通省港湾局から、｢港湾にける洋上風力発電
設備等のガイドライン（http://www.mlit.go.jp/common/001084179.pdf）｣で示されている。 
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福島沖浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業の例 
（1）風力発電設備の概要設定 
①風車設置海域の決定及び風力発電設備規模の設定 
様々なコンセプトに基づく風車と浮体の特性を明らかにするため、単一の種類の風車と浮体を複数基設置

するのではなく、複数の発電方式や規模、浮体の形状等を組み合わせ、最終的に風車３基と変電所 1 基
の合計４基が決定された。風車設置海域及び風力発電設備規模を以下に示す。 

 

 

図 2.3-2 風車設置海域及び風力発電設備規模 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 

②風車の機種選定 
本実証研究事業において選定した 3基の風車概要を表 2.3-4 に示す。 
 

表 2.3-4 本実証研究事業の風車の概要 
 2MW風車 5MW風車 7MW風車 

開発・製造業者 日立製作所 日立製作所 三菱重工業 

増倍速方式 固定ギア式 固定ギア式 可変油圧式 

ローター位置 ダウンウィンド ダウンウィンド アップウィンド 

ローター直径 80m 126m 167m 

ハブ高 66.2m 86.4m 105m 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
③浮体構造物の選定 
福島沖での気象・海象条件の下で、各浮体の特性を明らかにすることを目的として、4 基の浮体が選定さ

れた。また、係留形式はアンカー形式、チェーンリンク形状を統一し、アンカー形式はドラッグ式を選定した。 
浮体の概要を表 2.3-5 に、係留形式の概要を表 2.3-6 に示す。 

  

※ 海上保安庁刊行の水路図誌を編集
水路通報（W1098） 平成18年(2006)・・792・・・23年(2011)・・1200・・1386

設備規模 14MW 

風車 

2MW風車 1基 

5MW風車 1基 

7MW風車 1基 

受送電容量 25MW 

水深 120m 

離岸距離 20km 
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表 2.3-5 本実証研究事業の浮体の概要 

 
4-カラムセミサブ 

浮体 

アドバンストスパー 

浮体 

V字型セミサブ 

浮体 

アドバンストスパー 

浮体 

搭載設備 2MW風車 5MW風車 7MW風車 洋上変電所 

開発・製造業

者 
三井 E&S造船 

ジャパン 

マリンユナイテッド 
三菱造船 

ジャパン 

マリンユナイテッド 

浮体高さ 32m 48m 32m 71m 

計画喫水 16m 33m 17m 50m 

係留索本数 6本 6本 8本 4本 

概観 

（風車及び変

電設備搭載

後） 

 
ふくしま未来 

 
ふくしま浜風 

 
ふくしま新風 

 
ふくしま絆 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
表 2.3-6 本実証研究事業のアンカー形式の概要 

形式 

ドラッグ式 

 
※洋上変電所で使用した係留アンカー  

特徴 
・係留アンカーを吊り下ろして牽引できる施工機械のみで施工可能。 

・自重が小さく、ハンドリングが比較的容易。 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
（2）安全対策の検討 

立地環境調査時に実施した船舶交通への影響に関する検討や海域・気象・海象調査等の結果を踏ま
え、１）海上工事における安全対策、２）運転保守期間における安全対策について、周辺海域の航行船
舶への安全対策をコンソーシアム内にて検討した。 
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2.4 実施設計 
一般的な手続 

実施設計の具体的な流れについて、概要を以下に示す。 
 
 基本設計の結果を受けて、国内の法的基準を満たすように、風車・浮体・電気設備等の浮体式洋

上風力発電設備の設計を行う。また、工事設計では、電気工事及び建設工事を行う際に遵守する
べき関連法規の洗い出しを行う。 

 電気事業法の手続きに沿って、工事着工前までに工事計画届を提出するとともに、電気主任技術
者を選任し、工事着工前までに保安規程を届け出る。また、船舶安全法に基づく検査申請（船級
登録申請）を行う。 

 

実施設計の流れは、図 2.4-1 に示すとおりである。 
 

 
図 2.4-1 実施設計の流れ 

 
（1）設備設計 

設備設計は、①発電設備の設計、②電気設備の設計、③浮体設備の設計の３つから構成される。 
①発電設備の設計 
発電設備の設計は、導入する風車の仕様に対して、国内の法的基準を満たすように材料の強度など許

容範囲等について検討を行うことである。現時点では、浮体式洋上風力発電が実証の段階から、事業化の
段階への過渡期にあたることから、具体的な設計基準が定められていない。そのためここでは、着床式洋上風
力発電導入ガイドブック（NEDO）から引用で紹介する。同ガイドブックには、表 2.4-1 に示すような 5 項
目が提示されており、詳細は、同ガイドブック 3.6.1設備設計(1)を参照のこと。 

  

（２）工事設計

５．建設工事へ

工事設計は、①電気工事設計、②建設工事設計の２つから構成され、工事の際に遵守するべき関連法規の洗い出しを行う。①は、
先行する着床式洋上風力発電導入ガイドブックを、②は、本マニュアル「１．立地環境調査」の許認可一覧を参照のこと。

（１）設備設計
設備設計は、①発電設備の設計、②電気設備の設計、③浮体設備の設計の３つから構成される。

（３）工事計画

浮体式洋上風力発電設備の建設に関連する諸工事が工期内に支障なく、安全に行われるように工事計画、工事工程表を作成する。
電気事業法の手続きに沿って、工事計画届の提出、電気主任技術者の選任、保安規程の届出を行う。また、浮体設備については、
船舶安全法に基づく検査申請（船級登録申請）を行う。

発電設備の設計 電気設備の設計 浮体設備の設計

着床式洋上風力発電導入ガイドブック
（NEDO）を参照

浮体式洋上風力発電技術ガイドブック
（NEDO）を参照

工事計画届の提出 電気主任技術者の選任

電気事業法に基づく手続き

保安規程の届出

船舶安全法に基づく手続き

検査申請
（船級登録申請）
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表 2.4-1 発電設備の設計にあたっての検討項目 
番号 検討項目 

1 一般仕様に関する事項：風力発電システム仕様、規格摘要、環境条件 
2 運用計画に関する事項 
3 運用・保守・管理に関する事項：遠隔監視制御装置･表示盤仕様 
4 安全装置に関する事項 
5 保証に関する事項 

（出典）着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO） 

 
また、最近の動向として、経済産業省と国土交通省は、2018年3月に港湾区域に洋上風力発電設備

を建設する場合、電気事業法に基づく技術基準と港湾法に基づく技術基準への適合が必要であることを踏
まえ、「洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説」を策定した。 

 
②電気設備の設計 
発電設備の設計同様、浮体式洋上風力発電の電気設備に関する固有の基準は、定められていない。そ

のため、ここでも着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）から引用で紹介する。同ガイドブックでは、
洋上風力発電電気工作物の電気設備を、陸上風力発電と同様という位置づけのもと、表 2.4-2 に示した
とおり、法令や基準が適用されるとしている。詳細は、同ガイドブック 3.6.1 設備設計(2)～(4)を参照のこと。
特に、ケーブルの施工方法、維持管理手法を見据えたケーブルの設計の検討をしておくことが望ましい。 

 
表 2.4-2 着床式洋上風力発電設備に適用される法令や基準等 

番号 法令・基準名 
1 電気事業法 
2 電気事業法施行令 
3 電気事業法施行規則 
4 電気設備に関する技術基準 
5 電気設備に関する技術基準の解釈 
6 発電用風力発電設備に関する技術基準 
7 発電用風力発電設備に関する技術基準の解釈 
8 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン 
9 その他関係法令、条例及び規格（※） 

※発変電規程、風力発電規程、高圧受変電設備規程、系統連系規程、発電所等における電気設備の耐震設計指針 

（出典）着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO） 
 
③浮体設備の設計 
浮体設備においては、船舶安全法に基づいて、2012 年 4 月に国土交通省海事局が「浮体式洋上風

力発電施設技術基準」を策定した。これに基づいて、浮体設備の設計は、浮体式洋上風力発電技術ガイ
ドブック（NEDO）にて取りまとめられており、詳細については、そちらを参照のこと。 
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（2）工事設計 
工事設計は、①電気工事設計、②建設工事設計の 2 つから構成されている。 

 
①電気工事設計 
浮体式洋上風力発電設備等の電気工事は、着床式と重複するものが多いと考えられることから、着床式

洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）から引用で紹介する。同ガイドブックでは、洋上風力発電設備
等の電気工事が陸上風力発電と重複するものが多いという位置づけのもと、表 2.4-2に示した法規や基準
のほかに、表 2.4-3 に示す法令や基準が適用されるとしている。同ガイドブック 3.6.2 工事設計(1)を参照
のこと。 

 

表 2.4-3 着床式洋上風力発電設備等に適用される法令や基準等（表 2.4-2 を除く） 
番号 法令・基準名 

1 電気工事業法 
2 建設業法 
3 その他関係法令、条例及び規格 

（出典）着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO） 
 

②建設工事設計 
浮体式洋上風力発電設備等の建設工事にあたっては、「2.1 立地環境調査」にてとりまとめた関係法令

が適用される。詳細は、本マニュアルの「2.1 立地環境調査 2.1.1 一般的な手続き (1)事業の基本計
画の策定と関係法令の確認 ②関係法令の確認 2）建設段階における関係法令（36 頁）」を参照の
こと。 

 
（3）工事計画 

浮体式洋上風力発電設備等の建設工事が工期内に支障なく、安全に行われるように工事計画や工程
表を策定する必要がある。ここでは、電気事業法上の手続きである①工事計画届の提出、②電気主任技
術者の選定、③保安規程の届出の３つと、船舶安全法上の手続きである④検査申請（船級登録申請）
についてまとめる。 

 
①工事計画届の提出 
電気事業法第 48 条により、事業用電気工作物の設置又は変更の工事をしようとする者は、その工事の

計画について設置場所を管轄する産業保安監督部長（又は経済産業大臣）への届出が必要となる。そ
の際に、必要な書類を表 2.4-4 に示す。実際の手続きにあたっては、管轄する産業保安監督部に相談す
ることが望ましい。 
現在、特殊な風力発電設備の場合には、工事計画届の提出後に専門家会議が開催され、特殊設備の

審査が行われる。洋上風力発電設備は特殊な風力発電設備に該当し、専門家会議による審査が終了し
なければ、工事開始できないことについて留意する必要がある。また、風車や浮体等の設備に対する認証機
関の認証や審査結果があれば、工事計画届における審査においても内容が確認、参照されることとなってい
る。  
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表 2.4-4 工事計画届に必要となる書類 
番号 書類の内容等 

1 工事計画書 
2 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 
3 工事工程表 
4 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類 

（出典）電気事業法施行規則第 66条 1項 
②電気主任技術者の選任 
電気事業法第 43 条により、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及

び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者免状を受けている者の中から主任技術者を選任する。
また、主任技術者を選任、または解任した時に設置場所を管轄する産業保安監督部長（又は経済産業
大臣）への届出が必要である。 

 

③保安規程の届出 
電気事業法第 42 条により、事業用電気工作物を設置する場合は、事業用電気工作物の工事、維持

及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、使用の開始前に設置場所を管轄する産業保安
監督部長（又は経済産業大臣）への届出が必要である。 
保安規程において定める事項は電気事業法施行規則第 50条に記載されており、表 2.4-5 に示す。 

 
表 2.4-5 保安規程への記載内容 

番号 保安規程の記載内容 
1 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のため

の体制（経営責任者の関与を含む） 
2 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織（3 を除く） 
3 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及

び組織上の位置付け 
4 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関する以下の項目 

① 関係法令及び保安規程の遵守 
② 保安のための技術 
③ 保安教育の計画的な実施及び改善 

5 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善す
るための措置における以下の項目（4 を除く） 
① 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制 
② 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画 
③ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施 
④ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価 
⑤ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善 

6 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変
更、承認及び保存の手順 
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番号 保安規程の記載内容 
7 前号に規定する文書についての保安規程上の位置付け 
8 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録 
9 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査 
10 事業用電気工作物の運転又は操作 
11 発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要

度に応じた管理 
12 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること 
13 災害その他非常の場合に採るべき措置 
14 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善 
15 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項 

（出典）電気事業法施行規則第 50条 2項にもとづき作成 
 

保安規程の届出にあたって必要な書類を表 2.4-6 に示す。実際の手続きにあたっては、管轄する産業
保安監督部に相談することが望ましい。 

 

表 2.4-6 保安規程の届出にあたって必要な書類 
番号 書類の内容等 

1 保安規程届出書 
2 保安規程条文 
3 組織図 
4 点検基準表 
5 構内平面図 
6 単線結線図 

（出典）経済産業省中国四国産業保安監督部ホームページ 

http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/jikayou/file/2_2hoankitei.htm 
 

④検査申請（船級登録申請） 
浮体設備は、船舶安全法にて定められた検査を受検し、船舶検査証書を取得する必要がある。直接、

管海官庁（各運輸局・運輸支局・海事事務所）が検査を実施する場合と国土交通大臣の登録を受けた
船級協会が検査を実施する場合があるが、船舶検査証書を交付するのは管海官庁である。なお、浮体設
備の船舶検査証書の有効期間は 5年である。 
また、船舶検査証書の交付を受けていない浮体を事業実施海域まで回航し試運転するためには、管海

官庁（各運輸局・運輸支局・海事事務所）による臨時航行検査の受検及び管海官庁が交付する臨時
航行許可証が必要になる。 
これらの手続きを実際に行うにあたっては、管海官庁（各運輸局・運輸支局・海事事務所）に相談する

ことが望ましい。 
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福島沖浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業の例 
（1）設備設計 

本実証研究事業における浮体式洋上風力発電設備等は、国土交通省海事局が策定した「浮体式洋
上風力発電施設技術基準」を満たしている。 

 

（2）工事設計 
本実証研究事業における工事設計段階の許認可については、「2.1. 立地環境調査」にてとりまとめた関

係法令が適用される。詳細は、本マニュアルの「2.1  2.1.2 福島沖浮体式洋上ウィンドファーム実証研究
事業の例（49頁）」を参照のこと。 

 

（3）工事計画 
2MW風力発電設備「ふくしま未来」の工事計画を図 2.4-2 に示す。2012年秋から約 9 ヶ月かけて浮

体を建造し、その後 2013年夏までに設置海域への曳航を終え、福島沖の海象に合わせる形で、2013年
6 月ごろから係留工事を行い、すでに敷設している海底ケーブル及びダイナミックケーブルの工事を経て、同年
8月に完成し、9月に風車の運転を開始する計画を作成した。 

 

 
図 2.4-2 2MW風力発電設備「ふくしま未来」の工事計画 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

サブステーション「ふくしま絆」の工事計画を図 2.4-3 に示す。サブステーションふくしま絆は、2013 年の頭
から半年かけて浮体を建造し、その後設置海域への曳航を終え、2MW 風車と同じ時期に係留工事及び海
底ケーブルの敷設を行い、2013年夏までに設置する計画を作成した。 

 
 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
1 風車・浮体工事

a 浮体建造
b 浮体曳航（市原～小名浜）
c 風車搭載工事
d 浮体曳航（小名浜～設置海域）

2 係留工事
a 係留アンカー・チェーン設置
b 係留試験（引張試験）
c 浮体係留

3 電気工事
a 海底ケーブル敷設
b ダイナミックケーブル敷設

4 風車運転開始

2012 2013
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図 2.4-3 サブステーション「ふくしま絆」の工事計画 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
7MW風力発電設備「ふくしま新風」の工事計画を図 2.4-4に示す。世界最大級の 7MW風車を搭載

する浮体は、2013 年夏ごろから設計をはじめ、約 10 ヶ月かけて建造し、その後、長崎から小名浜までの曳
航を終え、2014 年夏に設置海域に到着し、係留する計画を作成した。計画作成時には、すでに海底ケー
ブルは据え付けられていたため、ダイナミックケーブルのみの電気工事を行い、2014年 9月に工事が完了し、
風車の運転を開始する計画を作成した。 

 

 

図 2.4-4 7MW風力発電設備「ふくしま新風」の工事計画 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

  

4Q 1Q 2Q 3Q
1 変電設備・浮体工事

a 浮体建造
b 浮体曳航（磯子～設置海域）

2 係留工事
a 係留アンカー・チェーン設置
b 係留試験（引張試験）
c 浮体係留

3 電気工事
a 海底ケーブル敷設
b ダイナミックケーブル敷設

2013

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
1 風車・浮体工事

a 浮体建造
b 浮体曳航（長崎～小名浜）
c 風車搭載工事
d 浮体曳航（小名浜～設置海域）

2 係留工事
a 係留アンカー・チェーン設置
b 係留試験（引張試験）
c 浮体係留

3 電気工事
a 海底ケーブル敷設
b ダイナミックケーブル敷設

4 風車運転開始

2013 2014
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①工事計画届の提出 
本実証研究事業においては、2013 年度に 2MW風力発電設備を「ふくしま未来洋上風力発電所」とし

て、設置するにあたって提出した工事計画届の書類を表 2.4-7 に示す。 
 

表 2.4-7 ふくしま未来洋上風力発電所の工事計画届で提出した書類 
番号 書類の内容等 

1 工事計画書 
2 工事工程表 
3 添付書類 

別添 1 送電関係一覧図 
別添 2 発電所の概要を明示した地形図 
別添 3 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 
別添 4 単線結線図 
別添 5 風車の構造図及び強度計算書 
別添 6 支持物の構造図及び強度計算書 
別添 7 短絡強度計算書 
別添 8 三相短絡容量計算書 
別添 9 発電方式に関する説明書 
別添 10 雷撃からの風車の保護に関する説明書 
別添 11 風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において

風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書 
別添 12 制御方法に関する説明書 
別添 13 新技術の内容を十分に説明した書類 
別添 14 「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」の適合状況についての説明書 
別添 15 「電気設備技術基準」の適合状況についての説明書 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

上記の書類をもとに、2013年 2月に提出した工事計画届を図 2.4-5 に示す。 
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図 2.4-5 「ふくしま未来洋上風力発電所」の工事計画届 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 

サブステーションである「ふくしま絆洋上変電所」においては、設備内に補助発電機を設置している関係で、
表 2.4-8 に示すような書類を準備して工事計画届を 2013年 3月に提出した。（図 2.4-6） 

 
表 2.4-8 ふくしま絆洋上変電所の工事計画届で提出した書類 

番号 書類の内容等 
1 工事計画書 
2 添付書類 

別添 1  ばい煙に関する説明書（下記の添付図面を含む） 
添付図面（1）発電所の所在地を示す 5万分の 1 の地形図 
添付図面（2）発電所構内配置図 
添付図面（3）ばい煙発生施設構造概要図 
添付図面（4）ばい煙処理設備構造概要図 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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図 2.4-6 「ふくしま絆洋上変電所」の工事計画届 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
7MW 風力発電設備である「ふくしま新風」についても、2MW 風力発電設備と同様の手続きをとり、

2014 年 4 月に工事計画届を提出した（図 2.4-7）。ただし、先行する発電所を増設するという形で提
出を行っている。 
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図 2.4-7 「ふくしま新風洋上風力発電所」の工事計画届（増設） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
②電気主任技術者の選任 
電気事業法第 43 条により、本実証設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電

気主任技術者を選任した。 
 

③保安規程の届出 
本実証研究事業においても、電気事業法第 42 条により、関東東北保安監督部に対して、保安規程の

届出を行った。本実証設備においては、風力発電設備の構成の基本となる、①発電施設･変電施設、②
送電施設、③監視施設の 3 つに分類して、点検巡視等の規則を定めている。具体的な設備の分類を表 
2.4-9 に示す。 

 
表 2.4-9 保安規程における本実証設備の分類 

番号 区分 設備等 
1 発電施設・変電施設 特別高圧の海底ケーブルを有する送電施設の一部、洋上風車・変電設備・浮体 
2 送電施設 基礎・装塔具を含む鉄塔設備、架空電線、鉄塔基礎施設地 
3 監視施設 陸上開閉所施設 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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④検査申請 
本実証研究事業における 4 つの浮体設備は、すべて国土交通大臣の登録を受けた船級協会である日

本海事協会の船級を取得し、管海官庁（各運輸局・運輸支局・海事事務所）から船舶検査証書が交
付されているが、その手続きにあたっては、以下の２つを実施した。 

 
1）臨時航行検査について 
船舶検査証書の交付を受けていない浮体設備を風車施設場所等へ回航し試運転する場合など臨時に

航行させる必要が生じた場合は、管海官庁（各運輸局・運輸支局・海事事務所）による「臨時航行検査」
を受検し、臨時航行許可証の交付を受ける必要がある。その際の申請書類を表 2.4-10 に示す。 

 
表 2.4-10 臨時航行検査にあたって必要な書類 

番号 書類の内容等 
1 臨時航行検査申請書 
2 手数料納付書 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

2）船舶検査証書の交付について 
船級協会による検査に合格し船級を取得した後で、表 2.4-11 に記載の申請書を管海官庁（各運輸

局・運輸支局・海事事務所）に提出し、船舶検査証書の交付を受ける必要がある。 
 

表 2.4-11 船舶検査証書の交付に必要な書類 
番号 書類の内容等 

1 船舶検査証書交付申請書（船級協会の船級証書、船級協会の検査記録を添付） 
2 無線施設免除申請書 
3 手数料納付書 
4 ＜添付資料＞ 

船舶の操縦等を適確に行うための資料の承認申請 
 ① 浮体式洋上風力発電実証事業実施要領 
 ② 緊急時の対応について記した書類（危機管理マニュアル等） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

2MW風力発電設備である「ふくしま未来」、サブステーション「ふくしま絆」、7MW風力発電設備である「ふ
くしま新風」について日本海事協会の船級証書をそれぞれ、図 2.4-8、図 2.4-9、図 2.4-10 に示す。 
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図 2.4-8 「ふくしま未来」の船級証書 図 2.4-9 「ふくしま絆」の船級証書 

 
図 2.4-10 「ふくしま新風」の船級証書 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

  



 

-78- 

2.5 建設工事 
一般的な手続 

建設工事の具体的な流れについて、概要を以下に示す。 
 

 安全対策を含む施工計画を策定し、漁業関係者、港湾関係者、地元関係者、船主等を含めた海域利
用者に対して事前説明を行なう。その後、海域を管理している都道府県・関係市町村、海上保安部等
に相談し、関係法令に即した手続きを行い、建設工事に着手する。 

 発電設備を係留させる。その後、試運転にて、使用前自主検査を行なった後、使用前安全管理審査の
合格をもって、運転開始となる。 

 
また、建設工事の流れは図 2.2-1 に示すとおりである。 
 

 
図 2.5-1 建設工事の流れ 

  

（２）建設工事

（３）試運転

６．運転保守へ

（１）施工計画の策定における安全対策

立地環境調査段階における船舶交通への影響の検討および海域・気象・海象調査段階での調査結果を踏まえ、安全対策を含む施
工計画を策定する。安全対策としては、１）海上工事における安全対策、２）運転保守期間における安全対策について、関係する
海域の航行船舶への安全対策、浮体式洋上風力発電設備の安全管理体制という観点より検討し、漁業関係者、港湾関係者、地
元関係者に対して説明を行なう。その後、海域を管理している都道府県・関係市町村、海上保安部等に相談し、必要な許認可手続
きをとる。

航行船舶への安全対策 工事中の安全対策

（１）で策定した施工計画に沿っているか、工程確認や安全対策の確認を行いながら、建設工事を行なう。港湾における工事、設
置海域への曳航後、係留試験（引張試験）を実施の上、設置海域に発電設備を係留し、電気工事を行なう。

工事終了後、試運転を行なう。発電設備の運転に向け、電気事業法で定められた手続きを行なう。工事計画届にて記載された方法
で工事が行なわれたか、発電設備が技術基準に適合しているかを確認するため、使用前自主検査を行ない、その結果を記録して保存
する。その後、使用前安全管理審査を受審し、その合格をもって発電設備の使用が認められ、運転開始となる。

１）海上工事における安全対策 ２）運転保守期間における安全対策

航行船舶への安全対策 運転中の安全管理体制
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（1）施工計画の策定における安全対策 
我が国は、四方を海に囲まれていることもあり、漁業や海上輸送が盛んで、東京湾等の船舶が多数通航

する海域（ふくそう海域）となる場所も多い。浮体式洋上風力発電設備の導入にあたっては、周辺を航行
する船舶の影響もあり航行安全性の対策を講じることとなっている。「2.3 基本設計（3）安全対策の検
討」において検討された船舶交通への影響等に対して必要な安全対策を講じる必要がある。具体的には、
海上工事における安全対策と運転保守期間中おける航行安全対策の 2 つに分けることができる。 
海上での工事をはじめとする作業を行う際の港湾利用における許可証を提出する時には、適切な措置が

講じられているかを求められるため、安全対策を含む工事の全体像を漁業関係者、港湾関係者、地元関係
者、船主等を含めた海域利用者と、海域を管理している都道府県・関係市町村、海上保安部等に説明し
て合意を得ることが求められる。合意を取得する機会として、安全対策について、海上保安部や海域利用者
等を含めた関係者や専門家が参加する委員会等を開催することが望ましい（委員については、立地環境調
査の段階で委員会を設置した場合には、当該委員会等に参画したメンバーが含まれている必要がある。） 
合意を取得後、海岸法や海洋汚染防止法、港則法、その他の占用許可等に関する許可条例といった

関係法令に基づいた手続きを行う。 
なお、プロジェクトマネージメントの観点より、HSE（Health, Safety, and Environment）に関わるリ

スクを適切に管理することが重要であるという考え方が国際的に普及しつつあり、我が国においても本項にて
記載する安全対策のほかに、労働者の健康・安全・環境を検討することが求められつつある。 

 
①安全対策検討のための調査 
安全対策を検討するにあたり、設置海域の自然環境や船舶通航状況を調査し、海上工事・運転保守

期間中の航行船舶への影響等を調査する必要がある。港湾関係者等と事前に協議した内容を踏まえ、海
上工事および設置海域での運転保守期間中の航行船舶の安全性や事業の安全性が理解されるように、
調査内容を設定する。 
調査方法としては、海域利用者等へのアンケート・ヒアリングや文献調査、シミュレーションによる評価等が

ある。なお、調査内容は立地環境調査や海域・気象・海象調査の段階において、既に調査済みのものが多
いと考えられ、追加的に調査を行う。 

 
②海上工事における安全対策 
1）航行船舶への安全対策 
海上工事における、航行船舶への安全対策としては、以下のようなことが考えられる。関係者に事前に協

議し合意を得た内容を踏まえて、安全対策を設定する必要があり、詳細については海域を管理している都道
府県・関係市町村、海上保安部等に相談する。 
・ 海上工事を行う前に、海上工事に関する情報等を十分な期間をもって漁業関係者、港湾関係者、

地元関係者、船主等を含めた海域利用者に周知する。 

・ 海上工事を行う海域の周辺を航行する一般船舶の安全な航行を確保するために、工事区域を明示
するためのブイや灯火を設置、不用意に接近する船舶に注意喚起するための必要数の警戒船の配
備等の安全対策を講ずる。 

・ その他 
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2）工事中の安全対策 
海上工事における、事業の安全対策としては、以下のようなことが考えられる。関係者に事前に協議し合

意を得た内容を踏まえて、安全対策を設定する必要があり、詳細については海域を管理している都道府県・
関係市町村、海上保安部等に相談する。 
・ 工事の作業を実施するにあたっては、作業別に安全管理体制を検討し、確立する。 

・ 事故等の緊急時に備えて緊急時連絡体制を検討し、確立する。 

・ その他 

 
③運転保守期間における安全対策 
1）航行船舶への安全対策 
運転保守期間における、航行船舶への安全対策としては、以下のようなことが考えられる。関係者に事前

に協議し合意を得た内容を踏まえて、安全対策を設定する必要があり、詳細については海域を管理している
都道府県・関係市町村、海上保安部等に相談する。 
・ 船舶航行安全の観点から、浮体式洋上風力発電設備からなるべく距離をとって航行するように海域

利用者に周知し、協力依頼を行う。 

・ 航路標識法に基づいた施設灯等の設置、施設塗装の実施および必要に応じた設備を併設する。※
詳細は「航路標識の設置及び管理に関するガイドライン（海上保安庁）」を参照のこと。（URL: 
www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/000_kouro_guideline.pdf） 

・ その他 

 
2）運転中の安全管理体制 
運転保守期間における、事業の安全対策としては、以下のようなことが考えられる。関係者に事前に協議

し合意を得た内容を踏まえて、安全対策を設定する必要があり、詳細については海域を管理している都道府
県・関係市町村、海上保安部等に相談する。 
・ 事故等の緊急時に備えて緊急時連絡体制を検討し、確立する。 

・ その他 
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（2）建設工事 
施工計画及び(1)にて調整した安全対策を遵守しながら、関係法令の手続きを行い建設工事に着手す

る。浮体式洋上風力発電設備の建設工事は、①風力発電設備・浮体工事、②係留工事、③電気工事
の 3 つに大別され、（図 2.5-2）着床式の①基礎工事、②風力発電設備設置工事、③電気工事と一
部異なる。ただし、実際の建設工事にあたっては、浮体の態様や利用する港湾施設の状況、設置海域など
の現地の様々な事由から、施工計画等に変更が生じることもあるため、関係者への連絡および調整をしっか
りと行っていくことが重要である。 

 

 
図 2.5-2 浮体式洋上風力発電設備における建設工事の種類 

 
①風力発電設備・浮体工事 
風力発電設備・浮体工事は、浮体の建造および曳航、港湾における風力発電設備の組立て、事業実

施海域への曳航等から構成される。特に、海外の着床式洋上風力発電設備のように、大規模事業の場合
は、港湾拠点が整備されて浮体の建造から浮体への風車搭載まで港湾拠点にて実施される場合も考えら
れ、浮体建造場所から風車搭載場所への浮体のみの曳航作業が生じない場合も考えられる。 

 
②係留工事 
係留工事は、係留チェーン・係留アンカーの設置と係留試験（引張試験）から構成される。係留試験は、

2012 年 7 月に日本海事協会が策定した「浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン」にて、浮体施
設の設置工事に関する検査の一環で実施が要求されており、実施要領についても定められている。 

 
＜係留試験（引張試験）の実施要領：日本海事協会ガイドライン 8.3.6（6）から引用＞ 
係留設備を設置海域で展開した後、各係留ラインに対し、以下の引張試験を行う。 

(a) 非損傷時における最大荷重で 15 分間行い、海底係留点から係留ラインの浮体施設への連結端までの健全性および海

底係留点の移動がないことを確認する。 

(b) 前(a)にかかわらず、本会が適当と認める場合、軟粘土質に対する引張試験荷重は非損傷時最大荷重を減じることがで

きる。ただし最大荷重の 80%を下回ることはできない。 

(c) 前(a)及び(b)にかかわらず、詳細な検討書が提出され本会が適当と認める場合、係留ラインに対する引張試験を省略す

る場合がある。ただし、この場合、ここの海底係留点に対し最大保持力を生じるのに必要な予備荷重を負荷する必要があ

る。この予備荷重はいかなる場合も非損傷時の平均引張力より小としてはならず、この予備荷重負荷により係留ラインの健

全性及び係留ラインの適切な配置を確認する。 

 

風力発電設備・浮体工事 係留工事 電気工事
＜例＞
○浮体の建造と曳航
○港湾における風車の組立て工事
○事業実施海域への曳航

等

＜例＞
○係留アンカー・
係留チェーンの設置

○係留試験（引張試験）
等

＜例＞
○海底ケーブルの敷設
○ダイナミックケーブルの敷設
○陸上設備との連系

等
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③電気工事 
電気工事については、海底ケーブルの敷設のほか、浮体式特有のダイナミックケーブルの敷設がある。海底

ケーブルの陸揚げ拠点から、系統連系点までは、自営線でつなぐことになる。洋上風力発電では、経済性の
観点から着床式および浮体式においても、大規模施設が想定されることから、特別高圧で連系する場合が
ほとんどとなる。現在、系統連系においては、再生可能エネルギーの大量導入に伴う容量不足が問題視され
ているところであり、電力会社との協議を事前に進めておくことが必須である。 
近年欧州では、着床式の洋上風力発電設備の建設が進んでおり、建設工事においてもプロジェクトマネー

ジメントの考え方が浸透しつつある。これは、ファイナンスの観点から事故はもちろんのこと、遅延による経済的
損失を最小限に抑えることに起因しており、第三者が建設工事の安全性の確認をするマリンワランティーサー
ベイを事業者が取得する場合も出てきている。 

 
（3）試運転 

工事終了後、正常に作動し十分な性能を発揮できるかを確認するため、試運転を行なう。発電設備の
運転に向け、電気事業法で定められた手続きを行なう。工事計画届にて記載された方法で工事が行なわれ
たか、発電設備が技術基準に適合しているかを確認するため、使用前自主検査を行ない、その結果を記録
して保存する。使用前自主検査による検査項目を表 2.5-1 に示す。ただし、この表は陸上における検査項
目であり、洋上に特化したものではないことに留意する必要がある。 

 
表 2.5-1 使用前自主検査における点検項目 

番号 項目 検査方法等 
1 外観検査 電気工作物の設置状況について、工事計画に従って工事が行われ基準に適合し

ていることを目視で確認 
2 接地抵抗測定 風力発電所各サイトの接地抵抗値が規定値以下で、必要な個所に所定の方法

の接地が行われていることを確認 
3 絶縁抵抗測定 電路の絶縁抵抗測定を JISで定められた絶縁抵抗計で行い、大地及び他の電路

と絶縁されていることを確認 
4 絶縁耐力試験 電力回路や機器の使用電圧に応じた試験電圧を 10分間加え、絶縁に異常のな

いことを確認 
5 保護装置試験 電気設備技術基準で規定される保護装置ごとに､関連継電器を動作して正常に

動作することを確認 
6 遮断器関係試験 ①操作用駆動源の付属タンクの容量試験、②駆動力発生装置自動始動停止

試験、③駆動力発生装置付属タンク安全弁動作試験を実施して動作に異常が
ないことを確認 

7 総合インターロック試験 発電設備を負荷運転し、総合インターロックが作動する電気的および機械的要素
のそれぞれについて事故を模擬し、保護継電装置を動作させ、プラントが自動的か
つ安全に停止すること、関連する警報・表示等が正常に動作することを確認 

8 制御電源喪失試験 発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに、過渡変化する主要のパラメー
ターを測定し、異常がないこと、遮断機、開閉器が正常に動作すること、警報・表
示が正常に出ることを確認 

9 負荷遮断試験 発電設備の出力の 1/4 負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことの確認し
たあと、4/4 負荷運転で試験をし、負荷遮断時に過渡変化するパラメーターの変
動が制限値内にあり、プラントが安全に規定の状態へ移行すことを確認 
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番号 項目 検査方法等 
10 遠隔監視制御試験 発電制御所にて、主機の自動始動停止操作、必要な遮断器等の開閉操作や運

転に必要な制御開閉器類の制御操作を遠隔で行い、当該機器が正常に動作す
ること、および主機の状態変化が発電制御所または技術員駐在所に表示されるこ
とを確認 

11 負荷試験（出力試験） 発電設備を可能な限り定格運転を保持して、機器各部の温度上昇が飽和状態
になるまで連続運転し、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等がない
こと、高調波の測定機器の警報がないこと等、各装置の定格が工事計画書どおり
であり、異常が認められないことを確認 

12 騒音測定 騒音規制法にて規定された特定施設をもつ発電所を指定地域内に設置する場
合、JIS で定められた方法で騒音を測定し、規制基準に適合していることを確認 

13 振動測定 振動規制法にて規定された特定施設をもつ発電所を指定地域内に設置する場
合、特定工場等において発生する振動に関する基準に規定する方法で測定し、
規制基準に適合していることを確認 

（出典）電気事業法施行規則第 73条の 4 に定める使用前自主検査の方法の解釈より作成 

 
使用前自主検査の後、使用前安全管理審査を受審し、その合格をもって発電設備の使用が認められ、

運転開始となる。 
 
上記、（１）～（３）までのプロセスを経て、浮体式洋上風力発電設備が法的に運転開始と認められ

ることとなり、「2.６.運転保守」へと進むことになる。 
 
現在、経済産業省と国土交通省において、洋上風力発電設備の円滑な導入促進に向け、電気事業法

と港湾法の各法に基づく審査手続きの合理化等を企図した「港湾における施設検討委員会」を設置し、洋
上風力発電設備の審査基準に関する考え方をまとめ、平成 30年 3月に「洋上風力発電設備に関する技
術基準の統一的解説」及び「洋上風力発電設備の施工に関する審査の指針」を策定した。港湾内に風力
発電設備を設置する場合は、上記を参考にする必要がある。 
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福島沖浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業の例 
（1）施工計画の策定における安全対策 

本実証事業では、事前に関係者と調整の結果、関係者を含む有識者による船舶航行安全対策調査委
員会およびその下に 3 つの作業部会を設置した。船舶航行安全対策調査委員会の体制図を図 2.5-3 に
示す。安全対策検討のための調査内容・結果や安全対策の内容について、関係者との合意を取得した。そ
の後、関係法令に則した手続きを行った。 

 

 
図 2.5-3 船舶航行安全対策調査委員会の体制図 

 
①安全対策検討のための調査 
安全対策検討にあたっては、表 2.5-2 のように調査項目を整理した。調査項目は立地環境調査や海

域・気象・海象調査の実施内容と重複があり、その結果を用いている。 
 

表 2.5-2 安全対策検討にあたっての調査項目 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 

船舶航行安全対策調査委員会

作業部会（３）
小名浜港内・福島県沖における作業について

作業部会（２）
東京湾の曳航作業について

作業部会（１）
ビジュアル操船シミュレーションについて

調査項目 調査内容 
洋上風力発電の事例 海外における洋上風力発電の事例において、安全対策の検討にあたり実施された

調査項目および提言された安全対策等を調査した。 
福島県沖の現況 
※立地環境調査において実施 

設置海域周辺の自然環境、航行環境を整理した。 

船舶通航実態調査 
※海域・気象・海象調査において実
施 

アンケート調査により、設置海域における通航船舶の実態を把握するとともに、AIS
データより船舶通航実態（1年間+4 か月間）を解析・整理した。 

必要な灯火等の検討 浮体式洋上風力発電設備に設置が必要となる、灯火等について検討した。 
浮体式洋上風力発電設備のレーダー
映像調査 

船舶用レーダーによる浮体式洋上風力発電設備の探知距離、レーダー干渉等のレ
ーダー映像への影響について、既往資料により船舶の航行安全上の問題点を抽出
した。 

ビジュアル操船シミュレーション シミュレーション上で設置海域の航行環境および航行制限状況を再現し、浮体式洋
上風力発電設備の視認性を確認するとともに、当該設備を設置した場合の、船舶
交通の安全性を検証した。 
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上記の調査により得られた結果を表 2.5-3 に示す。 
 

表 2.5-3 調査結果 
検討項目 調査・検討結果 

船舶通航 
実態調査 

AIS データによる 
船舶通航実態調査 

○主要な通航ルートは 2 つあり、①塩屋埼沖～金華山沖を往来するルートで設置
海域の東側を通航するルート、②塩屋埼沖～仙台湾を往来するルートで設置海域
の西側を通航するルートがあり、これらの航行ルートは設置海域の南側で合流してい
る。対象海域は、これらの通航ルート上に位置している。 
○通航速力は 10～13kt が多く、ピーク時間帯は、南航船が 1.56隻/時、北航船
が 1.97隻/時であった。 
○船種別通航隻数は、貨物船が最も多く（ 30.2%）、次いでタンカー
（17.9%）、RORO 船（9.1%）であった。また、船型別通航隻数は、3,000～
10,000 総トンが最も多く（21.4%）、次いで 10,000～30,000 総トン
(11.4%)、1,000～3,000総トン（7.2%）であった。 

設置海域を航行する
運航船社に対するアン
ケート調査 

○対象海域は年間を通じてそれほどふくそうしていない。 
○船型が大きい船舶は沖合を通航しており、AIS を搭載していない小型船は陸岸寄
り(離岸距離 5～10 マイル)で、設置海域の西側を通航している。 
○濃霧時期は広範囲に視界が悪くなり、長く継続する。 
○船位確認の手段は「目視とレーダー」、「GPS(ECDIS)」の利用が 8 割以上であっ
た。 
○漁船は相対的に少ないが、底引き網漁はじめ各種の漁法がある。また、プレジャー
ボートの活動は少ない。 
○風力発電設備の設置位置が通航船舶のコースライン上になることから、設置海域
の東側、西側において見合い関係が発生し易くなる。 
○「風力発電設備の視認性を高めて欲しい。特に、夜間や濃霧時の視認性を高め
てほしい。」との要望があった。 

灯火等の 
配置 

浮体式洋上風力発電
設備を表示する灯火
等 

＜IALA勧告 O-139 による基準及び行政機関の意見照会をふまえた灯火等＞ 
○昼間の視認性：浮体部を黄色の塗色とする。 
○夜間の視認性：同期点滅の標識灯を複数設置する。灯質は黄色の閃光式、光
力は 80cd(光達距離 5海里以上) 
○視界不良時に備え、音響信号（霧笛）を設置する。 
○AIS航路標識を設置する。（関係機関と協議） 

レーダー映像
調査 

海外事例をふまえた 
レーダー映像への影響
に関する調査 

○英国テムズ川河口にある Kentish Flats洋上風力発電設備のレーダー映像調査
によれば、その構造物がレーダー電波の強反射体であることから、レーダー偽像の発
生、映像の歪み等が発生するが、付近航行船舶の航海士や水先人にヒアリングした
結果、レーダー偽像の存在は確認しているが、風力発電設備の位置を把握していれ
ば、映像の継続的な監視、レーダーのゲイン調整等の対策を講じることにより対応可
能であるとの回答であった。 

浮体式洋上風力発電
設備のレーダー探知距
離に関する調査 

○距離 14 マイル程度からレーダーでの探知が可能であった。 

操船シミュレー
ション 

浮体式洋上風力発電
設備の視認性に関す
る調査 

○風力発電設備の視認性は、昼夜とも 3～4マイル手前から肉眼で確認でき、全般
的に良好であり、灯火の同期点滅が夜間の視認性の向上に効果的であった。 
○なお、風力発電設備の至近にある小型船舶、漁船、作業船は相対的に視認性
が劣ることから、注意が必要であることがわかった。 
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通航船舶の見合い関
係に関する調査 

〇定量的評価 
操船の困難性を示す評価指標である避航操船空間閉塞度（BC 値）は、検証を
行ったいずれのケースも0.2以下であり、操船者が操船を困難に感じる数値ではなく、
避航操船に使用した操舵量も 15 度未満と常用舵角の範囲内での避航操船であっ
た。また、風力発電設備との離隔距離は 1,100m以上が確保されていた。 
〇主観的評価 
浮体式洋上風力発電設備付近における通航船舶の見合い関係について、以下の
知見が得られた。 
・浮体式洋上風力発電設備付近で通航船舶が行き会う場合、相手船の避航の仕
方によっては、船舶が当該設備に接近するおそれがあるため、同海域での避航動作を
避けるよう、当該設備の位置等を事前に広報、周知して、協力を求めることが必要で
ある。他船の急な進路変更等に伴う避航の必要性を考慮すると、通航船舶と風力
発電設備との離隔距離は 1海里以上確保することが望ましい。 
・浮体式洋上風力発電設備付近の小型船舶、漁船、作業船は相対的に視認性が
劣るので注意が必要である。 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
上記の調査結果を踏まえ、海上工事および運転保守期間における安全対策を検討した。 
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②海上工事における安全対策 
本実証事業の初期段階において施工を行った 2MW 浮体式洋上風力発電設備「ふくしま未来」と浮体

式洋上サブステーション「ふくしま絆」の施工フローを図 2.5-4 に示す。 
 

 
図 2.5-4 施工フロー 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
本実証事業では、海上工事における施工フローのそれぞれの段階において、航行船舶への安全対策およ

び工事中の安全対策を検討した。 
  

係留アンカー・係留チェーン設置 

係留試験（引張試験） 

浮体曳航（市原～小名浜） 

港内浮体着底 

風車電気工事 

浮体曳航（小名浜～設置海域） 

浮体係留 

ライザーケーブル敷設 

ライザーケーブル埋設 

海底ケーブル敷設 

2MW洋上風力発電設備 浮体式洋上サブステーション 

海底ケーブル埋設 

係留アンカー・係留チェーン設置 

係留試験（引張試験） 

浮体曳航（横浜～設置海域） 

浮体係留 
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1）航行船舶への安全対策 
海上工事中の周辺の航行船舶の安全性を確保するにあたり、海上工事期間中は浮体式洋上風力発

電設備周辺に警戒船を配備することとした。また、作業の状況等について周辺の航行船舶へ情報提供を行
うとともに、協力を依頼した。 

 
【警戒船の配備】 

警戒船を、浮体式洋上風力発電設備等の曳航や海上工事の際に配備した。 
警戒船の業務は以下の通りである。 

・ 周辺海域を航行する一般船舶等に工事作業等の情報を提供する。 
・ 周辺海域を航行する一般船舶や漁船等の交通情報を工事作業船団に情報提供する。 
・ 工事作業船団に異常接近する船舶に対して、警戒・注意喚起を行い協力要請する。 
・ 事故が発生した場合に、人命の安全確保、被害の拡大防止に必要な措置を講じる。 

 
参考として２MW 浮体式洋上風力発電設備の曳航時や設置工事時における、警戒船の配備状況の

例を表 2.5-4 に示す。なお、警戒船の配備は、事業環境等に応じて検討する必要があり、本事業では航
行安全対策調査委員会にて合意を得たとおり警戒船の配備を行った。 

 
表 2.5-4 作業内容別の警戒船の配備状況 

作業内容 隻数 

係留アンカー・係留チェーンの敷設 
前方警戒船：1隻 
後方警戒船：1隻 
計：2隻 

東京湾～小名浜港沖の曳航 
前方警戒船：1隻 
側方警戒船：1隻 
計：2隻 

小名浜港内の曳航およびバラスティング 1隻（曳航船団周囲の警戒を実施） 

小名浜港沖～設置海域の曳航 
前方警戒船：1隻 
側方警戒船：1隻 
計：2隻 

係留試験（引張試験） 
前方警戒船：1隻 
後方警戒船：1隻 
計：2隻 

海底ケーブルの敷設 2隻 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
また、参考として本実証事業において配備した警戒船の性能・装備の例を表 2.5-5 に示す。 
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表 2.5-5 警戒船等の性能・装備の例 
性能・装備 具体的な内容 

速力 対水速力 12kt以上 
堪航性 波高 2.5m程度の海象条件でも航行できること。 
連絡・情報設備 AIS、国際 VHF、船舶電話、工事用無線 
監視機材 双眼鏡、レーダー、ECDIS 
注意喚起器材 拡声器、信号灯および探照灯、サイレン、国際信号旗 
その他 海図および海事法令集 

専従の警戒員１名 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
【航行船舶への情報提供・協力依頼】 

作業・曳航を開始する前に、海事関係者や漁業関係者に対して情報提供を行った。参考として情報提
供の内容を表 2.5-6 に示す。 

 
表 2.5-6 情報提供の内容 

項目 概要 
作業・曳航の概要 作業・曳航船団の概要、作業・曳航のスケジュール、警戒船等の配備状況等 
曳航船団の運航情報 曳航船団の運航経路、航行予定時間、その他の必要事項 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
また、情報提供の手段は以下の通りである。 

・ ホームページによる周知、パンフレット等の配布 
・ 海上保安庁への水路通報記載、航行警報の放送等の依頼 
・ 海事関係団体などの組織を通じての資料提供・関係船舶への伝達依頼 

 
情報提供を行った上で、一般船舶や漁船、プレジャーボートに対して、協力依頼を行った。参考として表 

2.5-7 に協力依頼の内容を示す。 
 

表 2.5-7 協力依頼の内容 
対象 内容 

一般船舶 ・係留アンカー・係留チェーン等の敷設位置を迂回するよう通航ルートを変更すること。 
・係留アンカー・係留チェーン等の敷設位置の付近を通航する場合、少なくとも 1 海里以上
の隔離距離を確保すること。 
・係留アンカー・係留チェーン等の敷設位置付近の錨泊を自粛すること。 
・係留アンカー・係留チェーン等の敷設位置を維持管理する小型作業船に留意すること。 

漁船 ・係留アンカー・係留チェーン等の敷設位置に接近しないこと。 
・係留アンカー・係留チェーンや海底ケーブルに注意して操業すること。 

プレジャーボート ・係留アンカー・係留チェーン等の敷設位置に接近しないこと。 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 
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また、協力依頼の手段は以下の通りである。 
・ ホームページによる周知 
・ 海上保安庁への水路通報記載の依頼 
・ 海事関係団体などの組織を通じての資料提供・関係船舶への伝達依頼 

 

2）工事中の安全対策 
工事中の作業の安全性を確保するにあたり、安全管理体制を検討した。また、作業要領を作成するととも

に、気象・海象情報を取得した上で荒天時の対応を検討した。 
 

【安全管理体制】 
安全管理体制は、作業別に指揮系統を確立するとともに、通常時の連絡体制および緊急時の連絡体制

を設定した。また、体制図については関係者に周知し、円滑に連絡が行われるようにした。参考として緊急時
の連絡体制図を図 2.5-5 に示す。 

 
図 2.5-5 緊急時の連絡体制図 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
【作業要領の作成】 

曳航船や工事作業船の運航要領や、海底ケーブル等の敷設、浮体式洋上風力発電設備の設置の作
業要領を作成した。参考として表 2.5-8から表 2.5-11 に例を示す。 
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表 2.5-8 曳航船の運航要領 
番号 内容 
1 曳航作業等の安全性を確保し、効率的な曳航作業を行うため、精度の高い気象・海象情報を収集する。 
2 曳航船団の喫水と水深の関係をふまえ、航行可能な水域を事前調査して曳航計画を立案する。 
3 警戒船により、一般船舶、小型船等が曳航船団に接近しないよう、必要に応じて注意喚起して、協力動作を依頼す

る。 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
表 2.5-9 工事作業船の運航要領 

番号 内容 
1 小名浜港の入港/出港～外洋航行に移行する際の曳航索の長さ調整は、船舶のふくそう・集中する海域では行わ

ない。 
2 曳航中は、曳航作業の安全性を確保し、効率的な曳航作業を行うため、精度の高い気象・海象情報を収集する。 
3 曳航船団の喫水と水深の関係を踏まえ、航行可能な水域を事前調査して、操船目標、変針目標、避険線の設定

等を勘案した曳航計画を立案する。 
4 曳航経路の選定においては、一般船舶等の主要航路、漁業の盛んな海域を避ける等の適正な経路を選定する。 
5 必要に応じて前方警戒船を先行させ、付近航行船舶、小型船等が曳航船団に接近しないよう、必要に応じて注意

喚起して、協力動作を依頼する。 
6 大角度変針する場合は、少しずつ数回に分けて変針する。やむを得ず大角度に変針する場合は、減速して曳船お

よび被曳航物件の姿勢制御に留意する。 
7 曳航時期は福島沖にかけて霧が発生する時期と重なる。視界制限状態の場合は、見張員を増員して減速航行す

る等の適切な措置を講じる。 
8 海上衝突予防法等の関係法令を遵守し、見張りの励行に努めるとともに、定期的に曳航索の状態や各部の巡視・

点検を行い、安全運航に努める。 
9 夜間は必要に応じ、曳航物件を探照灯で照射する等して付近航行船舶に知らしめる。 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
表 2.5-10 海底ケーブル等の敷設の作業要領 

番号 内容 
1 係留作業の安全性を確保するため、作業中における精度の高い気象・海象情報を収集する。特に、ケーブル敷設

作業等は途中で中止することが困難なため、作業開始時点で気象・海象情報をもとに、作業実施の可否を適切に
判断する。 

2 警戒船を配備して、一般船舶、小型船舶等が工事作業船に接近しないよう、必要に応じて注意喚起して、協力動
作を依頼する。 

3 天候が悪化するおそれのある場合は、船長は運航管理責任者と連絡を密にし、早期に荒天措置を講じる。 
4 海上衝突予防法等の関係法令を遵守し、見張りの励行に努めるとともに、工事作業船は海上衝突予防法に基づく

灯火、警鐘物を掲揚する。 
5 作業開始前には設備、用具、船舶等の始業点検を実施するとともに、機材の配置ならびに固縛状態の確認を行う

等、事故の未然防止に努める。 
6 曳船、作業船および現場作業員には救命胴衣、安全靴、安全帽等の保護具の装着を徹底させる。 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 
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表 2.5-11 浮体式洋上風力発電設備の設置の作業要領 
番号 内容 
1 係留作業の安全性を確保するため、作業中における精度の高い気象・海象情報を収集する。特に、係留アンカーの

係留試験（引張試験）等は作業を途中で中止することが困難なため、作業開始時点で気象・海象情報をもとに、
作業実施の可否を適切に判断する。 

2 警戒船を配備して、付近航行船舶、小型船舶等が工事作業船に接近しないよう、必要に応じて注意喚起して、協
力動作を依頼する。 

3 天候が悪化するおそれのある場合は、船長は運航管理責任者と連絡を密にし、早期に荒天措置を講じる。 
4 天候、作業手順等の都合により、係留作業を途中で中断する場合は、係留チェーン 1条毎の端末に灯浮標を設置

する。係留チェーンの端末に設置する灯浮標は付近航行船舶、小型船舶等から十分認識できる性能、仕様である
こと。 

5 海上衝突予防法等の関係法令を遵守し、見張りの励行に努めるとともに、工事作業船は海上衝突予防法に基づく
灯火、警鐘物を掲揚する。 

6 作業開始前には設備、用具、船舶等の始業点検を実施するとともに、機材の配置ならびに固縛状態の確認を行う
等、事故の未然防止に努める。 

7 曳船、作業船および現場作業員には救命胴衣、安全靴、安全帽等の保護具の装着を徹底させる。 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
【気象海象情報の取得・荒天時の対応の検討】 

気象予測会社等から週間天気予報や翌日天気予報を継続的に入手し、荒天が予想される際には浮体
式洋上風力発電設備の安全を確保するための対応を行った。参考として作業ごとの荒天時の対応を表 
2.5-12 に示す。 

 
表 2.5-12 荒天時の対応 

作業内容 対応 
港湾での作業 海底にクッション材を設置し、浮体式洋上風力発電設備等をその上

に着底させることとした。 
浮体式洋上風力発電設備の係留 作業船は沖泊待機、または小名浜港へ荒天避泊することとした。 
海底ケーブル等の敷設工事 作業船は沖泊待機、または小名浜港へ荒天避泊することとした。 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
また、各作業の中止基準を設け、作業条件を満足する気象状況が予想される場合のみ、作業を実施し

た。参考として作業中止基準の例を表 2.5-13 から表 2.5-16 に示す。なお、作業中止基準は事業環境
等に応じて検討する必要があり、本事業では航行安全対策調査委員会にて合意を得た作業中止基準に
基づき作業を行った。 

 
表 2.5-13 港湾内における作業中止基準 

作業場所 作業 風速 波 潮流 視程 
小名浜港 係留チェーン展張、積込 他 10m/s 1.0m ― ― 
小名浜港 海底ケーブル等の資機材積込 10m/s 1.0m ― ― 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 
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表 2.5-14 曳航作業における作業中止基準 

作業内容 曳航方式 場所 
作業中止基準(決行判断時の基準) 
有義波高 周期 風速 視界 潮流 

①小名浜岸壁
～曳航準備 

喫水 
3.7m 

小名浜港内 0.5m ― 12m/s 1,000m 2.0kt 

②曳航 
喫水 10m 
曳航 

小名浜港～ 
設置海域 

2.0m ― 15m/s 1,000m 2.0kt 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
表 2.5-15 浮体式洋上風力発電設備の係留作業における作業中止基準 

作業 
場所 

作業内容 
作業中止基準 

有義波高 周期 風速 視界 潮流 

設置 
海域 

係留アンカー・係留チェー
ンの敷設作業 

1.5m ― 12m/s 1,000m 2.0kt 

係留アンカーの係留試験 
（引張試験） 

1.5m 9s 10m/s 1,000m 1.0kt 

浮体係留作業 1.5m 9s 12m/s 1,000m 2.0kt 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 
 

表 2.5-16 海底ケーブルの敷設工事における作業中止基準 
作業内容 有義波高 風速 流れ 視程 
作業船の曳航 2.0m 12m/s 2.0kt 1,000m 
ケーブル陸揚げ 1.0m 7m/s 0.7kt 1,000m 
ケーブル敷設 1.5m 10m/s 1.5kt 1,000m 
ＲＯＶによるケーブル敷設 1.5m 10m/s 1.5kt 1,000m 
アクアジェット敷設 1.0m 10m/s 1.0kt 1,000m 
ダイバー作業 1.0m 7m/s 0.7kt 1,000m 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
③運転保守期間における安全対策 
1）航行船舶への安全対策 

【航行船舶への情報提供・協力依頼】 
航行船舶の安全性を確保するにあたり、海事関係者に対して浮体式洋上風力発電設備の設置位置や

実証事業の内容に関する情報提供を行った。また、一般船舶等の浮体式洋上風力発電設備に接近する
可能性がある船舶に対して、離れて航行することなどの協力依頼を行った。 
情報提供は、パンフレットやホームページ等を通じて、以下の内容を提供した。 
 

・ 風力発電設備の概要、設置位置 
・ 実証実験の内容、実施期間 
・ 海底ケーブル、係留チェーンの位置 
・ 風力発電設備に関わる海難事故発生時の緊急連絡先 
・ その他航行安全に必要な事項 



 

-94- 

情報提供を行った上で、一般船舶や漁船、プレジャーボートに対して、協力依頼を行った。参考として協
力依頼の内容を表 2.5-17 に示す。協力依頼は、情報提供同様にパンフレットやホームページ等を通じて
行った。 

 
表 2.5-17 協力依頼の内容 

対象 内容 
一般船舶 ・風力発電設備を迂回するよう通航ルートを変更すること（特に春季から夏季にかけて霧の多発する

海域であり留意することが必要）。 
・風力発電設備により行き会い船舶の視認性に影響が生じる可能性があること。 
・風力発電設備の付近を通航する場合、少なくとも 1海里以上の離隔距離を確保すること。 
・海底ケーブル、係留チェーンの設置位置付近の錨泊を自粛すること。 
・風力発電設備を維持管理する小型作業船に留意すること。 

漁船 ・浮体式洋上風力発電設備に接近しないこと。 
・係留アンカー・係留チェーンや海底ケーブルに注意して操業すること。 

プレジャーボート ・浮体式洋上風力発電設備に接近しないこと。 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
【標識等の設置】 

灯火等の航行安全性を確保する上で必要となる設備の検討にあたっては、IALA 勧告 O-139 を踏まえ
て、設置海域、設備の形状、規模等を勘案して設定し、航行安全性対策検討委員会にて、関係者への意
見照会を行いながら進めた。検討にあたっての論点の 1 つとして、IALA 勧告を沖合いでの発電設備を個別
構造物としてとらえるか、構造物群としてとらえるかであった。委員会において、本実証事業では、同一事業
者が同一海域に設置していることそれぞれの発電設備の間隔が IALA 勧告の 3 海里を超えないことから構
造物群としてとらえることとした。 
構造物群としてとらえる場合、海外の事例を踏まえると境界に該当する発電設備に灯火等の設備を搭載

する傾向があるが、本事業では、2013 年度に 2 機、2014 年度に 1 機、2015 年度に 1 機の計画であ
り、境界となる発電設備が年次ごとに変化することから、各発電設備に灯火等の設置をすることになった。そ
れぞれの浮体における標識等のスペックを表 2.5-18～表 2.5-21 に示す。 
 

表 2.5-18 構造物の塗料に関する性能要件と本実証事業での実績 
項目 性能要件 2MW サブステーション 7MW 

塗色 黄（色度範囲の規程あ
り。） 

黄 黄 黄 

範囲 最高水面上から15mまで
の全周又は、最高水面上
から 15ｍまでの高さを奇
数等分（幅 2ｍ以上） 

平均海面下-4m～海
面上 16m まで全周 

海面上から 18m の高
さまで全周 

平均海面下-1.5m～
海面上 15mまで全周 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 
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表 2.5-19 航路標識灯等に関する性能要件と本実証事業での実績 
項目 性能要件※ 2MW サブステーション 7MW 
設置基数 ー 3基 

（予備 3基） 
4基 
（予備 4基） 

４基 
（予備 4基） 

設置場所  最高水面上 6m かつロー
タの羽の最下点より低い位
置 

浮体デッキ上（海面
上 16m） 

浮体デッキ上（海面
上 22m） 

浮体デッキ上 (海面上
16m) 

視認範囲 全周から視認できること。 全周 全周 
 

全周 

灯色 黄 黄 黄 黄 
光り方 単せん光又は群せん光 

全ての光り方を同期点滅
させる 

単閃光（周期：約 3
秒毎に 1閃光） 

単閃光（周期：約 3
秒毎に 1閃光） 

単閃光（周期：毎３
秒間に１閃光） 

光度 周囲構造物 
80 カンデラ以上（最小光
達距離 5海里以上） 
中間構造物 
5 カンデラ以上（最小光
達距離 2海里以上） 

100 カンデラ 
（保守率 0.77） 

100 カンデラ 
（保守率 0.77） 

100 カンデラ 
（保守率 0.77） 

 ※本性能要件は、構造物群で設置する場合の要件である 
（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
表 2.5-20 音響信号に関する性能要件と本実証事業での実績 

性能要件 基準 2MW サブステーション 7MW 
設置基数 1基 1基 1基 1基 
設置場所 ー 浮体デッキ上（海面

上 16m） 
海面から約 41m 浮体（コラム C）デッ

キ上 (海面上 15m) 
音達距離 必要な方向に2海里以上 0.5海里 2海里 0.5海里 
吹鳴周期 モールス符号U音周期30

秒以内 
モールス符号U音周期
30秒 

モールス符号U音周期
30秒 

モールス符号U音周期
30秒 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

 
また、霧等による視界不良のときに可聴音で方向や存在を知らせるために音響信号を設置することとなった。

その配置にあたっては、音の干渉防止を考慮し、最終的にはサブステーションに音達距離が 2 海里のものを、
残りの浮体には 0.5海里のものを設置し、これら 2種類が同時にならないようにした。 

  



 

-96- 

表 2.5-21 AIS航路標識に関する性能要件と本実証事業での実績 
性能要件 基準 2MW サブステーション 7MW 

IEC基準 
Type 

ー IEC 62320-2 
Type 3 

IEC 62320-2 
Type 3 

IEC 62320-2 
Type 3 

設置場所 ー 浮体デッキ上（海面
上 16m） 

浮体デッキ上（海面
上 22m） 

浮体（コラムS）デッキ
上 (海面上 16ｍ) 

設置基数 ー 1基 1基 1基 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

本事業では、船舶側でより確実に実験設備を把握できるようAIS航路標識を搭載している。設置方法に
ついては、委員会での議論の結果、実験設備が 1 海里程度はなれていること、世界初の取組であり、AIS
航路標識の効果を調査する事業の趣旨に鑑みて、全設備に搭載することとなった。 

 
2）運転中の安全管理体制 
本実証事業では、浮体式洋上風力発電設備の運転中の維持管理体制や緊急連絡体制、地震津波

対策を検討し、安全管理体制を確立した。それぞれの検討内容を表 2.5-22 に示す。また、参考として緊
急連絡体制図を図 2.5-6 に示す。 

 
表 2.5-22 安全管理体制の検討内容 

項目 検討内容 
風力発電設備の維持管
理体制 

浮体式洋上風力発電設備を適切に保守・管理し、設備の損壊、灯火・AIS の欠射等によ
る付近通航船舶への影響を避けるよう努める。また、風力発電設備に関する事故が発生し
た場合には、速やかに関係行政機関に連絡し、必要な指示を仰ぐとともに、事故状況の詳
細を把握し、必要な応急措置等を適切に講じる。 

緊急連絡体制 風力発電設備を表示する灯火等の障害および設置海域付近で発生した海難事故、津波
等の災害に即応するため、昼夜を問わず連絡できる関係先電話番号等を一覧表に取りまと
めた緊急連絡先一覧を作成し、緊急連絡体制を確立するとともに、海事関係者に周知す
る。 

地震津波対策 津波の注意報や警報等の情報は、災害対策基本法に基づく海上保安庁防災業務計画お
よび気象業務法の定めにより、海上保安庁をはじめ関係機関から船舶および沿岸地域の住
民等へ周知・伝達される。 
津波注意報・警報が発令された場合の対応について、緊急時対応マニュアルに対応方法を
定める等、緊急対応方法を検討する。 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 
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図 2.5-6 緊急連絡体制図 
（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

  

事業者事務所

海上保安部

①障害発生連絡
②復旧連絡

必要に応じて航行警報、
AISにより船舶へ情報提供

障害対応・復旧作業
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（2）建設工事 
本実証事業では、2MW 風力発電設備, 5MW 風力発電設備, 7MW 風力発電設備とサブステーショ

ンを設置している。(1)の安全対策の検討と同様に、各浮体の建設工事の概要を表 2.5-23 のように類型
化した。本実証研究事業において、浮体の種類や曳航の特徴、港湾工事の実施の有無などを勘案すると、
2MW 風力発電設備、サブステーション、7MW 風力発電設備の 3 つの設備で網羅できることから、本導入
マニュアルでは、5MW 風力発電設備の詳細は省略する。また、建設工事の流れを風力発電設備・浮体工
事、係留工事、電気工事の 3 つに分けて、紹介する。 

 
表 2.5-23 各浮体の建設工事の概況 

 2MW風力発電設備 
（セミサブ） 

サブステーション 
（アドバンストスパ

ー） 

7MW風力発電設備 
（セミサブ） 

5MW風力発電設備 
（アドバンストスパ

ー） 
ふうそう海域の曳航 ○（東京湾） ○（東京湾）  ○（大阪湾） 
長距離の曳航   ○（長崎～福島）  
港湾での組立て   ○（小名浜港）  

 
①2MW風力発電設備・浮体の建設工事 

 2MW風力発電設備・浮体である「ふくしま未来」の施工フローを図 2.5-7 に示す。 
 

 
図 2.5-7 2MW風力発電設備「ふくしま未来」の施工フロー 

（出典） 福島洋上風力コンソーシアム 

  

係留アンカー・係留チェーン設置

係留試験（引張試験）

浮体建造（市原）

小名浜港内浮体着底

風車電気工事

浮体曳航（小名浜～設置海域）

浮体係留

ダイナミックケーブル敷設

海底ケーブル敷設

風力発電設備・浮体工事 係留工事 電気工事

浮体曳航（市原～小名浜）
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1）風力発電設備・浮体工事 
【浮体の建造】 

2013 年 5 月下旬に完成した 2MW 浮体は、コンパクトセミサブ浮体とよばれ、中央のセンターカラム、３
本のサイドカラム、３本のブレース、甲板デッキビームおよびボンツーンビームから構成され、2MW 風力発電設
備を支持する構造となっている。コンパクトセミサブ浮体は、喫水が浅く、建造、曳航に優れており、サイドカラ
ム底部にあるフーティングバラストタンクにより浮体の喫水が制御される特徴である。建造の様子を図 2.5-8
に示す。 
その後、2013 年 6 月にコンパクトセミサブ浮体に２MW ダウンウィンド型の浮体式洋上風力発電設備を

搭載した。。3 節に分割された 48.5m のタワーを据え付け、ナセルを搭載した後、39m のブレードが取付け
られ、直径約 80m の浮体式洋上風力発電設備の建方が完了した。その様子を図 2.5-9 に示す。 

 

 

図 2.5-8 2MW浮体の建造 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

コンパクトセミサブ浮体の全景 フーティングバラストタンクとポンツーンビーム

デッキビーム
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図 2.5-9 2MW浮体における風力発電設備の建方 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
【浮体の曳航（市原から小名浜港）】 

2013年 6月 27日、2MW風力発電設備搭載コンパクトセミサブ浮体が市原の造船ドックを出渠し、東
京湾を抜け、小名浜港に向かって曳航をした（図 2.5-10）。曳航にあたっては、船舶航行安全対策調
査委員会にて取りまとめた安全対策を踏まえている。曳航ルートと曳航状況図は、東京湾内と外洋の２パタ
ーンあり、東京湾を図 2.5-11 に、外洋を図 2.5-12 に示す。 

 

 
図 2.5-10 2MW風力発電設備・浮体の曳航（東京湾市原～小名浜港） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

ブレードの揚重

ブレードの取付

タワーの据付 ナセルの取付

造船ドックからの出渠 浮体の曳航の様子
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図 2.5-11 東京湾における 2MW風力発電設備・浮体の曳航ルートと曳航状況図 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

 
図 2.5-12 外洋における 2MW風力発電設備・浮体の曳航ルートと曳航状況図 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
2）係留工事 

 【係留チェーンと係留アンカー】 
本実証で用いた係留チェーンは、係留チェーン径が 132mm で R3S の規格であり、世界のオフショアマー

ケットでの実績を活かし、我が国の厳しい気象・海象条件にも適しているものである（図 2.5-13）。また、
係留アンカーについては、オランダにある Vryhof製の Stevshark を採用した。 
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図 2.5-13 本実証事業にて用いた係留チェーンと係留アンカー 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 【係留チェーンの敷設作業】 

2013 年 5 月、実証研究実施海域にコンパクトセミサブ浮体およびサブステーションを係留する係留アンカ
ーおよび係留チェーンの設置を行った。そのときの様子を図 2.5-14 に示す。 

 
図 2.5-14 係留チェーンの敷設作業 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 【引張試験】 

係留チェーンと係留アンカーの敷設の後、「浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン」にて規定され
ている引張試験を実施した。その様子を図 2.5-15 に示す。 

 

係留チェーン 係留アンカー
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図 2.5-15 引張試験の様子 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
3）電気工事 

 【送変電システム】 
本実証事業における送変電システムの概要図を図 2.5-16に示す。設置する 3基の風力発電設備にて

発電された電気は、一度洋上変電所に集められ、66kV まで昇圧し、海底ケーブルをとおして、陸上の開閉
所につながっている。 

 
図 2.5-16 送変電システムの概要図 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 【海底ケーブルの工事】 

2013年 6月上旬に陸上開閉所のある広野海岸にて沖合いの作業船から海底ケーブルの引き込みを海
岸まで実施した後、作業船は実証海域まで海底ケーブルを敷設した。（図 2.5-17） 

＜送変電システム概要図＞

陸上開閉所
66kV

洋上変電所
66/22kV 25MVA

海底ケーブル

風力発電×3台

2MW

7MW 5MW＜洋上変電設備＞

＜陸上開閉設備＞

(監視制御装置)(系統連系設備)
ライザーケーブル
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図 2.5-17 海底ケーブルの敷設の様子 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 
②サブステーションの建設工事 
サブステーションの「ふくしま絆」の施工フローを図 2.5-18に示す。ここでは、2MW風力発電設備・浮体と

重複する部分を除き、浮体工事と係留工事の一部についてまとめることにした。 

 
図 2.5-18 サブステーション「ふくしま絆」の施工フロー 

 
1）浮体工事 
サブステーションの上部ハル甲板上には気象観測用タワーおよびヘリポートが取り付けられ、上部ハル内に

は世界初の浮体式洋上変電設備を設置している（図 2.5-19）。下部ハルにコンクリートを充填することに
より重心を低くし垂直状態での建造・曳航が可能であることが特徴である。また、コブ、中間ハル、下部ハルを
もつユニークな浮体形状を利用して、波による浮体動揺を低減できることが強みである。サブステーションの建

浮体式洋上サブステーション係留アンカー・係留チェーン設置

係留試験（引張試験）

浮体建造（磯子）

浮体曳航（磯子～設置海域）

浮体係留

ダイナミックケーブル敷設

海底ケーブル敷設

浮体工事 係留工事 電気工事
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設中の様子を図 2.5-20 に示す。 

 
図 2.5-19 サブステーションの全景と観測タワー 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
図 2.5-20 サブステーションの建設の様子 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 
 【浮体の曳航（東京湾から実証海域）】 

2013 年 7 月 11 日、浮体が磯子の造船ドックを出渠し、東京湾を抜け、直接福島沖の実証海域に向
かって曳航をした（図 2.5-21）。曳航にあたっては、船舶航行安全対策調査委員会にて取りまとめた安
全対策を踏まえている。曳航ルートと曳航状況図は、東京湾内と外洋の２パターンあり、東京湾を図 
2.5-22 に、外洋を図 2.5-23 に示す。 

サブステーション上部構造 上から上部ハル、コブ、中間ハル 観測タワー

ヘリポート 変電所屋根および観測タワー基礎
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図 2.5-21 サブステーションの曳航（東京湾～実証海域） 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 

 

図 2.5-22 東京湾におけるサブステーションの曳航ルートと曳航状況図 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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図 2.5-23 外洋におけるサブステーションの曳航ルートと曳航状況図 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
2）係留工事 

 【浮体の係留】 
サブステーションについても2MWと同時期に、係留アンカーと係留チェーンの敷設を行い、引張試験を実施

したあとに、図 2.5-24のように係留を行った。 

 
図 2.5-24 サブステーションの係留 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
③7MW風力発電設備・浮体の建設工事 
サブステーションの施工フローを図 2.5-25に示す。ここでは、2MW風力発電設備・浮体およびサブステー

ションと重複する部分を除き、浮体工事、の一部についてまとめることにした。 
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図 2.5-25 7MW風力発電設備「ふくしま新風」の施工フロー 

 
1）風力発電設備・浮体工事 
【浮体の建造】 

7MW浮体は、長崎の造船ドックで建造された。そのときの様子を図 2.5-26 に示す。 

 
図 2.5-26 7MW浮体の建造 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 【浮体の曳航（長崎～小名浜港）】 

2014 年 10 月 30 日、浮体が長崎の造船ドックを出渠し、太平洋を横断しながら小名浜港に向かって
曳航した（図 2.5-27）。曳航にあたっては、船舶航行安全対策調査委員会にて取りまとめた安全対策
を踏まえている。曳航ルートと曳航状況図は、図 2.5-28 に示す。 

係留アンカー・係留チェーン設置

係留試験（引張試験）

浮体建造（長崎）

小名浜港内浮体着底

風車搭載工事

浮体曳航（小名浜～設置海域）

浮体係留

ダイナミックケーブル敷設

海底ケーブル敷設

風力発電設備・浮体工事 係留工事 電気工事

浮体曳航（長崎～小名浜）
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図 2.5-27 7MW浮体の曳航（長崎～小名浜港） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

 

図 2.5-28 7MW浮体の曳航ルートと曳航状況図 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 【小名浜港内浮体着底】 

 2014年11月10日に小名浜港に到着した後、風力発電設備搭載工事のために浮体を着底させた。
そのときの様子を図 2.5-29 に示す。 

 
図 2.5-29 小名浜港における 7MW浮体の着底 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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 【風力発電設備搭載工事】 
7MW 風力発電設備のタワーは神戸、ナセルは横浜、ブレードはドイツで作られ、小名浜港に送られ、組

立てを行った（図 2.5-30）。2015 年 6 月には世界に数台しかない巨大クレーンを使って、80m を超え
るブレードおよび数百トンもあるナセルを取り付けた、世界最大規模の 7MW風力発電設備の組立てが完了
した。ブレード先端の最高高さは海上約 200mになる。 

 
図 2.5-30 小名浜港湾における 7MW風力発電設備の組立て 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

  
【浮体の曳航（小名浜港～実証海域）】 

小名浜港での風力発電設備の搭載工事が終了した後、図 2.5-31のように実証海域へと曳航した。 

 
図 2.5-31 7MW浮体の曳航（小名浜港～実証海域） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

ブレード

小名浜港での組立て ブレードの取付 ナセル
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2）係留工事 
 【浮体の係留】 

7MW風力発電設備・浮体においても、2MW風力発電設備・浮体、サブステーションと同様に、係留アン
カーと係留チェーンの敷設を行い、引張試験を実施したあとに、図 2.5-32 のように係留を行った。 

 
図 2.5-32 7MW風力発電設備・浮体の係留 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
3）係留工事 

 【ダイナミックケーブルの敷設】 
7MWのダイナミックケーブルを敷設にあたっては、Dynamic Positioning System (DPS) で作動する

ケーブル敷設専用台船「開洋」を使用した。ケーブル敷設中の様子を図 2.5-33 に示す。 

 
図 2.5-33 ダイナミックケーブルの敷設の様子 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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また、ダイナミックケーブル敷設の手順は図 2.5-34 に示す。 

 
図 2.5-34 ダイナミックケーブルの敷設方法 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

浮体係留予定位置

ダイナミックケーブル引込・モジュラーブイ取付

ケーブル繰出・タッチダウン・海底ジョイント組立

海底ジョイント沈設

海底ジョイント着底・海底ケーブル布設

海底ケーブル端部マーカーブイ取付・布設完了

ダイナミックケーブル引込～タッチダウン

ダイナミックケーブル布設・海底ケーブル揚収

海底ジョイント組立・沈設

海底ジョイント着底・布設完了
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（3）試運転 
 本実証事業では、2MW、5MW、7MWの 3基の風力発電設備を設置しており、それぞれの風力発電

設備で使用前自主検査を以下の項目について実施し、表 2.5-24 に示した。 
 

表 2.5-24 本実証事業における使用前自主検査の項目 
番号 項目 2MW 5MW 7MW 備考 
1 外観検査 ○ ○ ○  
2 接地抵抗測定 ○ ○ ○  
3 絶縁抵抗測定 ○ ○ ○  
4 絶縁耐力試験 ○ ○ ○  
5 保護装置試験 ○ ○ ○  
6 遮断器関係試験 ○ ○ ○  
7 総合インターロック試験 ○ ○ ○  
8 制御電源喪失試験 ○ ○ ○  
9 負荷遮断試験 ○ ○ ○  
10 遠隔監視制御試験 ○ ○ ○  
11 負荷試験（出力試験） ○ ○ ○  
12 騒音測定 × × × 対象外※1 
13 振動測定 × × × 対象外※2 

※1 騒音規制法に該当する地域での開発を行っていないため。 
※2 振動規正法に該当する地域での開発を行っていないため。 
 

この表からわかるように、原則として陸上設備と同様の点検項目となっているが、「接地抵抗測定」について
は、接地抵抗計に接続したＰ極用及びＣ極用の測定極棒を通船または監視船で海上へ流し測定する方
法をとっており（図 2.5-35）、実施方法が異なっている。 

 

図 2.5-35 接地抵抗測定の方法  
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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また、浮体式洋上風力発電設備であることから、陸上の発電所の基礎に相当する浮体・係留索（係留
チェーン）・係留アンカーの外観検査も使用前自主検査対象とした点も、陸上と異なる点である。 

 その後、経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部による、使用前安全管理審査を受審し、評
定結果の通知を受けた。2MW 風力発電設備と 5MW 風力発電設備の検査通知書を図 2.5-36～図 
2.5-37 に示す。 

 

 
図 2.5-36 2MW風力発電設備（ふくしま未来洋上風力発電所）の使用前安全管理審査の通知書 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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図 2.5-37 5MW風力発電設備（ふくしま浜風洋上風力発電所）の使用前安全管理審査の通知書 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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2.6 運転保守 
一般的な手続 

実施設計の具体的な流れについて、概要を以下に示す。 
 
 発電事業を効率的かつ効果的に行うため、メンテナンスにおける契約、保険、実施体制等を含むメン

テナンス計画を、電気事業法及び船舶安全法上の手続きを踏まえて策定する。 
 実際のメンテナンスでは、法令点検・自主点検によるものや定期的なメンテナンスのみではなく、修繕

等の工事を伴う場合は、工事の態様によって、適切な許認可を申請することになる。 
 

運転保守の流れは、図 2.6-1 に示すとおりである。 
 

 
図 2.6-1 運転保守の流れ 

 
（1）メンテナンス計画の策定 

風力発電が事業期間を通じて高い稼働率を確保するためには、点検保守が重要な要素である。着床式
洋上風力発電と同様に、日々の運転監視、定期・不定期の保守、機器の改造・改修を伴う保守がある。
近年では、洋上風車において稼働率保証、設備利用率保証等のサービスを展開している風力発電機メーカ
ーもあり、サービスが多様化している状況である。 
メンテナンス計画の策定にあたっては、①発電設備等の契約、②実施体制、③保険の３つが中心的な要

素と考えられる。③保険については、第 3章の資金調達の方法にて詳細に記載する。 
 

①発電設備等の契約 
浮体式洋上風力発電にとっての発電設備は、浮体の動揺の影響がある点が着床式洋上風力発電の発

（２）メンテナンスの実施

７．撤去へ

メンテナンスにあたっては、電気事業法で定められた①供給計画の提出、②定期安全管理検査、及び船舶安全法で定められた③定
期的検査を行う。運転保守の段階での関係法規としては、本マニュアル「１．立地環境調査」の許認可一覧を参照することとし、修繕
等の工事等を行う場合には適切な許認可を申請する必要がある。

（１）メンテナンス計画の策定
メンテナンス計画は、電気事業法及び船舶安全法の手続きを踏まえ、①発電設備等の契約、②実施体制、③保険等の３つから構
成される。

発電設備等の契約 実施体制 保険

着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）を参照 第３章の資金調達の方法を参照

供給計画の提出
（毎年）

定期安全管理検査
（３年に１度）

電気事業法に基づく手続き 船舶安全法に基づく手続き

定期検査
（５年に１度）

中間検査
（２~３年に１度）
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電設備と大きく異なる。そのため、その影響が運転保守にも影響を与えることになると考えられる。しかしながら、
現在商用化のフェーズまで至っている案件が少ないため、ビジネスベースでの契約の詳細まで定められていな
いのが現状である。そのためここでは、着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO）から引用でして紹
介する。同ガイドブックには、表 2.6-1 に示すような 9項目が提示されており、詳細は、同ガイドブック 3.8.1
運転監視、保守、補修契約を参照のこと。 

 
表 2.6-1 運転監視、保守、補修契約に際しての項目 

番号 検討項目 
1 運転監視契約 
2 保守契約（定期点検） 
3 保守契約（不定期点検） 
4 補修契約（改造、改修） 
5 部品 
6 冶具・工具 
7 アクセス権 
8 トレーニング 
9 債務の権限 

（出典）着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO） 

 
１）風車 
風車の運転保守の考え方は、表 2.6-2 に示したとおり、予防的メンテナンスとしての①CMS、②定期検

査と、③修理メンテンスに大別される。洋上風力の運転保守は、陸上設備に比べて十分に成熟していないこ
とに加え、気象・海象条件によっては発電施設へのアクセスに制限があるため、その重要性が広く認識されて
いる。 

 
表 2.6-2 運転保守の基本的な考え方 

  法令・基準名 
予防的メンテナンス CMS CMS（Condition Monitoring System）からのアラーム（データ）よ

り風力発電施設の状態が、ある閾値を超えた場合に検査をし、不具合が
検出されたら修理を行う方法。 
修理が先送りできる場合は定期検査時に修理。 

定期 
メンテナンス 

定期検査をベースに一定の間隔で検査し、風力発電施設の状態に、故
障に結びつく兆候が検出されたら修理を行う方法。 

修理メンテナンス 風力発電施設において故障が起きた時点で修理を行う方法。 

（出典）着床式洋上風力発電導入ガイドブック（NEDO） 
 
また、最近の動向として経済産業省と国土交通省は、港湾区域における洋上風力発電設備に関する技

術基準について検討を行っており、2018年度は、維持管理について検討を行っている。 
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２）浮体 
浮体及びタワーの運転保守の考え方は、「浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン」（一般財団

法人日本海事協会）の第 1 章通則 1.5 保守及び点検にて記載されている。この中には、安全に関する
設計要求やメンテナンスマニュアルの作成、緊急時対策要領の項目がある。メンテナンスマニュアルに記載する
べき最低限の項目は、表 2.6-3 に示す。 

 
表 2.6-3 メンテナンスマニュアルに記載が義務づけられている項目 

番号 記載が義務づけられている項目 
1 保守及び点検要領 
2 保守及び点検を行う間隔 
3 浮体施設への安全なアクセス手段 
4 悪天候時の行動 
5 海洋付着生物のモニタリング要領 
6 浮体施設及びタワーの設置、建設に関する図面 
7 緊急時対策要領にもどづく緊急時の対策 

（出典）浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン（一般財団法人日本海事協会） 

 
また、このメンテナンスマニュアルには、保守点検記録を添えることとなっている。保守点検記録に記載する

べき最低限の事項を表 2.6-4 に示す。 
 

表 2.6-4 保守点検記録に記載が義務づけられている項目 
番号 記載が義務づけられている項目 

1 実施した保守点検の概要及び日時 
2 発見した不具合の概要及び発見した日時 
3 不具合に対する対策 
4 不具合を修理した日時 

（出典）浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン（一般財団法人日本海事協会） 

 
②実施体制 
風力発電設備には、メーカーによって違いはあるものの、はじめの数年間はメーカー保証があり、その期間は

メーカーにより維持管理が行われる。その後は、事業者自身がメンテンスを行い、各種データの取得やノウハウ
を得ることもあれば、外部の専門のメンテナンス会社と契約をする場合もある。また、浮体についても保守点検
の記録を保存しているメンテナンスマニュアルに基づいて運用することになっており、高い稼働率を維持するため、
最適な保守点検を行うことが必要不可欠である。 

 
③保険 
風力発電システムにおいても、損傷や損壊等の損害を補填する仕組みとして損害保険があり、民間の保

険会社を中心にビジネスベースで契約が進んでいる。特に、風力発電設備を所有し、管理している最中の事
故によって生じる賠償責任を補填するものとして、賠償責任保険がある。洋上風力発電の場合、一度事故
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が起こると損害額・賠償額が大きくなるため、リスクを見極めたうえで検討する必要がある。現在、着床式洋
上風力発電においてはプロジェクトファイナンスを組成するにあたり、保険の位置づけは重要であり、欧州を中
心に事例が増えている。詳細については、第３章にて述べる資金調達の方法を参照のこと。 

 
（2）メンテナンスの実施 

浮体式洋上風力発電のメンテナンスに関連する法令としては、電気事業法にて定められている供給計画
の提出と定期安全管理検査、船舶安全法に基づく定期検査と中間検査がある。これらの他に、工事を伴う
メンテナンスや船舶による浮体式洋上風力発電設備へのアクセスに関連する手続きも、必要に応じて確認す
ることが重要である。 

 
①供給計画の提出（電気事業法第 29条） 
発電事業者は、図 2.6-2 に示したとおり、今後 10 年間の需要の見通しのもと、発電所の開発や送電

網の整備等をまとめた供給計画を、電気事業法第 29 条に基づき、電力広域的運営推進機関（以後、
広域機関）を経由して、経済産業大臣に報告をすることになっている。 

 

 
図 2.6-2 供給計画の提出の流れ 

（出典）電力広域的運営推進機関ホームページ 
 

具体的な申請書類及びその記載方法は、広域機関のホームページから入手可能となっており、そちらを参
照のこと。 

 
②定期安全管理検査（電気事業法第 55条） 
浮体式洋上風力発電設備を設置した場合、定期的に発電事業者が検査を行い、結果を記録し、保存

することになっている。風力発電設備においては、「電気事業法施行規則第９４条の３第１項第１号及び
第２号に定める定期事業者検査の方法の解釈」の別表２「開放、分解による点検及び作動試験等の定
期事業者検査の十分な方法の解釈（風力設備）」に、該当する項目、検査方法、内容、点検周期等が
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記載されている。2017 年 3 月 31 日現在では、42 項目が法令上の点検項目となっている。詳細な項目
については、風力発電設備の定期点検指針（一般社団法人日本電気協会）を参照のこと。 
なお、現在の安全管理検査の考え方は、日常的な保守・点検や設備の安全性といった「事業者の保安

力」に応じて、３年の法定点検を延伸または短縮する実効的な運用になっており、法令点検に加え、事業
者のメンテナンスに対するインセンティブが評価される仕組みになっている。 

 
③定期的検査（船舶安全法第 5条） 
浮体式洋上風力発電設備の浮体設備部分は、船舶安全法の適用を受けることから、定期的検査を受

検することになっている。管海官庁（各運輸局・運輸支局・海事事務所）に代わり、国土交通大臣の登録
を受けた船級協会により検査を実施することができる。 
登録を受けた船級協会のうち日本海事協会の場合は、事前に日本海事協会から承認を得ている検査

計画書と検査要領書に基づいて検査を実施することになっている。 
また、異常な環境状態等を考慮して、浮体施設の構造部材の検査対象箇所及び当該検査対象箇所

に適用される検査内容を定期的に見直すことになっている。その場合は、変更届と追加した検査計画書及び
検査要領書を提出し、日本海事協会の承認を受けることになっている。 
以下、日本海事協会が定める定期的検査である、１）年次検査、２）中間検査、３）定期検査につ

いて説明する。 
 

１）年次検査 
年次検査では、表 2.6-5 に示した項目を中心に記録を確認することになっている。 
 

表 2.6-5 年次検査の主な確認項目 
番号 確認項目 

1 出展元の 1.5.3-6 に規定されている保守点検記録 
2 出展元の 8.4.2-2.に規定する自然環境に関する記録 

（出典）浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン（一般財団法人日本海事協会）にもとづいて作成 

 
２）中間検査 
中間検査は、定期検査の間で受検することが義務づけられており、定期検査受検後、通常２～３年後

に行われる。年次検査と同様の検査に加え、検査計画書及び検査要領書に基づいて、表 2.6-6 に示した
項目をを中心に検査する。 

 
表 2.6-6 中間検査の主な確認項目 

番号 確認項目 
1 構造及び艤装の中間検査 
2 機関及び電気設備の中間検査 
3 風車及びタワーの中間検査 
4 昇降設備 

（出典）浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン（一般財団法人日本海事協会）もとづいて作成 
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３）定期検査 
定期検査は、5 年に１度受検が義務付けられている。中間検査と同様の検査に加え、検査計画書及び

検査要領書に基づいて、表 2.6-7 に示した項目を詳細に検査する。ただし、水中検査の作業は、日本海
事協会が承認した事業所が行い、水中カメラ操作及び水中テレビ操作等に熟練したダイバー又は承認され
た水中検査用ロボットを当てることになっている。 
なお、日本海事協会による定期検査に合わせて、管轄の管海官庁（各運輸局・運輸支局・海事事務

所）へ表 2.6-8の項目を中心に書類を提出し、船舶検査証書の交付を受ける必要がある。 
 

表 2.6-7 定期検査の主な確認項目 
番号 確認項目 

1 構造及び艤装の定期検査 
2 機関及び電気設備の定期検査 
3 風車及びタワーの定期検査 
4 昇降設備（昇降設備の巻上げ機主要部又は駆動部分の解放検査も） 

（出典）浮体式洋上風力発電設備に関するガイドライン（一般財団法人日本海事協会）もとづいて作成 

 
表 2.6-8 船舶検査証書の交付にあたって必要な書類 

番号 書類の内容等 
1 船舶検査証書交付申請書 
2 船舶検査証書 
3 船舶検査手帳 
4 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書 
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福島沖浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業の例 
ここでは、維持管理の実例に加え、観測している気象・海象データの分析結果を含めた実証研究事業の

紹介を行う。 
 

（1）気象・海象データの分析結果 
本事象研究事業においては、サブステーションに観測タワーを設置して、気象・海象データを取得しており、

その模式図を図 2.6-3 に示す。 

 
図 2.6-3 サブステーションの模式図 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
観測タワーの概要を表 2.6-9 に示す。 
 

表 2.6-9 観測タワーの概要 
項目 福島沖洋上風況観測タワー 

気象・海象 風速・風向, 波高・波周期, 流速・流向 
水深 120m 
離岸距離 20km 
観測タワー高さ 60m 
浮体の喫水 50m 
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項目 福島沖洋上風況観測タワー 
設置年月 2013/11 
観測開始年月 2014/9 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
観測項目の詳細を表 2.6-10 に示す。 
 

表 2.6-10 観測項目の詳細 
区分 項目 観測機器 観測要素 評価時間 観測位置・層 
気象 風況 三杯式風速計（9台） 風速 10分 40,50,60m 

矢羽根式風向計（10台） 風向 10分 40,50,60m 
ドップラーライダー（1台） 風速・風向 10分 60m～310m(12層) 

海象 波浪 波浪ブイ（1台）※１ 有義波高・ 
有義波周期 ※2 

60分 海面 

海象計（1台） 有義波高・ 
有義波周期 ※2 

60分 海面 

流況 海象計（1台） 流速・流向 60分 水深 
6.5m,8.5m,11.0m 

ADCP（流速プロファイラー） 
（1台）   

流速・流向 60分 水深 
5.5m,7.6m,11.8m 

※1 観測機器の設置場所は、波浪ブイは海岸線から約 20km 離れたふくしま未来近傍の海域に、他の観測機器は、サ

ブステーション上に設置している。 

※2 本年度は 3 年間のデータ取得率が波浪ブイより高い海象計を優先的に使用し、本データを作成した。また、2017 年

の公開時には波浪ブイで計測された波のスペクトルから求めた有義波周期（Ts）は、海象計の有義波周期（T1/3）と等し

いとしたが、観測データを精査した結果、両者にバイアスがあることがわかったため、海象計の有義波周期（T1/3）を真値とし、

波浪ブイの有義波周期（Ts）を補正した。なお、海象計の有義波高波高（H1/3）と波浪ブイの有義波高（Hs）は、

2017年度公開時と同様に等しいとしている。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
本実証研究事業においては、観測データをホームページ上で公表しており、風況の一例として、平均風速

と風向の出現頻度を図 2.6-4 に示す。この図から、年平均風速は、7.2m/s～7.5m/s の範囲である。1
月における月平均値は 2016 年が 7.7m/s、2017 年が 9.4m/s と 1.7m/s の差異があり、他の月と比
較すると差異が大きい。また、風向の出現頻度については、60m 高さにおける風向出現頻度は、年度によら
ず南北方向が卓越している。2017年は他年度と異なり、WNWの頻度が高い傾向である。 
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図 2.6-4 平均風速と風向の出現頻度（2015年度～2017年度） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
次に、波浪の一例として、平均有義波高と波向の出現頻度を図 2.6-5 に示す。この図から、平均有義

波高は、月別平均有義波高は 1.20m～2.22m の範囲にある。波高の出現頻度は、東（E）～南南東
（SSE）の出現頻度が高く、西側には陸地があるため、波は太平洋側から来ることに対応している。 

 

  
図 2.6-5 平均有義波高と波向の出現頻度（2015年度～2017年度） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
最後に、流況の一例として、平均流速と流向の出現頻度を図 2.6-6 に示す。この図から、海面下 11m

における月別平均流速は、2015年 8-10月は 2016年に比べて流速が約 2倍高く、2016年 12月は
2015 年に比べて流速が約 2 倍高い。2015 年 8 月は黒潮の北上が抑えられ、南向の流れが卓越し、
2016年 12月は黒潮が北上したため、福島沖で北東向の強い流れが卓越した。また、海面下 11ｍにおけ
る流向の出現頻度は、2015 年は南方向に卓越するのに対し、2016 年・2017 年は若干広がりを持つ分
布である。 
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図 2.6-6 平均流速と流向の出現頻度（2015年度～2017年度） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

（2）メンテナンス計画の策定 
本実証研究事業におけるメンテナンス体制を図 2.6-7 に示す。この図に示したとおり、実証研究という特

性上、発電施設、変電施設の機器メンテナンスを各メーカーが実施した。その他の陸上設備の保守と実証
設備全体の管理を陸上開閉所にて丸紅が実施した。 

 

 
図 2.6-7 メンテナンス体制 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

実証設備の運転・保守を行う際は、電気事業法と船舶安全法を遵守する必要があることから、図 
2.6-8 に示したとおり、事業者である丸紅が保安規程に則り維持管理計画を策定し、メーカーの危機管理
マニュアル等を参考に、突発事故の対応マニュアルを策定した。また、メーカーにおいては、検査計画書を策定
し、定期点検及び故障対応を実施することにした。 
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図 2.6-8 メンテナンスの実施要領 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 

本実証事業では、浮体の設置時期が異なったため、中間検査及び定期検査のタイミングが異なっている。
表 2.6-11において、●が定期検査の受検年（実績）、○が定期検査の受検年（計画）、▲が中間検
査の受検年（実績）、△が中間検査の受検年（計画）になっている。各浮体のタイミングで検査をするよ
りも、同時期に全浮体の検査を行うことで、メンテナンスを効率化することで、コスト削減につながっている。 

 
表 2.6-11 効率的なメンテナンス計画の策定 

 

 

（3）メンテナンスの実施 
設置した 3 つの風車はそれぞれ電気事業法にて定められた定期検査の項目に沿ってメンテナンスを実施

し、定期安全管理検査を受検した。 
浮体設備は、すべて、日本海事協会の浮体式洋上風力発電設備に関するガイドラインにて規定され、表 

2.6-4に示したメンテナンスマニュアルに記載するべき４つの項目を保守点検記録として提出した。また、最大
の自然環境についての記録として、表 2.6-12 に示した項目について、観測場所と観測日時が確認できる
ように準備した。 

  

電気事業法

船舶安全法 検査計画書

危機管理マニュアル等

保安規程

事業者 風車メーカー

維持管理計画

電気主任技術者

定期点検

関連法令

その他 遠隔監視体制

浮体メーカー

トラブル対応 定期点検

整備点検マニュアル

保守・運営 点検・修繕

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
サブステーション ▲ ● △ ○ △ ○
2MW浮体 ▲ ● △ ○ △ ○
7MW浮体 ● △ ○ △ ○
5MW浮体 ● △ ○ △ ○

調整を実施

●：定期検査（実績）、○：定期検査（計画）、▲中間検査（実績）、△：中間検査（計画）
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表 2.6-12 最大の自然環境に関する記録の例 
番号 記録した項目 

1 平均風速（10分平均値）の最大値 
2 最大瞬間風速及び風向 
3 有義波高（3時間）の最大値及び有義波高周期（3時間） 
4 最大波高 
5 最大流速及び流向 
6 風速の時系列グラフ（前回の検査日から今回まで） 
7 波高の時系列グラフ（前回の検査日から今回まで） 
8 流速の時系列グラフ（前回の検査日から今回まで） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
また、浮体の定期的検査の際に準備した書類等を表 2.6-13 に示す。 
 

表 2.6-13 定期的検査にて準備した書類 
番号 準備した書類 

1 船舶検査証書 ※管海官庁（各運輸局・運輸支局・海事事務所）より交付 
2 船舶検査手帳 ※管海官庁（各運輸局・運輸支局・海事事務所）より交付 
3 船級証書 ※日本海事協会より交付 
4 前回までの（日本海事協会による）検査記録書 
5 検査計画書及び検査要領書 
6 メンテナンスマニュアル 
7 保守点検記録 
8 自然環境に関する記録 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
定期的検査において検査する項目の一例を表 2.6-14 に示す。検査の方法は、目視確認、動作確認、

記録確認、ROV 調査等、点検項目によって異なる。これらの項目は、浮体の態様によっても異なることに留
意する必要がある。 

 
表 2.6-14 定期的検査における検査項目の例 

番号 検査項目 
1 保守点検（メンテナンス）記録 
2 自然環境に関する記録 
3 タワー基部溶接個所（暴露部）の目視点検記録 
4 バラスト制御システムの動作確認記録 
5 航空障害灯、航路標識灯、霧笛の点検記録 
6 非常用ソーラーバッテリー設備の点検記録 
7 本船に備えられている書類および図書の管理状況確認 
8 船体構造部材の目視点検 
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番号 検査項目 
9 船体艤装品の目視点検 
10 塗装状態の目視点検 
11 水密性および風雨密性が要求される戸等の点検 
12 係留設備の点検 
13 板厚検査 
14 電気部点検 
15 風車タワー部点検 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
本実証研究事業において、浮体メーカーが協力することにより、定期的検査の効率化につながり、結果とし

てコスト低減に貢献することとなった。近年、AI や IoT の要素をメンテナンスに組み込むことで、効率化・省力
化につながることが期待されている。本実証研究事業においても、風車や浮体にセンサーを取り付け、設備の
状態を記録することにより、今後の設備の改良の基礎となっている。今回の浮体メーカーのように個社を超え
て、関係者間でデータの共有を図ることにより、事故リスクの低減や保険料率の改善といった広い視点で業界
全体を牽引する取組につながることが期待される。 
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2.7 撤去・解体 
一般的な手続 

撤去の具体的な流れについて、概要を以下に示す。 
 
 発電事業の終了とともに、浮体式洋上風力発電設備を撤去する。撤去においても施工計画段階と

同様、安全対策を含む撤去計画を策定し、漁業関係者、港湾関係者、地元関係者に対して事前
説明を行う。 

 その後、海域を管理している都道府県・関係市町村、海上保安部等に相談し、関係法令に即した
手続きを行い、撤去工事に着手する。また、廃棄物処理法に沿って、撤去した発電設備等は、産業
廃棄物として適切に処理を行う。 

 
撤去の流れは、図 2.7-1 に示すとおりである。 
 

 
図 2.7-1 撤去の流れ 

 
（1）撤去計画の策定 

発電を終えた浮体式洋上風力発電設備施設等の廃棄に関する規制として、海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律（以下、海洋汚染防止法と表記）がある。海洋汚染防止法上は、浮体式洋上風力
発電設備は、一般に船舶に該当する。海洋汚染防止法の第 43 条において、船舶を海洋に廃棄することは
禁止されている。そのため、浮体式洋上風力発電設備の場合、原則撤去することとなる。 
撤去にあたっては、施工の経験を踏まえ、撤去工法や場所の選定、安全対策を含む撤去計画を策定す

る。安全対策としては、海上工事における安全対策を中心に、関係する海域の航行船舶への安全対策、浮
体式洋上風力発電設備の安全管理体制という観点より検討し、漁業関係者、港湾関係者、地元関係者
に対して説明を行い、撤去計画の合意を得る。その後、海域を管理している都道府県・関係市町村、海上
保安部等に相談し、必要な許認可手続きをとる。また、設置海域（船舶検査証書に記載された航行区域）
をこえる移動を実施する場合は、航行区域を変更する船舶検査証書の書き換えが必要となる。 
なお、資源エネルギー庁は、FIT 法における発電設備の事業計画ガイドラインを公表している。その中の、

撤去及び処分（リサイクル、リユース、廃棄）の項目に記載されている遵守項目を表 2.7-1 に示す。 
  

（２）撤去の実施

（１）で策定した撤去計画に沿っているか、工程確認や安全対策の確認を行いながら、撤去工事を行なう。また、廃棄物処理法に
基づく手続きに沿って、発電設備等を産業廃棄物して適切に処理をする。

（１）撤去計画の策定

撤去にあたっては、施工の経験を踏まえ、撤去工法や場所の選定、安全対策を含む撤去計画を策定する。安全対策としては、海上
工事における安全対策を中心に、関係する海域の航行船舶への安全対策、浮体式洋上風力発電設備の安全管理体制という観点
より検討し、漁業関係者、港湾関係者、地元関係者に対して説明を行なう。その後、海域を管理している都道府県・関係市町村、
海上保安部等に相談し、必要な許認可手続きをとる。
なお、浮体式洋上風力発電設備を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいて「産業廃棄物」として処理されるため、適切に処理を
行うことが求められる。詳細な内容については、事業計画策定ガイドライン（資源エネルギー庁）を参照のこと。
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表 2.7-1 事業計画ガイドラインにおいて記載されている遵守項目  
番号 検討項目 

1 事業を終了した発電設備について、撤去までの期間、建築基準法の規定を遵守し、また、風車の倒壊等
による周辺への危険がないように適切に管理すること。発電設備の撤去及び処分は、廃棄物処理法等の
関係法令を遵守し、事業終了後、可能な限り速やかに行うこと。 

2 発電設備の撤去及び廃棄を自ら行う場合、廃棄物処理法における産業廃棄物処理に係る規定を遵守
し、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者への委託、適正な対価の支払、廃棄物の情
報提供、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付等を行うこと。 

3 発電設備の撤去及び廃棄（解体工事）を発注する場合、廃棄物処理法における産業廃棄物処理に係
る規定の遵守は、直接当該解体工事を請け負う排出業者の義務となるが、発注先の排出事業者におい
て、適切な産業廃棄物の処理体制が構築されていることを風力発電事業者においてあらかじめ確認するよ
うに努めること。また、廃棄物の発生抑制、再生利用を考慮した設計に努めるとともに廃棄物処理の条件
を明示すること。 

4 発電設備の撤去及び処分を自ら行う場合、発電設備の分別解体等に伴って生じた特定建設資材につい
て、建設リサイクル法に基づき、再資源化を行うとともに、廃棄物処理法上の排出事業者として課された義
務を遵守すること。 

5 事業終了後の設備の撤去など自治体や地域住民と合意した事項がある場合、当該合意事項に従い責
任をもって対応すること。 

（出典）事業計画策定ガイドライン（風力発電）に基づいて作成 

 
（2）撤去の実施 

（１）において策定した撤去計画に基づいて、工程や安全性に十分に配慮をしながら撤去工事を進める。
また、廃棄物処理法に基づく手続きに沿って、発電設備等を産業廃棄物として適切に処理をする。 
なお、浮体式洋上風力発電設備の撤去については、国内において実績がないため、海外等の事例を参

考にしながら関連する手続きについて関係機関に相談することが望ましい。特に、海外にて撤去解体工事等
を行う場合には、廃棄物の越境移動に関連する国際条約であるバーゼル条約（有害廃棄物の国境を越え
る移動およびその処分の規制に関するバーゼル条約）の国内法が関係してくるため、今後の動向を注視する
必要がある。 
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2.8 環境影響評価 
一般的な手続 

本章では、環境影響評価法に基づく発電所に係る環境影響評価の手続について解説する。 
概要を以下に示す。 
 
 環境影響評価の一般的な手続は環境影響評価法において、発電所固有の手続は、電気事業法

において規定される。風力発電所の設置または変更の工事の事業では、事業の規模が第一種事業
（出力 1万 kW以上）及び第二種事業（出力 7,500kW以上 1万 kW未満 ）のものが環
境影響評価法の対象となる。なお、環境影響評価法の規模要件未満であっても、地方公共団体の
定める環境影響評価に関する条例の対象となる場合がある。 

 事業の基本計画の立案段階から計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）に係る手続を開
始し、その検討結果を踏まえ環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）で選定した環境影
響評価項目や手法に基づき調査、予測及び評価を行う。その結果を環境影響評価準備書（以下
「準備書」という。）としてとりまとめ、最終的に環境影響評価書（以下「評価書」という）を作成し、
届出・公表する。効果が不確実な環境保全措置を講じる場合等は、工事中に講じた環境保全措
置の効果等をとりまとめた環境保全措置等の報告書（以下「報告書」という。）を公表する。 

 

環境影響評価の手続の流れは、図 2.8-1 に示すとおりである。なお、本手続に係る経済産業省の担当
課は、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ電力安全課である。 

 

 
図 2.8-1 環境影響評価の流れ 

（１）配慮書

（２）方法書

（３）調査／予測／評価の実施

（４）準備書

（５）評価書

事業者は（３）の結果と環境保全措置等を記載した準備書を作成し、経済産業大臣に届出して関係地方公共団体へ
送付するとともに公表する。住民や関係都道府県知事等の意見、環境大臣意見を配意･勘案した経済産業大臣からの勧
告を踏まえ、（５）に反映させる。

事業者は（４）への大臣勧告等を踏まえ、評価書を作成し、経済産
業大臣に届出する。経済産業大臣から変更命令等が出された場合は
それに基づき再検討及び補正を行う。確定した評価書を関係地方公共
団体へ送付・公表する。

（６）報告書

事業者は、事業の基本計画の立案段階※において、事業の目的及び内容、事業実施想定区域及びその周囲の概況、計
画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果等をとりまとめた配慮書を作成し、経済産業大臣に送付するとともに、
公表する。経済産業大臣は環境大臣の意見を勘案して、配慮書について意見を述べることができる。また、事業者は住民
及び地方公表団体等からの意見を求めるよう努める。これらの意見を踏まえ、配慮書における検討結果を（２）以降の手
続に反映させる。

事業者は、環境影響評価の選定項目並びに調査、予測及び評価の手法等をまとめた方法書を作成して経済産業大臣に
届出し、地方公共団体へ送付するとともに、公表する。住民や関係都道府県知事等からの意見を勘案した経済産業大臣
からの勧告を踏まえ、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法等を選定する。

事業者は（２）で選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に基づいて、調査・予測・評価を実
施する。

※事業の位置、規模や施設の配置、構造などを検討する段階

効果が不確実な環境保全措置を講じる場合等に、環境保全措置の効
果や事後調査の結果等を報告書としてとりまとめ、工事が完了した段階
で公表する。また、必要に応じて工事中又は供用後にも公表する。

＜第二種事業の場合 ＞
・（１）配慮書手続は任意。
・事業概要及び簡易な手法による環境影響評価
結果 を経済産業大臣に届出し、法に基づく環
境影響評価手続の要否の判定を受ける。
・判定基準を満たさない場合、法に基づく環境影
響評価が必要となり、（２）方法書以降の手続
を行う。
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環境影響評価法に基づく手続は、平成 23 年 4 月の法改正に伴い、新たに配慮書手続と報告書手続

が新設された。風力発電所の設置等の事業は、平成 24年 10月から施行された改正環境影響評価法施
行令において環境影響評価法の対象事業として位置づけられており、対象事業区分を表 2.8-1 に示す。 

 
表 2.8-1 環境影響評価法における風力発電所の規模の区分 
第一種事業 第二種事業 

・出力が 1 万 kW 以上である風力発電所の設置の工事の

事業 

・出力が 1万 kW以上である発電設備の新設を伴う風力発

電所の変更の工事の事業 

・出力が 7,500kW 以上 1 万 kW 未満である風力発電所

の設置の工事の事業 

・出力が 7,500kW 以上 1 万 kW 未満である発電設備の

新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 

（出典）環境影響評価法施行令、別表第 1 の 5 の項 ル及びヲ 

 
環境影響評価法に基づく発電所の環境影響評価に関する関連法令を表 2.8-2 に示す。 
また、円滑に手続を行うための解説書として、経済産業省商務情報政策局産業保安グループ電力安全

課より、「発電所に係る環境影響評価の手引」（平成 29年 5月改訂）を公表しており、本章は、各種関
連法令と併せてこちらの手引きを参考に取り纏めている。 

 
表 2.8-2 発電所に係る環境影響評価の関連法令 

法令名称 

環境影響評価法 

環境影響評価法施行令 

環境影響評価法施行規則 

環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項 

電気事業法 

電気事業法施行令 

電気事業法施行規則 

発電所の設置又は変更の工事の事業にかかる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調

査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理

的に行うための手法を選定するための指針並びに環境保全のための措置に関する指針等を定める省令 

（以下、「発電所アセス省令」という） 
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次に、第一種事業及び第二種事業における環境影響評価の手続の流れを図 2.8-2 に示す。 
第一種事業については、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続を実施しなければならない。 
第二種事業については、環境影響評価法に基づく環境影響評価の要否を個別に判定し（以下、「スクリ

ーニング」という）、判定基準を 1つでも満たしていない場合は環境影響評価「要」の判定を受け、第一種事
業と同様に方法書以降の手続を実施しなければならない。第二種事業は環境影響評価法に基づく配慮書
手続の実施については、任意である。なお、第二種事業の判定で法に基づく手続不要の判定となった場合で
も、地方公共団体の条例に基づく環境影響評価手続の対象となる場合がある。 

 

 
図 2.8-2 風力発電事業の環境影響評価の流れ 

（注）効果が不確実な環境保全措置を講じる場合等に、環境保全措置の効果や事後調査の結果等を報告書としてとりまとめ、
工事が完了した段階で公表する。詳細は、「（6）報告書」を参照。 

 
 

つづいて、発電所における環境影響評価のうち、第一種事業にかかる手続フロー図を図 2.8-3 に、第二
種事業にかかる手続フロー図を図 2.8-4示す。 

 
 

  

 

方法書手続 
（以降、第一種事業と同様） 

地方公共団体の環境影響評価 
条例の対象か判断 

配慮書手続 方法書手続 準備書手続 評価書手続 報告書手続 

配慮書手続 
（任意） 

法アセス要 

法アセス不要 

第二種事業 

第一種事業 

アセス要否判定 
（スクリーニング） 

（注） 
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図 2.8-3 発電所の環境影響評価の手続フロー図（第一種事業の場合） 

（出典）発電所に係る環境影響評価の手引、平成 29年 5月、経済産業省 
 

  

＜第一種事業の手続＞ 
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図 2.8-4 発電所の環境影響評価の手続フロー図（第二種事業の場合） 

（出典）発電所に係る環境影響評価の手引、平成 29年 5月、経済産業省 
（注）第二種事業は、配慮書手続については任意である。 
 

 

つづいて、環境影響評価の手続の詳細について、図 2.8-1 のフロー図に則って手続順に示す。 
 

  

＜第二種事業の手続＞ 

配
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書 
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グ 
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（1）配慮書（Document on Primary Environmental Impact Consideration） 
①配慮書の作成 
第一種事業を実施しようとする事業者は、事業の基本計画の立案段階（事業の位置、規模や施設の

配置、構造などを検討する段階）において、当該事業に係る環境保全のために配慮すべき事項（以下、
「計画段階配慮事項」）について、検討を行わなければならない（環境影響評価法第3条の2に規定）。 

 
②配慮書記載事項 
計画段階配慮事項の検討は、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、「検討に影響を及ぼす第一種

事業の内容（配慮書事業特性）」と、「第一種事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況
（配慮書地域特性）」について把握するものである。 
配慮書の記載事項は、環境影響評価法第 3 条の 3 及び発電所アセス省令第 3 条～14 条に規定さ

れている。これらを踏まえ、配慮書の主な記載事項を表 2.8-3 に示す。なお、詳細な記載内容については、
「発電所に係る環境影響評価の手引」の 7～9 ページを参照のこと。 

 
表 2.8-3 配慮書の主な記載事項 

項目 内容 

1 第一種事業を実施しようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

2 第一種事業の目的及び内容 

3 事業実施想定区域及びその周囲の概況（自然的状況、社会的状況） 

4 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

5 その他（関係行政機関及び住民からの意見聴取を行わない場合の理由） 

（出典）環境影響評価法第 3条の 3第 1項、発電所アセス省令 3～14条より作成 

 
配慮書地域特性については、入手可能な最新の文献やその他の資料によって現状を把握すると共に、過

去の状況の推移や将来の状況を把握するものとし、必要に応じて、関係地方公共団体、専門家、その他知
見を有する者から聴取、又は現地の状況を確認することで把握する。関係地方公共団体とは、以下のいず
れかに該当する地域を管轄する地方公共団体である（発電所アセス省令第 4条第 2項に規定）。 

 
計画段階配慮を行う段階では、事業実施想定区域を広く想定しておき、配慮書以降の手続で事業実

施区域を絞り込んでいく方法も考えられる。なお、配慮書以降の手続で、事業実施想定区域を変更した場
合は、方法書において最終案に至った過程における検討の経緯を示すことが必要である。 

 
③複数案の設定 
発電所アセス省令第 3 条の規定に基づき、事業者は、第一種事業に係る発電設備等の構造、配置、

位置、規模に関して、複数案を設定する。ただし、複数案の設定が現実的でない場合やその他の理由によっ

＜ 関係地方公共団体の考え方 ＞ 

（1）第一種事業実施想定区域及びその周囲 1km範囲内の地域 

（2）既に入手している情報により、一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると判断される地域 



 

-137- 

て複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにする必要がある。 
また、複数案の設定に当たっては、事業を実施しない案が現実的と判断した場合は、当該案を含めるよう

努めることとなっている。 
 

④配慮書の送付・公表方法 
配慮書作成後の手続については、環境影響評価法第 3条の 4 に規定されている。 
図 2.8-3 のフロー図に示すとおり、第一種事業を実施しようとする事業者は、経済産業大臣に配慮書を

送付するとともに、配慮書及び要約書を公表しなければならない。 
配慮書の公表の方法は、以下の方法により行う。公表は、配慮書の内容を周知するための相当な期間

（30日間程度）を事業者が定めて行う（環境影響評価法施行規則第 1条の 2 に規定）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤関係地方公共団体及び一般からの意見聴取 
事業者は、計画段階配慮事項の検討にあたって、配慮書の案又は配慮書について、関係地方公共団

体の長及び一般より環境の保全の見地から意見を求めることが努力義務として規定されている（環境影響
評価法第 3条の 7に規定）。配慮書の案にて意見を求める場合は、まず一般の意見を求めた後に関係地
方公共団体の長に意見を求める。配慮書にて意見を求める場合は、経済産業大臣へ送付後、速やかに関
係地方公共団体の長と一般の意見を同時に求める（発電所アセス省令第 11 条～14 条に規定）。ただ
し、これらの意見を求めない理由を配慮書（表 2.8-3 の項目 5）にて明らかにする場合はこの限りではな
い。 

 
⑥環境大臣及び経済産業大臣の意見 
経済産業大臣は、事業者から配慮書の送付を受けた後、環境大臣に配慮書の写しを送付する。環境

大臣は、経済産業大臣が意見を求めた日から 45 日以内に意見を述べることができる。経済産業大臣は、
配慮書の送付を受けた日から 90 日以内に環境大臣の意見を勘案して環境の保全の見地から意見を述べ
ることができる（環境影響評価法第 3条の 5、6、環境影響評価法施行令第 8条、第 9条に規定）。 

 
図 2.8-3 のフロー図に示すとおり、⑤及び⑥の意見を踏まえ、配慮書における検討結果を（２）方法

書以降の手続に反映させる。 
  

＜公表する場所＞ 
※以下より、できる限り参集の便を考慮する 

①第一種事業を実施しようとする者の事務所 
②関係都道府県の協力が得られた場合、関係都道府県の
庁舎、その他の関係都道府県の施設 
③関係市町村の協力が得られた場合、関係市町村の庁舎、
その他の関係市町村の施設 
④上記のほか、事業者が利用できる適切な施設 

＜インターネットの利用による公表＞ 
※以下より、適切な方法により行う 

①第一種事業を実施しようとする者のWeb サイトへの掲載 
②関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のWeb サ
イトへの掲載 
③関係市町村の協力を得て、関係市町村のWeb サイト
への掲載 
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（2）方法書（Draft of the assessment method（scoping document）） 
①方法書の作成 
事業者は、対象事業実施区域等を決定し、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び及び評価の

手法について、方法書を作成しなければならない（環境影響評価法第 5 条第 1 項、電気事業法第 46
条の 4 に規定）。ここでいう事業者とは、スクリーニングにより環境影響評価手続を実施することとなった第二
種事業及び第一種事業を実施しようとする事業者をいう。 

 
②方法書記載事項 
方法書の記載事項は、環境影響評価法第 5条第 1項、環境影響評価法施行規則第 1条の 5及び

発電所アセス省令第 17条に規定されている。これらを踏まえ、方法書の主な記載事項を表 2.8-4 に示す。 
なお、詳細な記載内容については、「発電所に係る環境影響評価の手引」の 45～51 ページを参照のこ

と。 
 

表 2.8-4 方法書の主な記載事項 
項目 内容 

1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
2 対象事業の目的及び内容 
3 対象事業実施区域及びその周囲の概況（自然的状況、社会的状況） 
4 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果（配慮書より当該記載内容を再掲） 
5 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解（経済産業大臣から意見があった場合） 
6 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

7 
その他環境省令で定める事項（配慮書についての関係地方公共団体の長及び住民の意見概要、それに対する事
業者の見解、複数案設定した場合の決定に至る検討過程。） 

（出典）環境影響評価法第 5条第 1項、電気事業法第 46条の 4、発電所アセス省令第 17条より作成 
 

③方法書及び要約書の送付 
方法書作成後の手続については、環境影響評価法第 6条、電気事業法第 46条の 5、電気事業法施

行規則第 61条の 3、発電所アセス省令第 18条に規定されている。 
図 2.8-3 のフロー図に示すとおり、事業者は、方法書及びこれを要約した書類（要約書）を、対象事

業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長（関係
都道府県知事及び市町村長）に送付するとともに、これらを経済産業大臣に届出なければならない。ここで
いう「環境影響を受ける範囲と認められる地域」（関係地域）とは、発電所アセス省令第 4条第 2項に規
定される。 

 
 

④方法書の公告・縦覧・公表の方法 
方法書の公告、縦覧及び公表は、環境影響評価法第 7 条に規定される。以下の方法のうち適切な方

＜ 環境影響を受ける範囲と認められる地域（関係地域）の考え方 ＞ 

（1）対象事業実施区域及びその周囲 1km範囲内の地域 

（2）既に入手している情報により、一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると判断される地域 
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法により行う（環境影響評価法施行規則第 1条の 6、第 2条、第 3条、第 3条の 2 に規定）。方法書
及び要約書の縦覧及び公表期間は 1 月間行うこととなる。なお、公告日と縦覧開始日及び公表開始日は
同一の日となることに留意する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

⑤説明会の開催 
事業者は、方法書の縦覧期間に、関係地域内にて方法書の記載事項を周知するための説明会を開催

しなければならない（環境影響評価法第 7条の 2に規定）。説明会開催の公告は説明会開催予定日の
1 週間前までに行う。その際、説明会開催の公告と方法書の公告を同時に行うこともできる（環境影響評
価法施行規則第 3条の 4 に規定）。 
また、関係地域に2以上の市町村が含まれる場合やその他必要と認める場合は、地域を区分して区域ご

とに開催するものとする（環境影響評価法施行規則第 3 条の 3 に規定）。なお、事業者の責めに帰する
ことができない事由により、公告した説明会が開催できない場合には、説明会を開催する必要はない。事業
者の責めに帰することができない事由は次に掲げるものである（環境影響評価法施行規則第 3 条の 5 に
規定）。 
○ 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること 
○ 事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが
明らかであること 

 

＜縦覧する場所＞ 
※以下より、できる限り参集の便を考慮する 

①事業者の事務所 
②関係都道府県の協力が得られた場合、関係都道府県
の庁舎、その他の関係都道府県の施設 
③関係市町村の協力が得られた場合、関係市町村の庁
舎、その他の関係市町村の施設 
④上記のほか、事業者が利用できる適切な施設 

＜インターネットの利用による公表＞ 
※以下より、適切な方法により行う 

①事業者のWeb サイトへの掲載 
②関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のWeb
サイトへの掲載 
③関係市町村の協力を得て、関係市町村のWeb サイ
トへの掲載 

＜公告の方法＞ 
※以下より、適切な方法により行う 

①官報への掲載 
②関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載 
③関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載 
④時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載 

＜公告の内容＞ 
①事業者の氏名及び住所（法人では名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地） 
②対象事業の名称、種類及び規模 
③対象事業が実施されるべき区域 
④対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲 
⑤方法書及び要約書の縦覧場所、期間、時間 
⑥方法書について環境の保全の見地から意見を書面にて提出できる旨 
⑦意見書の提出期限、提出先その他意見書の提出に必要な事項 
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⑥意見の概要等の送付・届出 
方法書の縦覧期間及び縦覧期間満了の翌日から起算して 2 週間の間に提出された意見について、事

業者は、意見の概要及びその意見に対する事業者の見解をとりまとめ、方法書を送付した都道府県知事及
び市町村長に送付するとともに、経済産業大臣に届出をしなければならない（環境影響評価法第 8 条、
第 9条、環境影響評価法施行規則第 4条、電気事業法第 46条の 6、電気事業法施行規則第 61条
の 4 に規定）。 

 
⑦方法書についての勧告 
関係都道府県知事及び市町村長は方法書について環境の保全の見地から意見がある場合には、⑥の

意見の概要等を受理した日から起算して 90日以内に、関係都道府県知事から経済産業大臣に提出する
ことと規定されている。ただし、対象事業実施区域の全部が、環境影響評価法施行令第 11 条に規定する
政令で定める市の区域内の場合は、当該市の長から経済産業大臣に意見を提出することができる（環境
影響評価法第 10 条、環境影響評価法施行規則第 10 条、第 11 条、電気事業法第 46 条の 7 に規
定）。 
経済産業大臣は、都道府県知事等の意見を勘案し、住民等の意見及びそれに対する事業者の見解に

配意して、方法書を審査する。環境保全について適正な配慮が必要と認めるときは、環境影響評価の項目
並びに調査、予測及び評価の手法について、方法書を受理した日から 180 日以内に事業者に対して必要
な勧告を行うことができる（電気事業法第 46 条の 8、電気事業法施行規則第 61 条の 5 に規定）。そ
の必要がないときはその旨を通知する。ただし、都道府県知事等の意見が期間内に提出されないときやその
他合理的な理由がある場合は、勧告期間を延長することができる。 

 
 
 
環境省では、平成 27 年度から「洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する

検討会」（座長：浅野直人福岡大学名誉教授）を設置し、国内外の洋上風力発電を含む、海域で行
われる事業における環境影響評価に係る情報を整理するとともに、洋上風力発電所に特有な事業特性や
地域特性に着目して、環境影響評価の項目に係る選定の考え方等について検討を行っている。平成 29年
3 月にその結果を「洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会報告書」と
してとりまとめ、公表している。 

 
上記報告書では、洋上風力発電を設置する際の環境影響の特性は、陸域からの距離と関連して変化す

ることが想定されるため、環境影響評価を行う際には、陸域に近い沿岸に立地する場合（報告書では「沿
岸洋上風力発電所」と定義）と、陸域から十分離れた沖合に立地する場合（報告書では「沖合洋上風力
発電所」と定義）を区分して取り扱っている。 
洋上風力発電所の事業特性としては、発電所の設置等を行う際、工事用資材等は主に船舶等により運

＜ 洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会の取りまとめ 公表資料 ＞ 
（1）洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会報告書 

（2）洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会報告書 概要版 

（3）洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会報告書 資料編 

＜洋上風力発電所における環境影響評価の評価項目選定について＞ 



 

-141- 

搬されることや、工事等では船舶を用いることから、陸上の場合に想定される工事用運搬経路の新設の必
要は少なく、工事に伴う陸上の改変面積は限定されると考えられる。一方、風力発電機や海底ケーブルが
海底に設置されることによる海底の改変等が考えられる。 
洋上風力発電所の環境影響の特性としては、騒音及び振動、風車の影など陸域からの距離が十分離れ

ていれば影響が小さい環境要素がある。また、大気汚染物質の発生など、陸域からの距離に依らず一般に
影響が小さい環境要素もある。一方、水の濁りや水中音による海生生物への影響、基盤環境の変化に伴う
動植物の生息・生育環境等の消失、動物の移動阻害や風力発電機への衝突など、陸域からの距離に依ら
ず影響が想定される環境要素もある。 
報告書では、着床式と浮体式の洋上風力発電所において、沿岸および沖合に設置した場合でそれぞれ

評価項目の選定に係る考え方を表にまとめている（（1）報告書、23～26 ページ参照）。また、報告書
の資料編において、より詳細に環境影響評価の評価項目の選定に係る考え方をまとめている（（3）報告
書 資料編 27～83 ページ）。洋上風力発電所に係る環境影響評価の評価項目の選定にあたっては、こ
れらが参考になるものと考えられる。 

 
表 2.8-5 ＜参考＞洋上風力発電所（沿岸・沖合）における評価項目の選定の考え方（浮体式の場

合） 

 

 

（出典）洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会報告書、平成 29年 3月、環境省 
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（3）調査／予測／評価の実施（Implementation of Environmental Impact Assessment
（Survey, Forecast, Evaluation）） 
事業者は、方法書に対する関係都道府県知事等の意見を勘案し、住民等の意見に配意し、経済産業

大臣の勧告を踏まえ、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定し、環境影響評価
（調査・予測・評価）を実施しなければならない（環境影響評価法第 11条、第 12条に規定）。 
なお、評価項目等の選定に当たって、事業者は必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、技術

的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面にて行うことができる。経済産業大臣は、事業
者の申出に応じて技術的な助言を記載した書面を交付するときは、あらかじめ環境大臣の意見を聴取しな
ければならない（環境影響評価法第 11条に規定）。 

 
 

  



 

-143- 

（4）準備書（Draft Environmental Impact Statement（Draft EIS）） 
①準備書の作成 
事業者は、（3）調査／予測／評価の結果等を記載した準備書を作成しなければならない（環境影

響評価法第 14条、電気事業法第 46条の 10 に規定）。 
 

②準備書記載事項 
準備書の記載事項は、環境影響評価法第 14条第 1項及び発電所アセス省令第 32条に規定されて

いる。これらを踏まえ、準備書の主な記載事項を表 2.8-6 に示す。なお、詳細な記載内容については、「発
電所に係る環境影響評価の手引」の 81～85ページを参照のこと。 

 

表 2.8-6 準備書の主な記載事項 
項目 内容 

1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

2 対象事業の目的及び内容 

3 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

4 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 

5 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 

6 方法書についての住民等、都道府県知事等の意見と事業者の見解 

7 方法書に対する経済産業大臣の勧告 

8 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

9 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法についての経済産業大臣の助言 

10 環境影響評価の結果（調査結果概要・予測及び評価結果、環境保全措置、事後調査、総合評価） 

11 環境影響評価を委託した事業者の名称、代表者の指名及び主たる事務所の所在地 

12 
その他環境省令で定める事項（配慮書についての関係地方公共団体の長及び住民の意見概要、事業者の見

解、複数案設定した場合の決定に至る検討過程。） 

（出典）環境影響評価法第 14条第 1項、電気事業法第 46条の 10、発電所アセス省令第 32条より作成 

 
③準備書及び要約書の送付 
準備書作成後の手続については、環境影響評価法第 15 条、電気事業法第 46 条の 11、電気事業

法施行規則第 61条の 6 に規定されている。 
図 2.8-3 のフロー図に示すとおり、事業者は、準備書及びこれを要約した書類（要約書）を、関係地

域を管轄する都道府県知事及び市町村長に送付するとともに、これらを経済産業大臣に届出なければなら
ない。ここでいう関係地域とは、方法書の段階とは違い、環境影響評価の結果を考慮したもので、方法書を
送付した地域より増加、減少してもかまわない。 

 

④準備書の公告・縦覧・公表の方法 
準備書の公告、縦覧及び公表は、環境影響評価法第 16条に規定される。以下の方法のうち適切な方

法により行う（環境影響評価法施行規則第 5条～第 7条、第 7条の 2 に規定）。準備書及び要約書
の縦覧及び公表期間は 1 月間行うこととなる。なお、公告日と縦覧開始日及び公表開始日は同一の日と
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なることに留意する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤説明会の開催 
事業者は、準備書の縦覧期間に、関係地域内にて準備書の記載事項を周知するための説明会を開催

しなければならない（環境影響評価法第 17 条に規定）。説明会開催の公告は説明会開催予定日の 1
週間前までに行う。その際、説明会開催の公告と準備書の公告を同時に行うこともできる（環境影響評価
法施行規則第 9条に規定）。 
また、関係地域に2以上の市町村が含まれる場合やその他必要と認める場合は、地域を区分して区域ご

とに開催するものとする（環境影響評価法施行規則第 8 条に規定）。なお、事業者の責めに帰することが
できない事由により、公告した日に説明会が開催できない場合には、説明会を開催する必要はない。事業
者の責めに帰することができない事由は次に掲げるものである（環境影響評価法施行規則第 10 条に規
定）。 
○ 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること 
○ 事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないことが
明らかであること 

 

＜縦覧する場所＞ 
※以下より、できる限り参集の便を考慮する 

①事業者の事務所 
②関係都道府県の協力が得られた場合、関係都道府県
の庁舎、その他の関係都道府県の施設 
③関係市町村の協力が得られた場合、関係市町村の庁
舎、その他の関係市町村の施設 
④上記のほか、事業者が利用できる適切な施設 

＜インターネットの利用による公表＞ 
※以下より、適切な方法により行う 

①事業者のWeb サイトへの掲載 
②関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のWeb
サイトへの掲載 
③関係市町村の協力を得て、関係市町村のWeb サイ
トへの掲載 

＜公告の方法＞ 
※以下より、適切な方法により行う 

①官報への掲載 
②関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載 
③関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載 
④時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載 

＜公告の内容＞ 
①事業者の氏名及び住所（法人では名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地） 
②対象事業の名称、種類及び規模 
③対象事業が実施されるべき区域 
④関係地域の範囲 
⑤準備書及び要約書の縦覧場所、期間、時間 
⑥準備書について環境の保全の見地から意見を書面にて提出できる旨 
⑦意見書の提出期限、提出先その他意見書の提出に必要な事項 
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⑥意見の概要等の送付・届出 
準備書の縦覧期間及び縦覧期間満了の翌日から起算して 2 週間の間に提出された意見について、事

業者は、意見の概要及びその意見に対する事業者の見解をとりまとめ、準備書を送付した都道府県知事及
び市町村長に送付するとともに、経済産業大臣に届出をしなければならない（環境影響評価法第 18 条、
第 19 条、環境影響評価法施行規則第 12 条、電気事業法第 46 条の 12、電気事業法施行規則第
61条の 7 に規定）。 

 

⑦準備書についての勧告 
関係都道府県知事及び市町村長は準備書について環境の保全の見地から意見がある場合には、⑥の

意見の概要等を受理した日から起算して 120 日以内に、関係都道府県知事から経済産業大臣に提出す
ることと規定されている。ただし、対象事業実施区域の全部が、環境影響評価法施行令第 11 条に規定す
る政令で定める市の区域内の場合は、当該市の長から経済産業大臣に意見を提出することができる（環
境影響評価法第 20条、環境影響評価法施行規則第 12条、電気事業法第 46条の 13 に規定）。 
経済産業大臣は、都道府県知事等の意見を勘案し、住民等の意見及びそれに対する事業者の見解に

配意して、環境の保全の見地から環境大臣の意見を聴いて準備書を審査する。環境保全について適正な
配慮が必要と認めるときは、環境影響評価について、準備書を受理した日から 270日以内に必要な勧告を
することができる（電気事業法第 46条の 14、電気事業法施行規則第 61条の 8に規定）。その必要が
ないときはその旨を通知する。ただし、都道府県知事等の意見が期間内に提出されないときやその他合理的
な理由がある場合は、勧告期間を延長することができる。 
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（5）評価書（Environmental Impact Statement（EIS）） 
①評価書の作成 
事業者は、準備書に対する関係都道府県知事等の意見を勘案し、住民等の意見に配意し、経済産業

大臣の勧告を踏まえて準備書の記載事項について検討を加えなければならない（環境影響評価法第 21
条、電気事業法第 46 条の 15 に規定）。事業者は、その検討を踏まえて評価書を作成しなければならな
い（環境影響評価法第 21条第 2項に規定）。 

 

②評価書記載事項 
評価書の記載事項は、環境影響評価法第 21条第 2項及び発電所アセス省令第 33条に規定されて

いる。これらを踏まえ、評価書の主な記載事項を表 2.8-7 のとおりである。なお、詳細な記載内容について
は、「発電所に係る環境影響評価の手引」の 98～99 ページを参照のこと。 

 
表 2.8-7 評価書の主な記載事項 

項目 内容 

1 
事業者の名称及び住所（法人の場合は代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 
対象事業の目的及び内容 
対象事業実施区域及びその周囲の概況 

2 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 

3 配慮書に対する経済産業大臣の意見 

4 経済産業大臣の意見に対する事業者の見解 

5 方法書についての住民等の意見の概要 

6 方法書についての都道府県知事等の意見 

7 方法書に対する住民等の意見及び都道府県知事等の意見に対する事業者の見解 

8 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

9 経済産業大臣が環境影響評価項目の選定にあたり交付した技術的助言 

10 環境影響評価の結果（調査結果概要・予測及び評価結果、環境保全措置、事後調査、総合評価） 

11 経済産業大臣が方法書に対して行った勧告 

12 
主要設備の配置計画とその他の土地利用、工事工数と工事期間及び工程計画、土地造成、土石の捨て場や採
取場、供用開始後の定常状態における燃料使用量・給排水量その他の操業規模に関する事項、対象事業の内
容変更により環境影響が変化することとなるもの 

13 
環境影響評価を委託した場合の事業者の名称及び住所（法人の場合は代表者の氏名及び主たる事務所の所
在地） 

14 
その他環境省令で定める事項（配慮書についての関係地方公共団体の長及び住民の意見概要、事業者の見
解、複数案設定した場合の決定に至る検討過程。） 

15 準備書についての住民等の意見 

16 準備書についての都道府県知事等の意見 

17 準備書に対する住民等、都道府県知事等の意見に対する事業者の見解 

18 準備書に対する経済産業大臣の勧告 

（出典）環境影響評価法第 21条第 2項、電気事業法第 46条の 15、発電所アセス省令第 33条より作成 
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③評価書の届出 
評価書を作成後の手続については、電気事業法第 46条の 16、電気事業法施行規則第 61条の 9に

規定されている。 
図 2.8-3 のフロー図に示すとおり、事業者は、評価書を経済産業大臣に届出なければならない。 
なお、環境影響評価法第 22条から第 26条までは、電気事業法第 46条の 23 により発電所について

は適用外となっていることに留意されたい。 
 
④評価書の変更命令 
経済産業大臣は、環境の保全について適正な配慮がなされることが必要、かつ適切と認める場合は、届

出を受理した日から 30日以内に変更を命ずることが出来る（電気事業法第 46条の 17、電気事業法施
行規則第 61条の 10 に規定）。変更命令の必要がなければその旨を事業者に通知する。 
事業者は、変更命令を受けた場合、その命令に係る評価書を変更し、再度、経済産業大臣へ届け出る。

経済産業大臣は変更命令が反映されているかどうか審査する。 
 
⑤評価書の送付 
経済産業大臣は、評価書の変更の必要がない旨を事業者に通知した後、評価書の写しを環境大臣へ

送付する（電気事業法第 46条の 18第 1項に規定）。 
事業者は経済産業大臣からの通知を受けたとき、速やかに準備書を送付した関係都道府県知事及び市

町村長に対し、評価書とその要約書及び④の変更命令があった場合はその内容を送付する（電気事業法
第 46条の 18第２項に規定）。 

 
⑥評価書の公告・縦覧・公表の方法 
評価書の公告、縦覧及び公表は、環境影響評価法第 27条及び電気事業法第 46条の 19 に規定さ

れる。以下の方法のうち適切な方法により行う（環境影響評価法施行規則第 13条～第 15条に規定）。
評価書と要約書及び④の変更命令の内容についての縦覧及び公表期間は 1 月間行うこととなる。なお、公
告日と縦覧開始日及び公表開始日は同一の日となることに留意する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜公告の方法＞ 
※以下より、適切な方法により行う 

①官報への掲載 
②関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載 
③関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載 
④時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載 

＜公告の内容＞ 
①事業者の氏名及び住所（法人では名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地） 
②対象事業の名称、種類及び規模 
③対象事業が実施されるべき区域 
④関係地域の範囲 
⑤評価書の縦覧の場所、期間及び時間 
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⑦評価書の公告・縦覧後 
評価書の公告終了までは、本手続に係る工事を実施してはならない。評価書の公告終了後に対象事業

の内容を変更する場合は、基本的には環境影響評価を再実施することが原則である。ただし、事業規模の
縮小や軽微な変更等（環境影響評価法施行令第 13条に規定）に該当する場合は、手続をやり直す必
要はない（環境影響評価法第 31条に規定）。 
また、評価書の公告終了後に、対象事業実施区域及びその周辺の環境の変化や特別な事情により、事

業者の判断によって必要があると認めるときは、環境影響評価を再実施できるよう規定されている（環境影
響評価法第 32条に規定）。 

 

⑧工事計画認可申請・届出 
評価書の公告後、事業者は経済産業大臣に工事計画の認可申請及び届出を行う。 
電気事業法 47 条において、経済産業大臣の確定通知を受けた環境影響評価書に従っていることが工

事計画の審査事項の一つに規定されているため、評価書に従っていない場合は、経済産業大臣より工事計
画の変更命令が出される。これにより、環境影響評価の結果が確実に事業内容に反映されることとなる。 
環境影響評価法第 33 条から第 37 条までは、電気事業法第 46 条の 23 により発電所については適

用外となっていることに留意されたい。 
 
 
 
  

＜縦覧する場所＞ 
※以下より、できる限り参集の便を考慮する 

①事業者の事務所 
②関係都道府県の協力が得られた場合、関係都道府県
の庁舎、その他の関係都道府県の施設 
③関係市町村の協力が得られた場合、関係市町村の庁
舎、その他の関係市町村の施設 
④上記のほか、事業者が利用できる適切な施設 

＜インターネットの利用による公表＞ 
※以下より、適切な方法により行う 

①事業者のWeb サイトへの掲載 
②関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のWeb
サイトへの掲載 
③関係市町村の協力を得て、関係市町村のWeb サイ
トへの掲載 
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（6）報告書（Impact Mitigation Reporting） 
①報告書の作成 
評価書の公告を行った事業者（当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合に

は、当該事業を引き継いだ者）は、効果が不確実な環境保全措置を講じる場合等に、評価書に記載した
環境保全措置や事後調査等に基づく取組内容等を踏まえ、以下の 1）～3）の内容について報告書を作
成することとなる（環境影響評価法第 38条の 2、発電所アセス省令第 35条並びに第 36条に規定）。 

 
1）において、「効果が不確実」とは、回復することが困難であるため、その保全が特に必要であると認めら

れる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものである（環境影響評
価法第 38 条の 2 に規定）。環境省令で定めるものとは、希少な動植物の生息環境に係る措置、希少な
動植物の保護のために必要な措置、回復することが困難であって保全が特に必要と認められる環境が周囲
に存在する場合に講じた措置であって効果が確実でないものを示す（環境影響評価法施行規則第 19 条
の 2 に規定）。 

2）事後調査は、以下の４つに該当する場合において、工事中及び供用後の環境の状態等を把握する
ために行わなければならない調査である。なお、事後調査結果の公表の方法は、準備書に記載する（発電
所アセス省令第 31 条に規定）。また、事後調査の終了並びに事後調査結果を踏まえた環境保全措置の
実施及びその終了の判断には、必要に応じて専門家の助言を受ける等により客観的かつ科学的な検討を
行うこととされている（発電所アセス省令第 31条に規定）。 

 

 
3）事後調査に基づく追加的な環境保全措置は、事後調査により判明した環境の状況に応じて講じた

環境保全措置を示す。 
 
なお、1）に該当する環境保全措置がなく、事後調査（上記 2））を実施せず、かつ事後調査の結果

に応じて行う環境保全措置（上記 3））を行わない事業では、法律上、報告書の手続の義務は生じない。 
 

②報告書記載事項 
報告書の記載事項は、発電所アセス省令第 36 条に規定されている。これを踏まえ、報告書の主な記載

事項を表 2.8-8 に示す。なお、詳細な記載内容については、「発電所に係る環境影響評価の手引」の

＜ 報告書の内容 ＞ 
1）特に保全が必要な環境が存在する場合に講じる効果が不確実な環境保全措置 
2）事後調査 
3）事後調査に基づく追加的な環境保全措置 

＜ 事後調査の実施要件 ＞ 
○予測の不確実性が大きい場合（過去の環境影響評価の実績から、未だ予測の手法が確立されておらず、
予測と実際の結果に大きな差が生じるおそれがある場合） 

○効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合（過去の環境保全措置の例が少なくその効果が
十分に検証されていない場合） 

○工事中又は供用後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合 
○代償措置を講ずる場合（効果が十分に検証されていないもしくは知見が少ない代償措置を講ずる場合） 
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124ページを参照のこと。 
 

表 2.8-8 報告書の主な記載事項 
項目 内容 

1 

事業者の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、 
特定対象事業の名称 
特定対象事業により設置又は変更されることとなった発電所の原動力の種類及び出力 
特定対象事業が実施された区域等 
特定対象事業に関する基礎的な情報 

2 事後調査の項目、手法及び結果 
3 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度 
4 環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度 
5 専門家等の助言を受けた場合は、その内容と専門分野等 
6 報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合は、その計画及びその結果を公表 

（出典）発電所アセス省令第 36条より作成 
 

③報告書の公表の方法 
報告書を作成したときは、報告書を公表する（環境影響評価法第 38 条の 3第 1項、電気事業法第

46条の 21に規定）。なお、発電所の環境影響評価の場合、電気事業法 46条の 23において、環境影
響評価法で規定される主務大臣や環境大臣への報告書の送付及び意見聴取について適用外と規定され
ているため、報告書の公表のみ行う。 
公表については、配慮書の公表に準用し、以下の方法により行う（環境影響評価法施行規則第 19 条

の 3 に規定）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

④報告書の公表時期 
工事が完了した段階で 1 回作成することを基本とし、必要に応じて、工事中又は発電所の供用後に、事

後調査や環境保全措置の結果等を公表する（発電所アセス省令第 35条に規定）。 
必要に応じてとは、工事完了後の報告書の公表までに長期間を要する場合や工期が段階的に分割され

工事終了部分から順次供用が開始される場合、評価書に記載した事後調査の計画において供用後まで
事後調査期間を設定している場合等において、報告書とは別に、事後調査や環境保全措置の結果等を公
表するものである。 

 

【 公表する場所 】 
※以下より、できる限り参集の便を考慮する 

①事業者の事務所 
②関係都道府県の協力が得られた場合、関係都道府県
の庁舎、その他の関係都道府県の施設 
③関係市町村の協力が得られた場合、関係市町村の庁
舎、関係市町村のその他の施設 
④上記のほか、事業者が利用できる適切な施設 

＜インターネットの利用による公表＞ 
※以下より、適切な方法により行う 

①事業者のWeb サイトへの掲載 
②関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のWeb
サイトへの掲載 
③関係市町村の協力を得て、関係市町村のWeb サイト
への掲載 
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図 2.8-5 報告書及び環境保全措置の結果等の公表の時期の例 

（出典）「環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方の概要」、平成 29年 3月、環境省 
 

 

なお、報告書の作成・公表に関する考え方は、環境省総合環境政策局環境影響評価課が平成 29 年
3 月に作成した報告書「環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方」において、より詳
細に取りまとめている。適宜、こちらを参照のこと。 
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第二種事業のスクリーニングでは、事業者はまず、経済産業大臣に書面により届出を行うとともに、その写
しを関係都道府県知事に送付する。届出書に記載する内容は、表 2.8-9 のとおりである。また、届出の際
には、簡易な方法による環境影響評価を行った結果を必ず添付しなければならない。簡易な方法とは、既
存の文献又は資料の収集等による調査を示す（電気事業法第 46条 3、電気事業法施行規則第 61条
の 2 に規定）。 
経済産業大臣は関係都道府県知事の意見を勘案し、60 日以内に環境影響評価実施の要否判定を

行い、事業者及び関係都道府県知事へ通知する。判定を行うに当たっては、発電所省令アセス第 16条の
第 1号～28号の判定基準に従い（表 2.8-10）、1つでも基準を満たしていなければ、第一種事業と同
様に方法書以降の手続を行うこととなる（第二種事業における配慮書手続については任意）。なお、環境
影響評価不要の判定の場合であっても、地方公共団体の定める環境影響評価に関する条例の対象となる
場合がある。 

 

表 2.8-9 第二種事業の届出書 記載事項 
届出書 記載事項 

1 第二種事業の名称 
2 第二種事業の目的 
3 第二種事業の原動力の種類 
4 第二種事業の規模（kW） 
5 第二種事業が実施されるべき区域 
6 第二種事業の設備の配置計画の概要 

（出典）発電所アセス省令第 15条より作成 
 

表 2.8-10 第二種事業の判定の基準 
発電所アセス省令

第 16条 
判断基準内容 

第 1～2号 新しい発電方式、環境影響に関する知見が十分にない燃料を用いる場合を想定した基準。 
第 3～4号 事業者が発電設備を複数に分けて設置する場合を想定した基準。 
第 5～15号 環境影響を受けやすい地域・対象（盆地等の汚染物質が滞留しやすい地域、学校、住居専用地

域、野生生物の生息・生育の場等）が事業実施区域やその周辺に存在し、当該事業実施に伴う環
境影響の程度が著しいおそれがある場合を想定した基準。 

第 16～22号 環境保全の観点から法令（大気汚染防止法、水質汚濁防止法、自然公園法等）により指定された
地域・対象が事業実施区域やその周辺に存在し、当該事業実施に伴う環境影響の程度が著しいおそ
れがある場合を想定した基準。 

第 23～28号 発電所の事業特性等を踏まえ、環境基本法の環境基準の未達成地域において、環境基準の未達成
項目に係る環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある場合を想定した基準。 

（出典）発電所アセス省令第 16条より作成 
 

また、第二種事業であっても、スクリーニングを経ることなく、第一種事業と同様の手続を行うことも可能で
ある。その場合は、その旨を経済産業大臣へ書面にて通知する（環境影響評価法第 4 条第 6 項に規
定）。  

＜第二種事業の環境影響評価の要否判定（スクリーニング）について＞ 
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福島沖浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業の例 
浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業において、7MW 超大型風力発電機搭載の浮体式洋

上風力発電設備 2 基を設置する。総発電量は 14MW であり、環境影響評価法の第一種事業の要件を
満たしているため、同法に基づき環境影響評価を実施した。 
なお、平成 23 年 4 月の環境影響評価法の改正に伴い、平成 25 年 4 月の完全施行後は配慮書手

続きが必要であるが、本件は完全施行前であったため、配慮書手続きの実施対象外であった。 
 

表 2.8-11 対象事業の区分 
事業名称 浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業 

設備概要 7,000kW風力発電機 2基 

総発電量 14,000kW 

建設予定 平成 26年度 

環境影響評価法における事業区分 第一種事業 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
（1）方法書 
①方法書の作成 
環境影響評価法第 5条第 1項及び電気事業法第 46条の 4 に基づき、環境影響評価の項目並びに

調査、予測及び評価の手法について、方法書を作成した。 
方法書の主な記載事項を以下に示す。 
 

表 2.8-12 方法書の主な記載事項 
項目 記載内容 

1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる
事務所の所在地 

・左記について記載。 

2 対象事業の目的及び内容 ・対象事業の目的や背景について記載。 
・対象事業の内容として、現時点で予定されている施設の概要や
工事工程等について記載。 

3 対象事業実施区域周辺及びその周囲の概
況 

・対象事業実施区域及びその周辺の、自然的状況及び社会的状
況についての情報を収集、整理して記載。 

4 対象事業に係る環境影響評価の項目並び
に調査、予測及び評価の手法 

・選定した評価の項目及び調査、予測及び評価の手法を記載。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
環境影響評価項目の選定においては、銚子沖及び北九州沖にて行われている NEDO による着床式洋

上風力発電実証研究や、五島市椛島で行われている環境省による浮体式洋上風力発電実証研究での
環境影響評価を参考に選定した。（表 2.8-13、表 2.8-14参照） 
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表 2.8-13 環境影響評価の項目の選定理由（1/2） 
環境影響評価項目 環境影響評価の項目として選定する理由、 

もしくは選定しない理由 環境要素の区分 影響要因の区分 
大
気
環
境 

大気質 窒素
酸化
物 

工事用資機材の搬出入 × 工事用資機材は海上輸送となることから、影響はほとんどないも
のと考えられるため選定しない。 

建設機械の稼働 × 陸域の民家等までは距離が十分離れていることから、影響はほ
とんどないものと考えられるため選定しない。 

粉 じ
ん等 

工事用資機材の搬出入 × 工事用資機材は海上輸送となることから、影響はほとんどないも
のと考えられるため選定しない。 

建設機械の稼働 × 陸域の民家等までは距離が十分離れていることから、影響はほ
とんどないものと考えられるため選定しない。 

騒音 騒音 
( 水
中騒
音) 

工事用資機材の搬出入 × 工事用資機材は海上輸送となることから、影響はほとんどないも
のと考えられるため選定しない。 

建設機械の稼働 ○ 工事に伴い発生する騒音により、水中環境に影響を及ぼすこと
が考えられるため選定した。 

施設の稼働 ○ 施設の稼働に伴い発生する騒音により、水中環境に影響を及
ぼす可能性が考えられるため選定した。 

低周
波音 

施設の稼働 × 風力発電機から最寄りの住居までの距離が約 20km 離れてお
り、影響はないものと考えられるため選定しない。 

振動 振動 工事用資機材の搬出入 × 工事用資機材は海上輸送となることから、影響はほとんどないも
のと考えられるため選定しない。 

建設機械の稼働 × 工事に伴い一時的な振動が発生するが、陸域の民家等までは
距離が十分離れていることから、影響はほとんどないものと考えら
れるため選定しない。 

水
環
境 

水質 水の
濁り 

建設機械の稼働 × 風力発電機の設置に使用する建設機械は船舶であり、水質環
境に及ぼす影響はほとんどないものと考えられるため選定しない。 

造成等の施工による一時的
な影響 

○ 浮体係留の際にわずかながら水の濁りが発生すると考えられるた
め選定した。 

底質 有害
物質 

建設機械の稼働 × 風力発電機の設置に使用する建設機械は船舶であり、底質環
境に及ぼす影響はほとんどないものと考えられるため選定しない。 

そ
の
他
の
環
境 

地形及
び地質 

重要
な地
形及
び地
質 

地形改変及び施設の存在 × 「日本の典型地形」（（財）日本地図センター発行，平成
11年）や「日本の地形レッドデータブック 第 1集」（日本の地
形レッドデータブック作成委員会，平成12年）等より、対象事
業実施区域は重要な地形及び地質には該当しないことから選
定しない。 

地盤 地盤
及び
斜面
の安
定性 

造成等の施工による一時的
な影響 

× 風力発電機は浮体式で洋上に設置されるものであり、地盤や
斜面の安定性への影響はないものと考えられるため選定しない。 

地形改変及び施設の存在 × 風力発電機は浮体式で洋上に設置されるものであり、地盤や
斜面の安定性への影響はないものと考えられるため選定しない。 

その他 風車
の影 

施設の稼働 × “ Planning for Renewable Energy  A Companion 
Guide to PPS22 ” (Office of the Deputy Prime 
Minister, 2004)によれば、シャドーフリッカーは、風力発電機の
ローター直径の 10 倍の範囲内で発生するとされるが、風力発
電機の周囲には住居は存在しないことから影響はないものと考
えられるため評価項目として選定しない。またシャドーフリッカーが
海生生物へ及ぼす影響に関する知見はほとんどなく、その影響
は未解明である。 

電波
障害 

地形改変及び施設の存
在，施設の稼働 

○ 施設の存在により漁業無線通信に影響を及ぼす可能性がある
ため選定した。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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表 2.8-14 環境影響評価の項目の選定理由（2/2） 
環境影響評価項目 環境影響評価の項目として選定する理由、 

もしくは選定しない理由 環境要素の区分 影響要因の区分 
動
物 

重要な種及び注
目すべき生息地
（海域に生息す
るものを除く。） 

造成等の施工による一時的
な影響 

○ 工事中においては、造成等の施工により、改変区域及びその周
囲に生息する動物に影響が生じる可能性があることから選定し
た。 

地形改変及び施設の存在 
施設の稼働 

○ 地形改変及び施設の存在、施設の稼働により、改変区域及び
その周囲に生息する動物に影響が生じる可能性があることから
選定した。 

海域に生息する
動物 

造成等の施工による一時的
な影響 

○ 工事中においては、造成等の施工により、改変区域及びその周
囲に生息する動物に影響が生じる可能性があることから選定し
た。 

地形改変及び施設の存在 ○ 地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周囲に生
息する動物に影響が生じる可能性があることから選定した。 

植
物 

重要な種及び重
要な群落（海
域に生育するも
のを除く。） 

造成等の施工による一時的
な影響 

× 風力発電機は洋上に設置されるため選定しない。 

地形改変及び施設の存在 × 風力発電機は洋上に設置されるため選定しない。 

海域に生育する
植物 

造成等の施工による一時的
な影響 

○ 工事中においては、造成等の施工により、改変区域及びその周
囲に生育する植物に影響が生じる可能性があることから選定し
た。 

地形改変及び施設の存在 ○ 地形改変及び施設の存在により、改変区域及びその周囲に生
育する植物に影響が生じる可能性があることから選定した。 

生
態
系 

地域を特徴づけ
る生態系 

造成等の施工による一時的
な影響 

× 海域の生態系については種の多様性や種々の環境要素が複
雑に関与し、最新の知見においても未解明な部分もあるとされ
ることから選定しない。 

地形改変及び施設の存在 
施設の稼働 

× 海域の生態系については種の多様性や種々の環境要素が複
雑に関与し、最新の知見においても未解明な部分もあるとされ
ることから選定しない。 

景
観 

主要な眺望点
及び観光資源
並びに主要な眺
望景観 

地形改変及び施設の存在 ○ 風力発電施設の存在により、周囲の眺望景観に変化が生じる
可能性があることから選定した。 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合

い
の
活
動
の
場 

主要な人と自然
との触れ合いの
活動の場 

工事用資機材の搬出入 × 工事用資機材は海上輸送となることから、影響はないものと考
えられるため選定しない。 

地形改変及び施設の存在 × 対象事業実施区域内に主要な人と自然との触れ合いの活動
の場が存在しないことから選定しない。 

廃
棄
物
等 

産業廃棄物 造成等の施工による一時的
な影響 

○ 造成等の施工に伴いわずかながら廃棄物が発生することから選
定する。 

残土 造成等の施工による一時的
な影響 

× 造成等の施工に伴い残土は発生しないことから、選定しない。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
②方法書の送付 
方法書及び要約書は、平成 25年 1月 22日付けで経済産業大臣に届出をし、対象事業に係る環境

影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する福島県知事及び広野町長、楢葉町長に送付した。 
経済産業大臣の審査機関である環境影響評価顧問会では、平成 25 年 1 月 23日に第 1 回目の審

査が行われた。また、福島県環境審査会も平成 25年 2月 5日に第 1回目が実施された。 
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③方法書の公告・縦覧・公表 
方法書の公告、縦覧、公表を以下のとおり実施した。公告日（縦覧開始日、公表開始日）は、平成

25年 2月 5日とした。縦覧は 1 ヶ月間（平成 25年 2月 5日～3月 4日まで）、意見書受付は縦覧
後 2週間（3月 18日）までとなる。 

 
表 2.8-15 方法書の公告、縦覧、公表の方法 

項目 選定内容及び実施内容 実施結果 
方法書の公告 ・公告日 

平成 25年 2月 5日（火） 
・平成 25年 2月 5日（火）付けの以下の日刊新聞紙に掲載 
福島民報（朝刊 25面）、福島民友（朝刊 23面） 
・自治体の広報誌に「お知らせ」チラシを同封 
広野町広報 「広報ひろの No.499 平成 25年 3月号」 
楢葉町広報 「広報ならは No.21 平成 25年号外 2月号」 

ー 
 

方法書の縦覧 ・縦覧期間 
平成 25年 2月 5日（火）～平成 25年 3月 4日（月） 
・以下の 5箇所にて実施。 
福島県 生活環境部 環境共生課 
福島県いわき地方振興局 県民部 県民生活課 
福島県相双地方振興局 県民環境部 環境課 
楢葉町役場 いわき出張所 
広野町役場 総務課 企画グループ 

縦覧者数 
6名 

方法書の公表 縦覧期間中、以下のウェブページに常時アクセス可能 
・コンソーシアムのウェブページに掲載 
http://windeng.t.u-tokyo.ac.jp/forward/ 

ー 
 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 

  
図 2.8-6 公告事例：自治体広報誌に同封の「お知らせ」チラシ 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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④住民説明会の開催 
方法書の住民説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、開催を予定する日

の一週間前までに公告しなければならない。方法書の住民説明会に関する公告についても、表 2.8-15 に
示す方法書の公告時に行った。 
説明会開催概要を以下に示す。 
 

表 2.8-16 方法書の住民説明会の概要 
開催場所 日時 
楢葉町いわき出張所谷川瀬分室 平成 25年 2月 13日 19時より 
広野町公民館 平成 25年 2月 22日 19時より 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
⑤方法書についての意見の把握 
方法書について、環境の保全の見地から意見を有する者より、以下のとおり意見書の提出を受けた。 
 

表 2.8-17 意見書の提出 
項目 概要および結果 
提出期間 平成 25年 2月 5日（火）～平成 25年 3月 18日（月） 

（縦覧期間及びその後 2週間、郵送の受付は当日消印有効とした。） 

提出方法 ・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 
・郵送による書面の提出 

提出状況 意見書の提出は 1通、意見総数は 4件 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
1）住民等の意見 
住民等からの意見の概要及びそれに対する事業者の見解を以下に示す。 
 

表 2.8-18 住民等の意見の概要及び事業者の見解 
 意見の概要 事業者の見解 
1 方法書第 3 章「対象事業実施区域及びその周囲の概況」につい

て、東日本大震災や福島原発事故以降、放射線等の影響を受け
ているため、それらを踏まえた記載内容にすべきである。 

方法書作成時には最新の資料を用いるよう努め
ておりますが、準備書作成時に当たっても最新の
資料を用いるよう留意致します。また第 3 章の
冒頭部分に、東日本大震災の影響により、現状
と収集したデータとは大きく異なっている可能性が
ある旨を追記致します。 
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 意見の概要 事業者の見解 
2 「野鳥の記録 東京から釧路航路の 30 年-1997 年～1999 年

を中心として」によれば、対象事業実施区域周辺では、一般鳥類
はもとより、下記に掲げる希少な鳥類も生息していることが分かって
いる。そのため、これらの希少な鳥類についても、風力発電施設の
建設が与える影響を評価、予測するための十分な調査計画と適切
な実施が必要である。 
 
事業実施区域周辺の絶滅危惧種（野鳥の記録 東京からの釧
路航路の 30 年より） 
アホウドリ（環境省・絶滅危惧Ⅱ類） 
コアホウドリ（環境省・絶滅危惧ⅠB 類） 
クロコシジロウミツバメ（環境省・絶滅危惧ⅠA類） 
ヒメクロウミツバメ（ 環境省・絶滅危惧Ⅱ類） 
オーストンウミツバメ（環境省・準絶滅危惧種） 
アカアシカツオドリ（環境省・絶滅危惧ⅠB類） 
ヒメウ（環境省・絶滅危惧ⅠB 類） 
ハヤブサ（環境省・絶滅危惧Ⅱ類） 
ホウロクシギ（環境省・絶滅危惧Ⅱ類） 
コアジサシ（環境省・絶滅危惧Ⅱ類）） 
ウミガラス（環境省・絶滅危惧ⅠA 類） 
ウミスズメ（環境省・絶滅危惧ⅠA 類） 
カンムリウミスズメ（ 環境省・絶滅危惧Ⅱ類） 

ご指摘頂いた種は、方法書 p.64 に、文献その
他の資料調査にて確認された重要な種として記
載しております。これらの種について、環境影響の
予測・評価を実施致します。 

3 「Ⅳ．【4.2 調査、予測及び評価の手法の選定】 表 4.2-2
（5）調査、予測及び評価の手法」について 
 
ⅰ)トランセクト調査においては、全数調査やスナップショット法による
調査など、どのような手法を用いるかを具体的に記載すること。 

 
 
 
ⅰ)船舶トランセクト調査及び定点観察調査にお
いては、定めた距離もしくは時間内で、観察幅内
に出現した鳥類はすべて記録することとしておりま
す。準備書においては詳細に調査方法を記載す
るよう致します。 

ⅱ)ウミスズメ類等小型鳥種の見落としおよび誤識別を避けるため、
各トランセクトの観察幅は両舷 200ｍとすべきであること。 

ⅱ)トランセクト調査では、ウミスズメ類だけでなく、
その他の中形・大型鳥類の確認も目的であるこ
と、その他の項目でご指摘頂いている通り、対象
事業実施区域及びその周辺での鳥類の生息状
況等をできるだけ多く把握するため、現況の
300m の観察幅で実施致します。 

ⅲ)観察・記録する項目については、鳥類の種や個体数だけでなく、
海面に着水している個体も含め、飛翔高度、飛翔個体の飛翔方
向、さらに、着水個体が飛立った場合には船からの距離等も記録す
ること。 

ⅲ)ご指摘を踏まえ、記録内容を検討致します。
また飛翔高度については海面からの高度を記録
致します。 

ⅳ)航空機トランセクト調査については、航空機の飛行高度によって
は、動画撮影データを得るために搭載するカメラに写る前に、海面に
着水している鳥類を飛去させるなど、正確な個体数を把握すること
ができない場合がある。そのため、航空機トランセクト調査を行う際
には、その飛行高度も記載すること。 

ⅳ)航空機トランセクト調査について、準備書にて
動画撮影時の飛行高度も記載致します。 
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 意見の概要 事業者の見解 
ⅴ)航空機トランセクト調査時に、動画撮影カメラに写る前に飛去
した鳥類の個体がいた場合は、その個体の種・数・位置も別途記
載すること。 

ⅴ)航空機トランセクト調査においては、目視によ
る確認により、動画撮影データを補完するよう努
めます。 

ⅵ)鳥類の重要な種および注目すべき生息地があった場合、別途
詳細な調査をすること。また、その旨を記載すること。 

ⅵ)ご指摘を踏まえ、現地調査結果に基づき検
討致します。 

ⅶ)日本では、沖合域での鳥類の生態はよく把握されておらず、不
明な点が多い。そのようなことから、本事業は実証実験ではあるもの
の、建設後の事後調査にも資するデータとするため、対象事業実施
区域及びその周辺での鳥類の状況等をできるだけ詳細に把握すべ
きである。それらの観点からも、トランセクト幅は 1km とし、全部で
７本程度を用意すべきであること。また、トランセクト１本の距離は
15kｍとすべきであること。 

ⅶ)不明点の多い沖合域での鳥類の生態につい
て、できるだけ多くの情報を得られるよう、情報収
集に努めます。より広域の詳細な分布利用状況
の把握は、航空機トランセクト調査により実施致
します。 
 

ⅷ)調査時期については、春夏秋冬ではなく、繁殖期前期・繁殖期
後期・移動期（春・秋）・越冬期に調査すること。 
 

ⅷ)調査時期につきましては、海鳥の移動時期や
繁殖地への渡来・渡去時期、越冬期を各季節
に当てはめて設定しています。 

ⅸ)トランセクト調査時の船舶の航行速度を記載すること。なお、海
外での同様の調査事例をみると、一般的には6～10 ノットとみられ
る。 

ⅸ)航行速度は 5～10 ノットとしております。この
内容を準備書において記載致します。 

4 「Ⅳ 【4.2 調査、予測及び評価の手法の選定】 表 4.2-2(6)調
査、予測及び評価の手法」について 
 
ⅰ)予測対象時期等は、工事期間中および風力発電機が稼働す
る時点だけではなく、運転開始後も対象とすること。 

 
 
 
ⅰ)「風力発電機が稼働する時点」は、運転開
始後を指しております。 

ⅱ)評価の手法として衝突確率モデルを用いる場合は、専門家によ
る意見聴取等を行い、最新の衝突確率計算モデルを用いること。 

ⅱ)ご指摘のとおり、有識者の意見を踏まえつつ、
出来る限り定量的な解析の実施に努めます。 

ⅲ)鳥類は常に一定の高度を飛行するのではないことから、飛行高
度に関する評価を行う場合や飛行高度を衝突確率モデルに用いる
場合は、高度 L(0m～ローター下)は高度M(ローター下端～ロータ
ー上端)として計算すること。 

ⅲ)ご指摘の内容について有識者の意見を踏 
まえた上で、解析を実施致します。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
 

2）有識者等の意見 
調査時期や手法等について、表 2.8-19 に示す有識者等から意見聴取を行った。意見の概要及びそれ

に対する事業者の見解を表 2.8-20 に示す。 
 

表 2.8-19 意見聴取を実施した有識者の所属等 
 所属等 分野 

① 福島県日本野鳥の会連系団体連合会・公益財団法人日本野鳥の会（以下、日本野鳥の会） 鳥類 

② 
福島県漁業協同組合・いわき市漁業協同組合・相馬双葉漁協協同組合・福島県水産試験場・
福島県水産課（以下、漁業関係者） 

漁業生物 

③ 福井県立大学 海洋生物資源学部 青海忠久 教授 海生生物 

④ 独立行政法人水産総合研究センター 水産工学研究所 赤松友成 博士 海生生物 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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表 2.8-20 有識者等の意見の概要及び事業者の見解 
 意見の概要 事業者の見解 
① 
日
本
野
鳥
の
会 

5 月はアジサシやヒレアシシギ類が対象事業実施区域周辺海域を
渡ると言われており、この時期に調査を実施した方がよい。 

春季の調査については 5 月を含め 2 回
実施致します。 

海上では高度や水平距離等の距離感がなくなるため、鳥類調査にお
いては距離計等を用いて適宜距離感を補正しつつ実施することが望
ましい。 

距離計を用い、調査員間で情報共有し
ながら調査を実施致します。 

② 
漁
業
関
係
者 

対象事業実施区域周辺を含む水深 100m 程度の海域は、小型
底曳き網漁法が主流である。 

漁業生物調査の手法として、小型底曳
き網漁法を用います。 

対象事業実施区域周辺では、浮魚を対象とした漁はほとんど行われ
ていない。沿岸部では船曳網漁（イカナゴ、シラス、オキアミ等が主な
対象魚）は実施されている。 

船曳網漁により、表層～中層の海産哺
乳類や海鳥の餌資源となる小型の浮魚
類を中心に捕獲調査を実施致します。 

③ 
青
海
教
授 

調査の基本的な手法は「発電所に係る環境影響評価の手引」に準
じた形で実施しており、項目や方法、時期等に大きな問題はない。 

方法書の示した調査手法により、現地
調査を進めて参ります。 
 

水質について、水温や塩分の鉛直方向の分布を調査した方がよい。 水温や塩分の鉛直方向の分布について
も調査実施致します。 

④ 
赤
松
博
士 

海鳥及び海産哺乳類において秋季調査では船舶及び航空機トラン
セクトのラインの方向が南北方向となっているが、秋季以降の調査で
は東西にラインをとり、調査実施した方がよい。四季で継続して調査を
実施予定とのことだが、継続調査の途中であってもラインの方向につい
ては変更した方がより信頼度の高いデータが得られると考えられる。 
生物調査のライントランセクトは、生息密度勾配が最も急な方向にラ
インをとるのがよい。当該海域の場合は、東西にラインをとることで海岸
線と垂直方向になり、水深が変化する測線が設置される。この方が生
息密度勾配は急になると考えられる。 

ご指摘を踏まえ、冬季、春季、夏季調査
においては、ラインを東西方向に設置し、
調査を実施致します。 

海産哺乳類について、目視確認だけではなく、水中で鯨類のソナーを
録音できる装置（A-tag）を用いた定点における観測調査を実施し
てはどうか。春季がスナメリ等の海産哺乳類の行動が活発になるため
この時期に実施するのがよい。 

対象事業実施区域及びその周辺の海
産哺乳類の生息状況を的確に把握する
ため、A-tag による定点観測調査を実
施致します。 

海産哺乳類や大型魚類の餌資源の種類等を確認する意味でも、浮
魚の調査を実施した方がよいのではないか。 

表層～中層の餌資源となる浮魚の生息
状況を把握するため、船曳網漁による漁
獲調査を実施致します。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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3）都道府県知事の意見及び事業者の見解 
方法書について、経済産業大臣に提出された福島県知事の意見（平成 25年 5月 17日付 25環共

第 453号）は、以下のとおりである。 
 

  
図 2.8-7 方法書に対する福島県知事の意見 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 

方法書についての福島県知事の意見に対する事業者の見解は、以下のとおりである。 
 

表 2.8-21 福島県知事の意見に対する事業者の見解 
福島県知事意見の内容 事業者の見解 
１．総括的事項について 
(1) 当該事業については沖合における事業であり、既存の文
献情報や評価事例も少ないことから、現地における調査を十分
に実施し、また、先行して行う浮体式洋上風力発電機設置実
証事業における知見を活用するなどして、適正な予測及び評
価を行うこと。 

現地における調査を十分に実施します。また、先行して行う
浮体式洋上風力発電機設置実証事業における知見を当
該事業にフィードバックし、より環境影響の少ない事業計画
にします。 

(2) 環境影響評価を行う過程において、項目及び手法の選
定等に係る事項に新たな事情が生じた場合は、必要に応じて
選定した項目及び手法等を見直すとともに、追加的に調査、
予測及び評価を行うなど適切に対応すること。 
また、調査マニュアルが改正された場合や新たな評価手法が示
された場合は、できる限り最新の知見を取り入れた手法により

状況を鑑みつつ、必要に応じて項目や手法等を見直すとと
もに、追加調査についても検討します。また、できる限り最
新の知見を取り入れた手法により予測評価を実施します。 
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福島県知事意見の内容 事業者の見解 
評価すること。 
(3) 調査及び予測に係る地点の選定、並びに期間の設定等
については、その根拠や妥当性をわかりやすく環境影響評価準
備書に記載するとともに、環境影響の予測に当たっては、できる
限り定量的な手法を用いること。 

調査及び予測に係る地点の選定、並びに期間の設定等に
ついては、その根拠や妥当性をわかりやすく環境影響評価
準備書に記載します。また、予測に当たっては、できる限り
定量的な手法を用いるようにします。 

(4) 対象事業実施区域及びその周辺における自然的状況及
び社会的状況については、できる限り東日本大震災後の状況
を把握し、環境影響評価準備書に記載すること。 

できる限り最新の状況を踏まえ、環境影響評価準備書に
記載します。 

2．騒音（水中騒音）について 
(1) 水中騒音の調査については、測定水深を水深 30 メート
ルとしているが、浅層部、中層部では暗騒音の影響が大きいこ
とも予想されることから、深層部での測定についても検討するこ
と。 

測定水深については、調査地点の水深が約 90m～
120m であり、その中層部にあたる水深 30m を代表水深
として選定しました。ご意見を踏まえ、深層部での測定につ
いても実施を検討します。 

(2) 水中の様々な人工音が、水生生物、特に水生ほ乳類の
行動に影響を与えることが知られているため、十分な予測評価
を行うこと。 

海産哺乳類については、船舶や航空機を利用した目視確
認調査及びビデオ解析調査に加えて、対象事業実施区域
及びその周辺に録音機器を沈め、哺乳類の超音波を捉え
解析する定点音響調査を、有識者の指導の下、実施して
います。定点音響調査では、哺乳類の活動が活発となる
春季～初夏に一定期間連続で測定し、対象事業実施区
域及びその周辺を海産哺乳類がどの程度利用しているのか
を調査します。これらの結果を踏まえ、海産哺乳類に与える
影響に関し、予測評価を行います。 

3．動物について 
(1) 鳥類の定点観察調査については、鳥類が多く飛翔する時
間帯が、鳥類の種や季節、天候等により異なることから、一日
のうちの時刻による飛翔数の変化や、天候等による飛翔数の
変化も踏まえて調査すること。 

日周の飛翔数の変化を把握するため、採餌により活動が最
も盛んになる朝の時間帯に加え、補足的に午後についても
定点観察調査を実施します。 
天候による飛翔数の変化について、当該海域の海象条件
は非常に厳しく、荒天時に出航し調査を行うことは安全上
不可能です。そのため、事後調査の位置付けとなりますが、
先行して設置予定の浮体サブステーションにレーダーを取り
付け、天候による鳥類の飛翔数の変化を調査します。この
ような沖合でのレーダーを用いた調査は実施例がなく、また
揺れる浮体上でのレーダー調査についても初の試みとなりま
す。 
得られた結果については、本事業の保全対策に反映すると
ともに、今後の洋上風力の環境影響評価に資するため、取
り纏めて公表します。 

(2) 漁業生物の漁獲調査については、底層の調査以外にも、
表層及び中層についても調査すること。 

底層の調査に加え、海産哺乳類や海鳥の餌資源となる小
型魚類を中心に、表層及び中層についても、船曳網による
調査を実施します。 

4．その他 
環境影響評価準備書の作成に当たっては、上記の内容を十
分に踏まえるとともに、措置を講じる場合には、必要に応じ関係
機関と協議すること。 

上記内容を十分に踏まえた上で、環境影響評価準備書の
作成に当たるとともに、措置を講じる場合には、必要に応じ
関係機関と協議します。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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⑥方法書に対する経済産業大臣の勧告 
方法書についての経済産業大臣の勧告（平成 23年 6月 25日付 20130122 商第 128号）は、

以下のとおりである。 
なお、同勧告に添付された福島県知事意見は、図 2.8-7 のとおりである。 
 

  
図 2.8-8 方法書に対する経済産業大臣の勧告 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 

（2）調査／予測／評価の実施 
方法書に対する関係都道府県知事等の意見を勘案し、住民等の意見に配意し、経済産業大臣の勧告

を踏まえ、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定し、環境影響評価（調査・予
測・評価）を実施した。 
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（3）準備書 
①準備書の作成 
環境影響評価法第 14 条、電気事業法第 46 条の 10 に基づき、環境影響評価の結果を取りまとめた

準備書を作成した。準備書の主な記載事項を以下に示す。 
 

表 2.8-22 準備書の主な記載事項 
項目 記載内容 

1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事
務所の所在地 

・左記について記載。 

2 対象事業の目的及び内容 ・対象事業の目的や背景について記載。 
・対象事業の内容として、現時点で予定されている施設の概要や工
事工程等について記載。 

3 対象事業実施区域周辺及びその周囲の概
況 

・対象事業実施区域及びその周辺の、自然的状況及び社会的状況
についての情報を収集、整理して記載。 

4 方法書についての意見と事業者の見解 ・住民等の意見の概要及び事業者の見解について記載。 
・都道府県知事等の意見及び事業者の見解について記載。 

5 方法書に対する経済産業大臣の勧告 ・経済産業大臣から勧告があった場合に記載。 
6 環境影響評価の項目並びに調査、予測及

び評価の手法 
・選定した評価の項目及び調査、予測及び評価の手法を記載。 

7 環境影響評価の項目並びに調査、予測及
び評価の手法についての経済産業大臣の助
言 

・経済産業大臣に助言を求めた場合に記載。 

8 環境影響評価の結果 ・調査結果の概要並びに予測及び評価の結果を記載。 
・環境保全のための措置を記載。 
・事後調査を行うこととした理由、事後調査の項目及び手法、結果の
公表等を記載。 
・環境影響の総合的な評価を記載。 

9 環境影響評価を委託した事業者の名称、代
表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

・左記について記載。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
②準備書の送付 
準備書及び要約書は、平成 25年 9月 6日付けで経済産業大臣に届出をし、対象事業に係る環境影

響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する福島県知事及び広野町長、楢葉町長に送付した。 
 

③準備書の公告・縦覧・公表 
準備書の公告、縦覧、公表を以下のとおり実施した。公告日（縦覧開始日、公表開始日）は、平成

25年 9月 6日とした。縦覧は 1 ヶ月間（平成 25年 9月 6日～10月 7日まで）、意見書受付は縦
覧後 2週間（10月 21日）までとなる。 
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表 2.8-23 準備書の公告、縦覧、公表の方法 
項目 選定内容及び実施内容 実施結果 

準備書の公告 ・公告日 
平成 25年 9月 6日（金） 
・平成 25年 9月 6日（金）付けの以下の日刊新聞紙に掲載 
福島民報（朝刊 31面） 
福島民友（朝刊 23面） 
・自治体の広報誌に「お知らせ」チラシを同封 
広野町広報 「広報ひろの No.505 平成 25年 9月号」 
楢葉町広報 「広報ならは No.28 平成 25年号外 9月号」 

ー 
 
 

準備書の縦覧 ・縦覧期間 
平成 25年 9月 6日（金）～平成 25年 10月 7日（月） 
・以下の 5箇所にて実施。 
福島県 生活環境部 環境共生課 
福島県いわき地方振興局 県民部 県民生活課 
福島県相双地方振興局 県民環境部 環境課 
楢葉町役場 いわき出張所 
広野町役場 総務課 企画グループ 

縦覧者数 
0名 

準備書の公表 縦覧期間中、以下のウェブページに常時アクセス可能 
・コンソーシアムのウェブページに掲載 
http://windeng.t.u-tokyo.ac.jp/forward/ 

ー 
 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 

 
図 2.8-9 公告事例：自治体広報誌に同封の「お知らせ」チラシ 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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④住民説明会の開催 
準備書の住民説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、開催を予定する日

の一週間前までに公告しなければならない。準備書の住民説明会に関する公告についても、表 2.8-23 に
示す準備書の公告時に行った。 
説明会開催概要を以下に示す。 
 

表 2.8-24 準備書の住民説明会の概要 
開催場所 日時 
楢葉町いわき出張所 2階大会議室 平成 25年 9月 18日 19時より 
広野町公民館 平成 25年 9月 19日 19時より 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
⑤準備書についての意見の把握 
準備書について、環境の保全の見地から意見を有する者より、以下のとおり意見書の提出を受け付けたが、

意見は得られなかった。 
 

表 2.8-25 意見書の提出 
項目 概要および結果 
提出期間 平成 25年 9月 6日（金）～平成 25年 10月 21日（月） 

（縦覧期間及びその後 2週間、郵送の受付は当日消印有効とした。） 
提出方法 ・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・郵送による書面の提出 
提出状況 意見書の提出は 0通、意見総数は 0件 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 

1）都道府県知事の意見及び事業者の見解 
準備書について、経済産業大臣に提出された福島県知事の意見（平成 25年 12月 3日付 25環共

第 2167号）は、以下のとおりである。 
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図 2.8-10 準備書に対する福島県知事の意見 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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準備書についての福島県知事の意見に対する事業者の見解は、以下のとおりである。 
 

表 2.8-26 福島県知事の意見に対する事業者の見解 
福島県知事意見の内容 事業者の見解 
１．総括的事項について 
(1) 環境保全措置の検討に当たっては、先行して設置した実
証研究事業の 2,000 キロワット風力発電機等の稼働等により
得られた知見及び事後調査等の結果を当事業に反映するとと
もに、準備書段階と異なる環境への影響が予測される場合に
は、専門家の指摘及び助言を得るなどして、適切かつより有効
な環境保全措置を講じることとし、この旨を評価書に記載する
こと。 

環境保全措置の検討に当たっては、先行して設置 
した浮体式洋上風力発電設備（ふくしま未来）の事後調
査等の結果を踏まえ、実施致しました。具体には、工事中
の水中騒音の事後調査結果を本評価書に反映致しまし
た。（第 8章） 
また、今後、事後調査により環境影響の程度が著しいこと
が明らかとなった場合は、専門家の指摘及び助言を踏ま
え、有効な環境保全措置を検討いたします。 

(2) 評価書作成段階で、事業内容を変更する必要が生じた
場合には、変更による環境への影響について予測及び評価し、
その結果に基づく必要な環境保全措置を講じることとし、この旨
を評価書に記載すること。 

事業計画のうち、工事工程（予定）について再度検討し
た。変更による環境への影響については、工程について大き
く予定をずれこむような変更はないため、準備書時点と同様
の予測及び評価といたしました。 

(3) 当事業は過去に事例のない事業であることから、事後調
査において今後の環境保全措置の知見となり得る情報を幅広
く集積するとともに、必要に応じて長期間にわたるモニタリング調
査の実施を検討すること。 

事後調査を実施し、今後の環境保全措置の知見と 
なり得る情報を集積したいと考えております。 
また、事後調査の結果を踏まえ、必要に応じてモニタリング
を実施する期間について検討いたします。 

２．自然環境について 
(1) バードストライク対策については、実証事業であること、景
観上配慮が必要となる対象が近隣に存在しないこと、及び設
置する風車が2基であることから、設置前に有効な色彩等の対
策について専門家の助言を得るなどして、実行可能な最良の
環境保全措置を検討すること。 
なお、風車ごとにバードストライク対策を変えるなど、その条件の
活用を検討すること。 

バードストライク対策については、本事業は過去に事例のな
い事業であることから、まずは事後調査を実施し、その影響
を明らかにする必要があると考えます。その結果を鑑み、環
境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合は、専門家
の意見を踏まえ、実行可能な範囲で環境保全措置を検討
いたします。 

(2) 「海域に生息する動物」及び「海域に生育する植物」につ
いては、定期的なモニタリング調査の実施を検討すること。 

「海域に生息する動物」については事後調査を実施致しま
す。（第 8章） 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 

⑥準備書に対する環境大臣意見、経済産業大臣の勧告 
準備書についての環境大臣意見と、経済産業大臣の勧告（平成 23 年 12 月 20 日付 20130906 

商第 4号）は、以下のとおりである。 
なお、同勧告に添付された福島県知事意見は、図 2.8-10 のとおりである。 
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図 2.8-11 準備書に対する環境大臣意見 
（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 

 

 
 

 

 
図 2.8-12 準備書に対する経済産業大臣の勧告 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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（4）評価書 
①評価書の作成 
準備書に対する福島県知事の意見を勘案し、経済産業大臣の勧告を踏まえて準備書の記載事項につ

いて検討を加えた。環境影響評価法第 21条第 2項に基づき、その検討を踏まえて評価書を作成した。 
評価書の主な記載事項を以下に示す。 
 

表 2.8-27 評価書の主な記載事項 
項目 記載内容 

1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事
務所の所在地 

・左記について記載。 

2 対象事業の目的及び内容 ・対象事業の目的や背景について記載。 
・対象事業の内容として、現時点で予定されている施設の概要や工事
工程等について記載。 

3 対象事業実施区域周辺及びその周囲の概
況 

・対象事業実施区域及びその周辺の、自然的状況及び社会的状況
についての情報を収集、整理して記載。 

4 方法書についての意見と事業者の見解 ・住民等の意見の概要及び事業者の見解について記載。 
・都道府県知事等の意見及び事業者の見解について記載。 

5 方法書に対する経済産業大臣の勧告 ・経済産業大臣から勧告があった場合に記載。 
6 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び

評価の手法 
・選定した評価の項目及び調査、予測及び評価の手法を記載。 

7 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び
評価の手法についての経済産業大臣の助言 

・経済産業大臣に助言を求めた場合に記載。 

8 環境影響評価の結果 ・調査結果の概要並びに予測及び評価の結果を記載。 
・環境保全のための措置を記載。 
・事後調査を行うこととした理由、事後調査の項目及び手法、結果の
公表等を記載。 
・環境影響の総合的な評価を記載。 

9 準備書についての意見と事業者の見解 ・住民等の意見の概要及び事業者の見解について記載。 
・都道府県知事等の意見及び事業者の見解について記載。 

10 準備書に対する経済産業大臣の勧告 ・経済産業大臣から勧告があった場合に記載。 
11 準備書記載事項の修正の概要 ・記載内容の見直しを行い、修正の概要を記載。 
12 環境影響評価を委託した事業者の名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
・左記について記載。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
②評価書の送付 
評価書及び要約書は、平成 26年 3月 17日付けで経済産業大臣に届出を行った。 
 

③評価書の公告・縦覧・公表 
平成 26 年 3 月 27 日、経済産業大臣より評価書の確定通知を受理した。確定通知を受け、評価書

の公告、縦覧、公表を以下のとおり実施し、福島県知事及び広野町長、楢葉町長に評価書及び要約書を
送付した。 
公告日（縦覧開始日、公表開始日）は、平成 26年 4月 8日、縦覧は 1 ヶ月間（平成 26年 4月
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8日～5月 9日まで）行った。 
 

表 2.8-28 評価書の公告、縦覧、公表の方法 
項目 選定内容及び実施内容 実施結果 
評価書の公告 ・公告日 

平成 26年 4月 8日（火） 
・平成 26年 4月 8日（火）付けの以下の日刊新聞紙に掲載 
福島民報（朝刊） 
福島民友（朝刊） 

ー 
 
 

評価書の縦覧 ・縦覧期間 
平成 26年 4月 8日（火）～平成 26年 5月 9日（金） 
・以下の 5箇所にて実施。 
福島県 生活環境部 環境共生課 
福島県いわき地方振興局 県民部 県民生活課 
福島県相双地方振興局 県民環境部 環境課 
楢葉町役場 いわき出張所 
広野町役場 総務課 企画グループ 

縦覧者数 
0名 

評価書の公表 縦覧期間中、以下のウェブページに常時アクセス可能 
・コンソーシアムのウェブページに掲載 
http://windeng.t.u-tokyo.ac.jp/forward/ 

ー 
 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 

 
図 2.8-13 公告事例：日刊新聞紙への掲載内容 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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（5）事後調査 
風力発電機設置後の事後調査として、水中騒音、電波障害（漁業無線）、海鳥、魚類、海産哺乳

類の項目について調査を実施し、風力発電機設置前のデータと設置後のデータを比較し、環境影響につい
て考察した。また、赤外線カメラによる鳥類の衝突監視及び船舶レーダーによる海鳥の飛翔軌跡調査を実施
し、風力発電機設置後の状況を調査した。 
事後調査項目の選定理由と実施内容を表 2.8-29 に、事後調査結果を表 2.8-30 に示す。 

 
表 2.8-29 事後調査項目の選定理由と実施内容 

項目 / 小項目 事後調査を実施することとした理由 実施内容 

水中騒音 

・調査等の結果では、水中音による魚類等へ及ぼす影響は小さいものと
考えられた。 
・ただし、浮体式洋上風力発電での測定事例は少なく、現時点では実用
的な予測モデルは整備されていないため、予測には不確実性を伴うことか
ら、実証事業において工事中と稼働時の水中音の事後調査を実施し、そ
の実態を明らかにする。 

・工事中に作業船近傍での
水中音を測定。 
・風車を稼動／停止させ、
周辺海域の水中音の状況
を把握。 

漁業無線 

・調査等の結果では、周辺海域において受信レベルも安定していることか
ら、影響は小さいと考えられた。 
・ただし、現時点では実用的な予測モデルは整備されていないため、予測
には不確実性を伴うことから、稼動後の事後調査を実施し、影響の有無
を確認する。 

・各浮体周辺の電波受信レ
ベルを測定。 

動物 / 海鳥 

・調査等の結果では、衝突リスクについては重要な鳥類への影響は小さい
と考えられた。 
・ただし、鳥類の動態（誘因あるいは忌避）に関しては知見が少なく、浮
体設置後の飛翔状況や衝突の実態については不明であり、予測には不
確実性を伴うことから、事後調査を実施する。 

・目視により海鳥の生息状
況を把握。 
・赤外線ビデオカメラによるブ
レードへの衝突監視。 
・船舶レーダーによる鳥類飛
翔軌跡を記録。 

動物 / 魚類 

・水中音の調査等の結果では、周辺への影響はわずかであると考えられた
こと、既往知見では着床式洋上風力発電由来の騒音は魚類の聴覚能
力に対してはほとんど影響を及ぼさないこととされることから、影響は小さいと
考えられた。 
・ただし、浮体式洋上風力に関しては知見が少なく、予測には不確実性を
伴うことから、事後調査を実施する。 

・（底魚）底曳き網漁法に
よる漁獲調査により底魚の
生息状況を把握。 
・（浮魚）水中カメラにより
浮魚の生息状況を把握。 

動物 / 
海産哺乳類 

・水中音の調査等の結果では、周辺への影響はわずかであると考えられた
こと、着床式の既往知見では風力発電機のごく近傍のみで影響があるとさ
れることから、影響は小さいと考えられた。 
・ただし、浮体式洋上風力に関しては知見がないこと、沖合の地点におけ
る海産哺乳類の動向は不明点も多いことから、事後調査を実施する。 

・音響データロガーを用い、
哺乳類の生息状況を把握。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 
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表 2.8-30 事後調査結果の概要 
項目 / 小項目 事後調査結果 

水中騒音 

・浮体付近に魚類が生息していることが確認されている。 
・工事時の衝撃音は、係留アンカー・係留チェーン敷設時のみ威嚇レベル（魚が驚いて深みに潜るか、
音源から遠ざかる）だったが、発生頻度は限定的。 
・稼動時の水中音の調査結果は誘致レベル（魚にとって快適な音の強さ）。 
  ⇒工事時、稼働時ともに魚類等の生物への著しい影響は生じていないと考えられる。 

漁業無線 
・風車設置前、設置後で電波受信レベルに差がない。 
  ⇒漁業無線への影響はないと考えられる。 

動物 / 海鳥 

（目視調査） 
・設置後も浮体付近で各分類群の海鳥が生息。 
・浮体を利用する鳥類を確認（ハヤブサ狩場、カモメ類休息場）。 
  ⇒浮体設置による顕著な影響は生じていないと考えられる。 
（衝突監視） 
平成 26年 4月より継続的に監視を実施してきた結果、これまで 4例のバードストライクを確認。 
  ⇒数例のみであり顕著な影響は生じていないと考えられる。 
（船舶レーダー） 
・夜間においても飛翔が確認された。風力発電機設置後も夜間の渡りと考えられる飛翔も確認。 
  ⇒夜間も含めた鳥類の利用状況には顕著な影響は生じていないと考えられる。 

動物 / 魚類 

（底魚） 
・事前と事後で、種類数、平均出現個体数等に顕著な違いは認められない。 
  ⇒顕著な影響は生じていないと考えられる。 
（浮魚） 
・浮体は浮魚類等の新たな生息場として機能し、対照区より種類数も豊かになっている。魚類相の多様
性の面からはプラスの効果があらわれていると考えられる。 
  ⇒魚類相への顕著な影響は生じていないと考えられる。 

動物 / 
海産哺乳類 

・設置後も海産哺乳類が周辺海域を利用していることを確認。 
  ⇒顕著な影響は生じていないと考えられる。 

（出典）福島洋上風力コンソーシアム 

 
 
 

  



 

-174- 

第3章 浮体式洋上風力発電の資金調達の方法 
浮体式洋上風力発電の発電事業を行う場合においても先行する着床式の洋上風力発電や通常の再

生可能エネルギーの発電事業と同様に、資金調達を行って事業をすることになる。欧州では、大規模な着床
式の洋上風力発電開発が商用ベースで進展しており、資金調達方法として、コーポレートファインスとプロジェ
クトファイナンスの２種があるが、ここではプロジェクトファイナンスを想定する。プロジェクトファイナンスは、企業の
与信で行うコーポレートファイナンスと異なりノンリコース（非遡及型融資）であり、事業単体での評価の下で
貸付を行うため、事業リスクの見極めと低減が重要である。 
本章では、資金調達の方法として、プロジェクトファイナンスを想定した際に、求められる可能性の高い認証

と保険について注目し、第２章における事業の流れと連動させる形でその流れを整理し、図 2 に示す。 
ファインスの流れと事業の関連性では、事業の基本設計に基づき、ファイナンスの準備段階が始まり、実施

設計開始後にファイナンスの組成・実施段階に入る。また、ファイナンス・クローズ後に工場での製造発注・建
設工事が始まり、完工後の完工認定から完済までがファイナンスのモニタリング段階となる。 
保険の流れと事業の関連性では、欧州においては、発電事業者は事業検討の早い段階から保険のアド

バイザーを起用し保険の検討を行うことが一般的であるが、日本では保険会社に直接相談するか、もしくは
保険ブローカー/代理店に相談し、事業の基本設計の段階までに、基本情報の収集および保険仕様の設計
を行い、実施設計に入ってからリスク評価および低減策を構築する。そしてファイナンス・クローズ前、建設工事
前に契約締結を終える。 
認証の流れと事業の関連性では、事業の海域・気象・海象調査の海域調査後に浮体認証およびウィンド

ファーム認証が同時に始まる。そして、実施設計の構造設計終了段階でそれぞれ浮体認証の設計適合証
明書およびウィンドファーム認証を取得する。その後工事計画届出の提出が行われるとともに、マリンワランティ
ーサーベイが始まり、マリンワランティーサーベイでは工事設計の評価と現場施工の立会検査を行う。マリンワラ
ンティーサーベイは建設工事の終了をもって終わる。その後、試運転が終了し、問題なければ浮体認証の検
査証書を取得する。浮体認証は、運転期間中も定期的に検査を行う必要がある。 
ただし、この図は、一般的な考え方の下で作成した一例であり、実際の検討にあたっては、時期や検討内

容について、関係する機関と相談して進めることが望ましい。 
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図 2 事業およびファイナンス・保険・認証の流れ 

（出典）金融機関・保険会社・認証機関のヒアリングにより作成 

 
 
  

浮体式洋上風力発電における資金調達の流れ（例）
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3.1 ファイナンス 
ファイナンスの流れを図 3.1-1 に示す。 

 

 
図 3.1-1 ファイナンスの流れ  

（出典）金融機関のヒアリングにより作成 

 
ファイナンスの具体的な流れは大きく分けて３つであり、①準備段階、②組成・実行段階、③モニタリング

段階に分けられる。日本には浮体式洋上風力発電に関する事例がないため、ここでは、欧州の事例をベース
にそれぞれの項目について一般的な流れをまとめる。 

 
（1）準備段階 

準備段階は、事業の流れにおいて基本設計から実施設計までに相当する。具体的な手順としては、①
FAの選定、②MLAの選定の 2 つから構成される。 

 
①FAの選定 
発電事業者は FA を選定し、MLA 選定時に十分な備えを行うなど、ファイナンス組成における助言をもら

う。 
 

②MLAの選定 
発電事業者は、ファイナンシャル・アドバイザーや弁護士等の各種コンサルタントのサポートを得つつ、案件

概要、資金調達計画やセキュリティ・パッケージの叩き台を記述したインフォメーション・メモランダム
（information memorandum)を、借入れを見込む主要な金融機関に提示する。 
その後、融資に関心を示した民間金融機関の中から、MLA を選定する。公的金融機関から資金を調達

する場合、これに前後して、これらの金融機関に借入れの申込をする必要がある。 
 

（２）組成・実行段階

（１）準備段階

発電事業者は、①FA(ファイナンシャル・アドバイザー）を選定し、ファイナンス組成における助言をもらう。②その後、案件概要、資金調達
計画やセキュリティ・パッケージの叩き台を記述した②インフォメーション・メモランダム（information memorandum)を作成し、事業者
を見込む主要な金融機関に提示する。更に、融資に関心を示した金融機関の中から、MLA（マンデーティッド・リード・アレンジャー）選
定と借り入れ申込を行う。

（３）モニタリング段階

事業者とアレンジャーと選定された金融機関で①キックオフ・ミーティングを行い、セキュリティー・パッケジーの交渉を開始し、事業のリスク分
析・評価、採算性評価など②デュー・ディリジェンスを行う。 デュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、プロジェクト関係者の利害関係を調整し、
リスク・シェアリングの内容を規定する③ターム・シートの交渉・合意を行う。
合意されたタームシートに基づき④ドキュメンテーション（融資関連契約書）を作成する。その後、プロジェクトファイナンスを供与する⑤シ
ンジケーション（協調融資団）が組成される。
事業者が貸出前に充足する必要のある貸出先行要件のすべてをクリアし、資金を引き出すことで⑥ファイナンス・クローズとなる。

モニタリング段階は、①完工認定及び②完済で構成されている。事業者は、物理的完工、操業完工、財務完工の各段階で貸出人による
完工認定を受ける。融資期間が満了し、すべての貸付金が貸出人に返済されることを持って完済となる。
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（2）組成・実行段階 
組成・実行段階は、事業の流れにおいて実施設計から建設工事前までに相当する。具体的流れとしては、

①キックオフミーティング、②デュー・ディリジェンス、③ターム・シートの交渉・合意、④ドキュメンテーション（融
資関連契約書）、⑤シンジゲーション（団協調融資団）、⑥ファイナンス・クローズの 6 つの段階から構成さ
れる。 

 
①キックオフ・ミーティング 
発電事業者は、ファイナンシャル・アドバイザーといったプロジェクト側とファイナンシャル・アレンジャーや公的機

関といったレンダー側が、必要があればおのおののコンサルタントを交えてキックオフ・ミーティングを行い、セキュリ
ティ・パッケージの交渉を開始する。 

 
②デュー・ディリジェンス 
レンダーとコンサルタントが、案件の事業性を技術・環境や法的側面等から精査し、当該プロジェクトのリス

クを発見・分析・評価する作業である。また、並行してレンダー側のキャッシュフローモデルを構築し、プロジェク
ト側のものと突合しながら、協議を通じて前提条件の差異を収斂させていく。 
デュー・ディリジェンスを行う際の主要リスクおよびその精査項目を表 3.1-1 に示す。 

 
表 3.1-1 主要リスク・精査項目 

主要リスク 精査項目 
事業者（スポンサー）  事業者のプロジェクト遂行能力、資金拠出能力、完工保証能力は十分であるのか。 
技術  長期安定操業が可能な発電プラント技術なのか。 

完工  期日・予算内および求められる能力でのプロジェクト完成は可能なのか。 
（物理的な完工/操業面での完工/財務面での完工） 

 完工遅延、コストオーバーラン、性能未達などの不備は発生しないのか。 

許認可 
 

 土地収用、関連認証（ウィンドファーム認証、浮体認証等）、 PPA (Power 
Purchase Agreement)など取得済み或いは取得遅延可能性はないのか。 

操業  長期安定的な操業体制は構築されているのか。 

オフテイク  電力の長期安定的な買い取り価格購入・取引先（オフテイカー）は確保できている
のか。 

 その際に、PPA に定められている買い取り期間、買い取り価格、買い取り形式
（take-or-pay or take-and-pay) は、妥当であるのか。 

環境  自然・社会環境に対して、悪影響はないのか。 
 その根拠として、環境影響評価などの実施により環境基準を遵守しているのか。 
 （公的金融機関の融資を受ける場合）公的金融機関の環境ガイドラインを遵守し

ているのか。 
法律・規制  法規制、許認可変更などに伴うプロジェクトの実施不可能・遅延リスクはないのか。 
事故・災害 
（フォースマジュール） 

 事故や火災・爆発・浸水・地震・台風・落雷などによるプロジェクトの損害・遅延リスク
はないのか。 

（出典）「プロジェクトファイナンス実務」等により作成 
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③ターム・シート交渉・合意 
タームシートとはセキュリティー・パッケージの内容や融資条件等の骨子を記載した文章であり、これから行う

契約書作成の礎となる重要なものである。デュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、プロジェクト関係者の利害関
係を調整し、リスク・シェアリングの内容を規定する。 

 
④ドキュメンテーション（融資関連契約書） 
合意されたタームシートに基づき、各契約書を作成する。ここでの主役は双方の弁護士となるが、すべてを

弁護士任せにすると弁護士費用がかさむため、どこかの時点でビジネス判断による決着が必要となる。通常、
レンダーと発電事業者との間では、Common Terms Agreement（すべてのローンに共通する事項をま
とめて規定）と Facility Agreement/Loan Agreement(各金融機関のローンごとに固有の内容を規定）
の 2種類の融資関連契約書を作成する。 

Common Terms Agreement では、表示と保証（Representation and Warranties)、貸出
先行要件、コベナンツ(Covenants)、そしてレンダー間の権利・義務について規定する。一方で、 Facility 
Agreement においては、各ローンの融資金額や条件（期間、金利、各種手数料等）、貸出・回収方法
などについて規定する。 
また、それ以外に発電事業者が保有する総資産、総収入及び関連諸契約上の権利について担保権等

を設定する契約書としてSecurity Documentsがある。通常、レンダーがSecurity Trusteeを指名して、
その Security Trustee と発電事業者との間で締結する。 
融資関連契約書の主要項目は、表 3.1-2のとおりある。 

 
表 3.1-2 融資関連契約書の主要項目 

項目 具体的な内容 
Common Terms 
Agreement 

 表示と保証 
融資契約書の調印を前に、レンダーが融資判断を行うにあたって、判断材料として事
実に関して、融資関連契約書の中で発電事業者にこれらが真実であることを表明さ
せる必要がある。これを表示と保証と呼んでいる。 

 貸出先行要件（Conditions Precedent) 
融資関連契約書の調印後、初回及び各回の貸出実行に際して、発電事業者が充
足しなければならない要件のことである。貸出先行要件は、基本的にレンダーの債権
保全のために必要となる諸条件をものであり、通常これらが満たされない限り、ローン
の貸出は実現しないことになる。 

 コベナンツ  
融資期間中に発電事業者が守らなければいけない義務を発電事業者に誓約させて
いるのがコベナンツである。コベナンツは、発電事業者が行わなければいけないもの、
行ってはいけないもの及び各種情報提供義務を定めるものの三つに大別される。  

 レンダー間の権利・義務について規定 
レンダー間の連絡方法、レンダー間の意思決定方法、レンダーによる回収資金の分
配方法等について規定している。 

Facility  /  Loan 
Agreement 

 融資金額や条件（期間、金利、各種手数料等）、貸出・回収方法を規定する。 
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項目 具体的な内容 
Security 
Documents 

 発電事業者が保有する総資産、総収入及び関連諸契約上の権利について担保権
等を設定する。 

（出典）「プロジェクトファイナンスの実務」により作成 

⑤シンジケーション 
ファイナンシャル・アレンジャーにより、プロジェクトファイナンスを供与する協調融資団が組成される。ファイナン

シャル・アレンジャーや公的金融機関は早い段階から案件に関与するが、その他のシンジケート参加行はドキ
ュメンテーションのドラフトが完成した以降に招聘されることが多い。 

 
⑥ファイナンス・クローズ 
発電事業者が貸出前に充足する必要のある貸出先行要件のすべてをクリアし、晴れて資金を引き出すこ

とを持って「ファイナンス・クローズ」と称する。融資契約の調印を「ドライ・ファイナンス・クローズ」、その後の資金
引出しを「ウェット・ファイナンス・クローズ」と呼ぶ。 

 
（3）モニタリング段階 

モニタリング段階は、事業の流れにおいて建設工事完了から運転期間中の完済までに相当する。具体的
な手順としては、①完工認定、②完済の 2 つから構成される。 

 
①完工認定  
発電事業者は、機械或いは物理的完工、一定の操業基準を満たした操業完工、一定の財務基準を満

たした財務完工の各段階でレンダーによる認定を受ける。 
 

②完済 
融資期間が満了し、すべての貸付金がレンダーに返済されることを持って完済という。貸出開始（ウェット・

ファイナンス・クローズ）から完済までの間、レンダーはコンサルタントの協力を得ながら、完工認定も含め、事
業のあらゆる進捗とキャッシュフローの動きをモニタリングすることになる。 
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3.2 保険 
発電事業者は、プロジェクトに事故が発生した後、当初設備と同水準までに損害を復旧する費用や、復旧

期間中のプロジェクトの運営費用を保険金で十分賄うことが出来る種類・内容の保険手配をレンダーから要求
される。 
保険適用の手順は、図 3.2-1以下に示すとおりである。 

 
図 3.2-1 保険の契約までの流れ 

（出典）保険会社のヒアリングにより作成 

 
（1）保険会社、または保険ブローカー/代理店の起用 

発電事業者は、適切な保険パッケージが組めるよう、事業開発の早い段階から保険会社、または保険ブ
ローカー/代理店を起用する。 

 
（2）保険会社、または保険ブローカー/代理店による基礎情報の収集 

起用された保険会社、または保険ブローカー/代理店は、発電事業者より提示された案件概要に基づき、
自然災害のリスクおよびプロジェクトサイト及び組立港の気象・海象・地盤のリスクについて分析を行う。さらに
その結果を基に、保険費用の概算を行う。自然災害リスクには台風、地震・津波および落雷などがあり、プロ
ジェクトサイト及び組立港の気象・海象・地盤のリスクには、浸水・転覆による沈没などが考えられる。 
発電事業者への付保時の検討項目は、建設段階におけるものと、運転段階におけるものがある。 
建設段階における検討は更に建造・製作フェーズ、輸送フェーズ、組立フェーズおよび敷設・据付フェーズに

分けて行う。建設段階におけるそれぞれのリスクに対する保険を一括手配することで以下のメリットがある。 
 リスクの一元管理が可能となる。 
 パッケージとすることにより、単体では手配しにくいリスク（ケーブル敷設、風車組立）を包括的に手配

することが可能である。 
 ボリュームメリットによりプロジェクトに関わる総保険料の削減効果も期待出来る。 

起用された保険会社、または保険ブローカー/代理店は、事業者より提示された案件概要に基づき、①自然災害のリスク、②プロジェク
トサイト及び組立港の気象・海象・地盤のリスクについて分析を行い、それに基づき③保険費用の概算を行う。

①風車のスペックリスク評価および②施工評価を行い、そのリスク度合いに基づき、③保険リスクレベリングおよびPML/EML（予想最大
損失額）を算出する。さらに、④リスク低減評価を行い、その対策案（ヘッジ方法）を検討する。

（１）保険会社、または保険ブローカー/代理店の起用

（３）保険会社、または保険ブローカー/代理店による保険仕様設計

（４）保険会社、または保険ブローカー/代理店によるリスク評価・低減策

（５）契約の締結

保険の仕様設計においては、①各種コントラクトの責任関係整理し、それに基づき②手配する保険種目および内容概略を決定する。

①保険仕様の最終調整を行い、保険証券の発券を持って、②契約締結となる。

（２）保険会社、または保険ブローカー/代理店による基礎情報の収集

事業者は、適切な保険パッケージが組めるよう、事業開発の早い段階から保険会社、または保険ブローカー/代理店を起用する。
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 作業工程全体へのリスクサーベイ実施によるリスク軽減の実現にも寄与できる。 
 

 
図 3.2-2 保険の検討項目 

（出典）保険会社 

 
（3）保険会社、または保険ブローカー/代理店による保険仕様設計 

保険の仕様設計においては、まず各種コントラクトの責任関係を整理する。ここで各種コントラクトは、発注
者、技術アドバイザー、金融機関、メンテナンス業者などがある。保険種目には、もの保険、損害賠償保険、
利益保険などがある。 
それに基づき手配する保険種目および内容概略を決定する。 
洋上風力発電で求められる典型的な保険の種目および内容を表 3.2-1 に示す。建設期間中と操業期

間中に大別しているが、保険の補填対象は、資材・設備の損害復旧費用(もの保険）、第三者に対する賠
償費用（損害賠償保険）、そして復旧期間中のプロジェクトの運用費用（利益保険）の三つといえる。 

  

建設段階における検
討項目 [①建造・製作フェーズ]

 工場・造船所の火災・爆発・浸水
 クレーン等からの落下
 台風等による損害

[②輸送フェーズ]

 荷崩れ
 輸送具の衝突等による損害
 浸水・転覆による沈没
 他の船舶・岸壁等への衝突
 曳航物の座礁
 曳航索の切断による流出
 落雷・荒天遭遇

[③組立]

 作業ミスによる対象物の損害
 船等、他物による接触
 浸水・転覆による沈没
 係留索の切断による流出
 落雷・荒天遭遇
 他物（岸壁等）への損害

[④敷設・据付]

 作業ミスによる対象物の損害
 船等、他物による接触
 浸水・転覆による沈没
 係留索の切断による流出
 落雷・荒天遭遇
 断線

運転段階における検
討項目

 自然災害（台風、地震・津波、落雷）による設備の損傷と休業損失
 波浪・揺動による設備の疲労損傷、部品の腐食
 ケーブル損傷（アンカー、侵食）
 船舶（修復船）手配、アクセス不可（波浪）
 O＆Mにおける不備

一括手配
WIND CAR (Construction All Risks)
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表 3.2-1 洋上風力発電に係る保険の種目および内容 

 建設工事段階 
（建設開始から商業運転開始まで） 

商業運転段階 
（商業運転後 1年契約または複数年合意） 

もの保険 [建設工事保険] 
Construction All Risks 
建設期間中の事故によって工事の対象物
等に生じた損害をカバーする。 

[設備の財産保険] 
Property All Risks 
事故によってプラント（建物及び機械設備）に
生じた物的損害をカバーする。 

損害賠償保険 [建設に係わる第三者賠償責任保険] 
Third Party Liability 
工事による事故に起因して第三者を死傷
させあり、第三者の財物を損壊させたため
に、被保険者が法律上の賠償責任を負
担することによって被る損害をカバーする。 

[操業に係わる第三者賠償責任保険] 
Third Party Liability 
プラントの所有・操業・メンテナンス作業等によっ
て第三者を死傷させたり、第三者の財物を傷つ
けたり損壊させたりしたために、被保険者が法律
上の賠償責任を負担することによって被る被害
をカバーする。 

利益保険 [操業開始遅延保険] 
Delay in Start –Up 
工事保険の対象となる事故によって工事
の目的物が工事中や試運転中に損害を
受けた結果、操業開始が遅延したために
生じる損失（プロジェクト運営に必要な固
定費相当分）をカバーする。 

[利益保険] 
Business Interruption 
事故によってプラントに物的損害がでた結果、プ
ラントの操業が休止・阻害された場合に生じる
休業損失（プロジェクト運営に必要な固定費
相当分）をカバーする。 

（出典）「プロジェクトファイナンスの実務」により作成 

 
（4）保険会社、または保険ブローカー/代理店によるリスク評価・低減策 
まず、風車のスペックリスク評価および施工評価を行う。そのリスク度合いに基づき、保険リスクについてレベリン

グし、PML/EML（予想最大損失額）を算出する。さらに、リスク低減評価を行い、その対策案（ヘッジ方法）
を検討する。 
 
（5）契約の締結 
保険仕様の最終調整を行い、保険証券の発券を持って契約締結となる。 
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3.3 認証 
浮体式洋上風力発電に関連する認証としては、浮体認証、プロジェクト認証、ウィンドファーム認証、マリン

ワランティーサーベイがある。この中で、浮体認証は必須、ウィンドファーム認証は事実上必須、プロジェクト認
証、マリンワランティーサーベイはオプションである。プロジェクト認証は IEC 国際認証制度に基づくスキームで、
設計、工場製作、現地施工、O&M を全て対象としているのに対し、ウインドファーム認証は設計のみを対象
とし、電気事業法の工事計画届出での活用を想定している。プロジェクト認証及びウインドファーム認証と他
の 2 つの認証は基本的にはそれぞれ独立したプロセスであるが、ウィンドファーム認証で確認された風車に起
因する荷重を浮体認証で使用するなど相互に影響を及ぼす面がある。 
また、プロジェクトの各工程における各認証の手順は、図 3.3-1 に示すとおりである。海域・気象・海象調

査の海域調査後に浮体認証およびウィンドファーム認証が同時に始まる。そして、実施設計の構造設計終了
の段階でそれぞれ浮体認証の設計適合証明書およびウィンドファーム認証を取得する。浮体認証の設計適
合証明書およびウィンドファーム認証の取得を持って、洋上の工事計画届出が提出可能となる。その後、マリ
ンワランティーサーベイが始まり、マリンワランティーサーベイでは工事設計の評価と現場施工の立会検査を行う。
マリンワランティーサーベイは建設工事の完了と同時に終わる。試運転終了後、問題なければ浮体認証の検
査証書を取得する。浮体認証は、運転期間中も定期的に検査を行う必要がある。 

 

 
図 3.3-1 認証の手順 

（出典）認証機関のヒアリングにより作成 
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（1）浮体認証 
浮体施設の材料、溶接、復原性、構造、艤装、機関、電気設備及び喫水線に関する要件並びに浮体

施設に搭載されるタワーの材料、溶接および構造について認証を行うものである。浮体施設には、浮体施設
の諸条件（主として、風、波、潮流など）を監視する装置（風向・風速計、波高計等）を備え付けなけれ
ばならない。ただし、浮体施設の設置場所近くの海域の環境データが得られる場合には、省略することができ
る。 

 浮体認証のための船級検査には、登録検査、定期的検査および臨時検査がある。 
 登録検査 
登録検査には、以下の検査及び試験がある。 
 図面審査（設計の審査） 
 工事の検査 
 水圧試験及び水密試験等 
 構造検査 
 浮体施設の設置工事に関する検査 
 洋上試験及び復原性試験 
また、登録検査においては、以下の図面を提出しなければならない。 
 検査計画書 
 検査要領書 
 浮体施設の関連図（一般配置図、横断面構造図、縦断面構造図、点検設備図及びタワーの支

持構造図など） 
 タワーの関連図（一般配置図、主要構造部の詳細図、ボルトの仕様、防食及び塗装要領書など） 
 昇降機関連図（昇降設備を備える浮体設備及びタワーに限る） 

 定期的検査 
定期的検査は、検査計画書及び検査要領書に基づいて行う。 
検査計画書とは、浮体施設の定期的検査に関して、点検時期、検査立会時期、検査対象箇所および

検査手法を記載した書類で、認証機関の承認を得たものをいう。 
検査要領書とは、検査手法の詳細な内容（検査手順等）及び判断基準などを記載した書類で、認証

機関の承認を得たものをいう。 
浮体施設の所有者及び設計者は、あらかじめ検査計画書及び検査要領書を提出し、認証機関の承認

を得なければならない。 
定期的検査には、年次検査、中間検査、定期検査がある。 

 臨時検査 
浮体施設が、設計時に用いられた環境条件を超える外力に遭遇した場合、浮体施設の所有者は、構造

物の臨時点検を行い、臨時検査の申請を行わなければならない。 
浮体施設の要部又は本会の検査を受けた重要な設備などに損傷を生じた時、又はこれを修理、変更、も

しくは改造しようとする時、臨時検査の申請を行わなければならない。 
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（2）ウィンドファーム認証 
ウィンドファーム認証（設計適合性評価）は風力発電所を建設するサイトの環境条件の評価を行い、そ

の環境条件に基づいて風車及び構造物の強度及び安全性が設計上担保されていることを確認する認証で
ある。 
ウィンドファーム認証の目的は、型式認証された風車および認証対象となる支持構造物および基礎の設

計が、外部条件および電気事業法に基づく要求事項に適合しているかどうかを評価することにある。 
ウインドファーム認証は、設計適合性評価のため、原則として、製造立会い、風車工場の監査、ブレード、

ドライブトレインなどの製品検査は行わないが、申請者のニーズに応じて、風車や支持物の個別製品検査も
行う。 
ウィンドファーム認証は次のモジュールで構成される。（図 3.3-2） 
 

 
図 3.3-2 ウィンドファーム認証の手順 

（出典）認証機関 

 
 サイト条件評価 

適切なレベルの安全性と信頼性を確保するために、設計に関するサイト固有の外部条件とパラメータを考
慮しなければならない。外部条件には、風条件、地盤および地震条件、海象条件、雷条件などが含まれる。 

 設計基準評価 
設計基準評価の目的は、設計基準が正しく文書化され、安全な設計およびプロジェクト遂行のために十

分なものとなっているかどうかを審査することにある。サイトが洋上で、かつ支持構造物が浮体式の場合は、浮
体式洋上風力発電設備に関するガイドラインに従い、設計基準を設定しなければならない。 
設計基準には、サイト条件、設計手法および原理、適用基準および規格、風車の型式・主要仕様書又

は型式認証書で標準的な仕様からの変更点が明示されたものおよび支持構造物の仕様が含まれる。 
 全体荷物解析 

全体荷物解析の目的は、支持構造物および支持地盤を含む風車構造全体へのサイト固有の荷重およ
び荷重の影響が、設計基準に適合するように算定されているかどうかを評価することにある。 



 

-186- 

 特定サイト向け風車（RNA）設計評価 
特定サイト向け風車の設計は、設計基準に適合したものでなければならない。風況および海象条件に加
え、例えば熱、光化学、腐食、機械的、電気的、その他の物理作用などの条件が、特定サイト向け風車
の健全性および安全性に影響を与える場合がある。 

 支持構造物設計評価 
洋上（浮体式）における特性サイト向け支持構造物（タワー及び浮体・係留）の設計は、浮体式洋上

風力発電設備に関するガイドライン等に従わなければならない。 
 
（3）マリンワランティーサーベイ 

海外で先行する洋上着床式ウインドファームプロジェクトは大規模事業となるため事業者にとって「資金調達」
と「保険手配」が非常に重要である。保険会社は大規模事業などで高額な想定支払保険金が必要となる
場合、保険リスクを分散するため、保険会社自体が再保険を手配する可能性もある。各保険会社は保険リ
スク引き受けの条件として、洋上施工の安全性を第三者機関が審査、評価するマリンワランティーサーベイの
実施を要求することが一般的である。このように、マリンワランティーサーベイは、図 3.3-3 のように、再保険会
社の指定を受けて第三者機関が洋上施工（構造物の輸送や設置、海底ケーブル敷設等）を審査、評価
する業務である。マリンワランティーサーベイは、保険会社の保険付与の前提条件となる。 
 

 
図 3.3-3 MWSの契約形態 

（出典）認証機関 

 
実施内容としては、洋上施工中のリスクを管理・低減するため、施工に関する国際規則への適合性を確

認する。 
 

 工事リスク 
・不適切な機材の利用、段取りや施工方法 
・人為ミス（人的能力の欠如） 

 自然災害リスク 
・不適切な気象海象条件下での作業 
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また、具体的には書面審査（施工作業手順などの審査）、使用する作業船や各種機器・装置の検査およ

び洋上施工現場での立会い検査を行う。 
 

 
図 3.3-4 MWS における検査項目 

（出典）認証機関 

  

書面審査（設計計算書、施工方法、
施工マニュアル）

洋上施工に使用される船舶及び設備
の事前検査

施工中の現地検査及び作業承認書
の発給

 施工場所の海底地層評価、海象条件
 積出し解析（吊上げ、吊金具）
 曳航、輸送中の解析（固縛、安定性
解析、ボラードの強度）

 投錨位置及びアンカーハンドリング方法
（ケーブル等とのクリアランス）

 作業場所の位置決め手順
 （洋上での）吊上げ、吊上げ状態の
解析（クレーン能力、吊金具）

 設置作業手順（パイル打設、グラウチ
ング）

 タグボート
 クレーンバージ
 ＳＥＰ
 アンカー、チェーン、接続金具
 ワイヤー、吊金具
 係留ロープ
 ウィンチ
 その他

 作業開始時の気象海象条件チェック
 積み出し作業の手順、バラスト状態
 曳航準備の手順（ウィンチ、ホーサー、
ワイヤー保護・管理）

 輸送（固縛状態、経路、天候の変
化）

 係留位置及び手順
 洋上での吊上げ作業（クリアランス、
荷重チェック）

 設置作業（位置、水平度、パイリン
グ、グラウチング）
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おわりに 

福島沖での浮体式洋上風力発電システム実証研究事業は、2011 年度から開始し、①浮体式として初
の複数機による実証、②世界最大級の風車の浮体への搭載と実証海域への設置、③浮体式洋上変電所
の設置といった世界初に挑戦をし、これまで実証を進めてきた。本導入マニュアルは、浮体式洋上風力発電
事業への参入を検討する事業者に対して、「てびき」となるよう、導入の流れを整理するとともに、関係する手
続き、許認可等について、関係省庁の協力下とりまとめを行ったものである。また、本実証研究事業において
得た「学び」や「経験」等についても後学のために整理をしたものである。 
本導入マニュアルを契機とし、今後、多くの事業者が浮体式洋上風力発電事業への参入を検討し、AIや

IoT の活用による各種データの取得や共有化などにより、業界全体が成熟し、コスト低減をはじめとする事業
化に向けての課題解決が加速化することを期待する。 
他方、本導入マニュアルの対象期間においては、洋上風力に関する環境整備の過渡期でもあり、平成

30 年 12 月に公布された「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域利用の促進に関する法
律」をはじめ、今後さらなる環境整備が加速化することが見込まれることから、実際の事業開発にあたっては、
本導入マニュアルとは異なるアプローチとなる可能性があることに留意する必要があり、各種法令をはじめ最新
情報の積極的な収集を推奨する。 
なお、今回の実証研究事業では机上検討に終わったが、事業検討の初期段階から考慮すべき浮体式洋

上風車の撤去についても、今後さらなる知見の集積を期待するとともに、事業性の観点から海外における解
体等を検討する際には、国際条約やそれに伴う関係法令の動向を注視する必要があることに言及する。 
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